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「国立大学法人等の中期目標及び中期計画素案に対する所要

の措置について」が求める内容に基づかない変更箇所 

 

 



（様式２－３）

（法人番号　３９ ） （大学名）　福井大学

1

2

備考

「所要の措置について」が求める内容に基づかない変更箇所

素案の記述 変更後の記述

「国立大学法人等の中期目標及び中期計画の素案に対する所要の措置について」（平成27年12月1日付け２７文科高第８２０号文部科学大臣通知）におい
て更なる検討が求められた内容への対応以外の事情により、素案の記載内容を変更する場合は、以下に記入してください。

（中期計画）
１　教育に関する目標を達成するための措置
（１）教育内容及び教育の成果等に関する目標を達成
するための措置

①-4　教員養成に係る三位一体改革事業のもと構築し
た体制を有効に機能させ、附属学園の教員研修学校
化促進、学校拠点方式を基軸とする管理職養成教育
の実施、他大学と連携した教職大学院の共同大学院
化や国内外のネットワークの拡大など、教育制度改革
を見据えた先進的な教員養成・教師教育を一層推進す
るモデルを示す。

①-4　教員養成に係る学部、教職大学院と附属学園
の三位一体改革事業のもと構築した体制を有効に機
能させ、附属学園の教員研修学校化促進、学校拠点
方式を基軸とする管理職養成教育の実施、他大学と
連携した教職大学院の共同大学院化や国内外のネッ
トワークの拡大など、教育制度改革を見据えた先進的
な教員養成・教師教育を一層推進するモデルを示す。

（中期計画）
１　教育に関する目標を達成するための措置
（３）学生への支援に関する目標を達成するための措
置

①-2　留学の送り出しと受入れを積極的に進めるため
に、留学の情報提供、修学・生活・就職にわたる総合的
できめ細かい支援を行う。そのために、留学関係事務
の改善、単位認定や留学生受入れの入試改革を行うと
ともに、留学生用住居を拡大する。

①-2　在学生の留学や外国人留学生の受入れを積極
的に進めるために、留学の情報提供、修学・生活・就
職にわたる総合的できめ細かい支援を行う。そのため
に、留学関係事務の改善や留学生受入れの入試改
革などを行うとともに、留学生用住居を拡大する。

１．「留学の送り出しと受入れ」をより明確にするため、
「在学生の留学や外国人留学生の受入れ」と修正し
た。

２．在学生の留学や外国人留学生の受入れを進めるた
めの具体的な方策として実施することを予定しているも
のは留学関係事務の改善、単位認定や留学生受入れ
の入試改革に限らないため、「、留学関係事務の改善
や留学生受入れの入試改革など」と修正した。

教員養成に係る三位一体改革事業について、わかりや
すい表現とするため、「教員養成に係る学部、教職大
学院と附属学園の三位一体改革事業」と修正した。
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（中期計画）
２　研究に関する目標を達成するための措置
（１）研究水準及び研究の成果等に関する目標を達成
するための措置

①-1　本邦初の分子イメージング部門を擁し、世界最
先端画像医学研究拠点の一つである高エネルギー医
学研究センターを中心に、子どものこころの発達研究セ
ンター等も参画し、子どものこころの発達研究、脳研究
等に関する国際・国内共同研究、医工教連携研究活動
を積極的に実施する。特に高エネルギー医学研究セン
ターでは、生体機能画像研究に関する国際シンポジウ
ム等の開催数、国際・国内共同研究の実施件数、学術
誌への英語論文掲載数を第２期より20%以上増加させ
る。

（中期計画）
１　教育に関する目標を達成するための措置
（４）入学者選抜に関する目標を達成するための措置

①-2　志願者・入学者の状況やアドミッション・ポリシー
との整合性、社会ニーズ等を随時点検し、選抜方法や
教育課程の継続的改善を行うとともに、必要に応じて
入学定員の見直しを行う。さらに主体的・協働的に課題
解決の取組みを進める高大連携の取組みを発展させ
るとともに、初年次教育を含めた高大接続や積極的な
入試広報活動等によって、県内出身者を含め、アドミッ
ション・ポリシーに沿った多様な学生を確保する。

①-1　本邦初の分子イメージング部門を擁し、世界最
先端画像医学研究拠点の一つである高エネルギー医
学研究センターを中心に、子どものこころの発達研究
センター等も参画し、子どものこころの発達研究、脳
科学研究等に関する国際・国内共同研究、医工教連
携研究活動を積極的に実施する。これらにより、生体
機能画像研究に関する国際シンポジウム等の開催
数、国際・国内共同研究の実施件数、学術誌への英
語論文掲載数を第２期中期目標期間より20%以上増
加させる。

②　科学技術の発展に寄与する学術研究や地域・社
会へ貢献する実践的な研究を推進する。

①-2  志願者・入学者の状況やアドミッション・ポリ
シーとの整合性、社会ニーズ等を随時点検し、選抜方
法や教育課程の継続的改善を行うとともに、必要に応
じて入学定員の見直しを行う。さらに課題解決に主体
的・協働的に取り組む高大連携の教育を発展させると
ともに、初年次教育を含めた高大接続や積極的な入
試広報活動等によって、県内出身者を含め、アドミッ
ション・ポリシーに沿った多様な学生を確保する。

予算化された「大学間共同の高大連携と評価手法の開
発研究による高大接続入試への提案」事業（平成28年
度機能強化促進分）として推進することとしており、本
学が重視する取組として、内容をより明確化するため、
該当する部分を修正した。

１．よりわかりやすい表現とするため､“脳科学研究”に
変更した。

２．本学の「生体機能画像研究」は、高エネルギー医学
研究センターを中心に推進するが、子どものこころの発
達研究センター等も関与して成果を生み出す事を分か
りやすく表現するため，“これらにより”に修正した。

（中期目標）
２　研究に関する目標
（１）研究水準及び研究の成果等に関する目標

②　科学技術の発展に寄与する学術研究あるいは地
域・社会へ貢献する実践的な研究を推進する。

学術研究と実践的な研究は並存して推進すべきもので
あることを明記するため修正した。
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①　自己収入を増加させ安定的な大学運営を推進す
る。

病院のみならず、大学全体の安定的な運営の意味とし
た。

（中期計画）
１　外部研究資金、寄附金その他の自己収入の増加に
関する目標を達成するための措置

①-1　教育研究診療活動等の充実・強化のため、組
織・体制の見直しを行い、自己収入の増加および安定
的な病院運営を推進する。特に、多様なステークホル
ダーを募金対象とする「福井大学基金」については、募
金活動に関する取組みの強化を図り、寄附金を着実に
増加させる。

①-1　教育研究診療活動等の充実・強化のため、必
要な組織・体制の見直しを行い、自己収入を増加させ
て安定的な大学運営を推進する。特に、多様なステー
クホルダーを募金対象とする「福井大学基金」につい
ては、募金活動に関する取組みの強化を図り、寄附
金を着実に増加させる。

よりわかりやすい表現に変更するとともに、中期目標に
ならい病院のみならず大学全体の安定的な運営の意
味とした。

（中期計画）
２　研究に関する目標を達成するための措置
（１）研究水準及び研究の成果等に関する目標を達成
するための措置

②-2　高等工業学校設置から90年以上の間、工学の
幅広い分野で研究を遂行し、地域および我が国の産業
力強化に貢献してきた歴史を踏まえ、工学分野の研究
を強化し、工学研究科が推奨指定している質の高い学
術雑誌への論文掲載数を第２期よりも増加させる。特
に、ミッションの再定義で重点化する繊維・機能性材料
分野では第２期より20%以上増加させる。この目標を達
成するために、メリハリある予算配分や重点研究グ
ループの選定、学科・専攻の枠を超えた人事の実施、
研究動向の迅速な把握、定期的な異分野間の交流支
援、共同研究の成果発表への投稿料助成等により、工
学分野で優れた学術基盤研究・発展研究の推進、重点
分野の育成を行う。

②-2　前身の福井高等工業学校設置から90年以上の
間、工学の幅広い分野で研究を遂行し、地域および
我が国の産業力強化に貢献してきた歴史を踏まえ、
工学分野の研究を強化し、工学研究科が推奨指定し
ている質の高い学術雑誌への論文掲載数を第２期中
期目標期間よりも増加させる。特に、ミッションの再定
義で重点化した繊維・機能性材料分野では第２期中
期目標期間より20%以上増加させる。この目標を達成
するために、メリハリのある予算配分や重点研究グ
ループの選定、学科・専攻の枠を超えた人事の実施、
研究動向の迅速な把握、定期的な異分野間の交流支
援、共同研究の成果発表への投稿料助成等により、
工学分野で優れた学術基盤研究・発展研究の推進、
重点分野の育成を行う。

正式名称に修正した。

（中期目標）
１　外部研究資金、寄附金その他の自己収入の増加に
関する目標

　①　自己収入の増加や安定的な病院運営を推進す
る。



（様式２－３）

（法人番号　40 ） （大学名）　山梨大学

1

2

3

4

「国立大学法人等の中期目標及び中期計画の素案に対する所要の措置について」（平成27年12月1日付け２７文科高第８２０号文部科学大臣通
知）において更なる検討が求められた内容への対応以外の事情により、素案の記載内容を変更する場合は、以下に記入してください。

「所要の措置について」が求める内容に基づかない変更箇所

※変更箇所に下線を付してください。

（中期計画）48. 平成29年度までに臨床研究支援部門
を整備し、同部門を中心に臨床研究の企画業務、
CRC（Clinical Research Coordinator：臨床研究コー
ディネーター）業務、品質管理業務などの研究支援を
行い、先進医療等に関する研究を含め新規臨床研究
実施件数を平成28年度に対し10％増加させる。

変更後の記述

（中期目標／中期計画） ※記述の前に中期目標もしく
は中期計画のいずれかを明記してください。
（中期計画）48. 平成29年度までに臨床研究支援部門
を整備し、同部門を中心に臨床研究の企画業務、CRC
（Clinical Research Coordinator：治験コーディネー
ター）業務、品質管理業務などの研究支援を行い、先
進医療等に関する研究を含め新規臨床研究実施件数
を平成28年度に対し10％増加させる。

素案の記述

※変更の理由等を記入してください。

一般的に判りにくい用語の説明に係る誤記の修正。（本
計画に記載のCRCの業務は、治験の枠を超えて臨床
試験を含む臨床研究全般に渡ることから、適切な表現
に改めることとしたい。）

備考



（様式２－３）

（法人番号　４２ ） （大学名）　岐阜大学

1

2

3

4

Ⅰ－２－（１）
中期計画①－２
　環境科学、特に流域圏保全学分野において水再生
科学研究から流域圏の様々な要素の管理方策を提案
するための研究を推進し、自然環境と人間社会の持続
性に資する情報を発信する。また、岐阜県との連携によ
り流域圏保全や防災に関する研究を推進し、研究成果
を社会に還元する。

Ⅰ－２－（１）
中期計画①－２
　環境科学、特に流域圏保全学分野において、森林・
水資源及びこれらに関わる物質動態の管理方策を提
案するための研究を推進し、自然環境と人間社会の
持続性に資する情報を発信する。また、岐阜県との連
携により流域圏保全や防災に関する研究を推進し、研
究成果を社会に還元する。

研究内容の正確性を期すための修正

Ⅰ－２－（１）
中期計画①－１
　糖鎖科学研究を基盤とし、比較腫瘍、人獣共通感染
症、新規創薬などの医学・獣医学・薬学連携研究をはじ
めとする次世代生命科学研究を推進し、その研究成果
を社会に還元する。

Ⅰ－１－（３）
中期計画③－１
　学部を超えた学生の主体的な交流の場としてのアカ
デミック・コモンズの利用を促進するため、アカデミック・
ラーニング・サポート（アカデミック・コモンズにおける主
体的学習を促進するための組織）において、学習相
談、履修相談、自主ゼミ等の活動を支援できる体制を
確立するとともに、その活動を担うスチューデント・アシ
スタント（SA）を年間５名以上育成する。

Ⅰ－１－（１）
中期計画④－１
　学生の主体的な学修活動を推進するため、学生参
加、共同学習などのアクティブ・ラーニングを取り入れた
授業を平成30年度までに各学部で4科目以上開講す
る。

素案の記述

文言統一のための修正

備考

文言統一のための修正

Ⅰ－２－（１）
中期計画①－１
　糖鎖科学研究を基軸とし、比較腫瘍、人獣共通感染
症、新規創薬などの医学・獣医学・薬学連携研究をは
じめとする次世代生命科学研究を推進し、その研究成
果を社会に還元する。

Ⅰ－１－（３）
中期計画③－１
　学部を超えた学生の主体的な交流の場としてのアカ
デミック・コモンズの利用を促進するため、アカデミッ
ク・ラーニング・サポート（アカデミック・コモンズにおけ
る主体的学修を促進するための組織）において、学修
相談、履修相談、自主ゼミ等の活動を支援できる体制
を確立するとともに、その活動を担うスチューデント・ア
シスタント（SA）を年間５名以上育成する。

Ⅰ－１－（１）
中期計画④－１
　学生の主体的な学修活動を推進するため、学生参
加、共同学修などのアクティブ・ラーニングを取り入れ
た授業を平成30年度までに各学部で4科目以上開講
する。

変更後の記述

「国立大学法人等の中期目標及び中期計画の素案に対する所要の措置について」（平成27年12月1日付け２７文科高第８２０号文部科学大臣通
知）において更なる検討が求められた内容への対応以外の事情により、素案の記載内容を変更する場合は、以下に記入してください。

「所要の措置について」が求める内容に基づかない変更箇所

中期計画の内容の正確性を期すための修正
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Ⅱ－１
中期計画①－２
　本学の教育・研究活動等に意欲を持って取り組む若
手教員を増やすため、平成28年度以降に採用する助
教には原則としてテニュアトラック年俸制を適用し、年俸
制適用の専任教員の割合を平成33年度までに10％以
上とする。

Ⅱ－１
中期計画①－２
　教員組織の若返りを図り、本学の教育・研究活動等
に意欲を持って取り組む教育職員を増やすため、平
成28年度以降に採用する助教には原則としてテニュ
アトラック年俸制を適用し、年俸制適用の専任教員の
割合を平成33年度までに10％以上とする。

中期計画の内容の正確性を期すための修正

Ⅰ－２－（２）
中期計画①－４
　研究拠点における研究推進体制を強化するため、研
究推進支援人材を研究推進・社会連携機構に配置す
る。

Ⅰ－２－（２）
中期計画①－４
　各研究拠点における研究推進体制を強化するため、
研究推進支援人材を研究推進・社会連携機構に配置
する。

中期計画の内容の正確性を期すための修正

Ⅰ－４－（１）
中期計画①－３
　日本人学生の短期海外研修制度の活用や海外留学
モデルの構築等により、日本人学生の海外留学生数及
び派遣学生数を第３期中期目標期間中に延べ500人以
上にする。

Ⅰ－４－（１）
中期計画①－３
　日本人学生の短期海外研修制度の活用や海外留
学モデルの構築等により、日本人学生の海外留学生
数及び派遣学生数を第３期中期目標期間中に延べ
500名以上にする。

文言統一のための修正

Ⅰ－２－（２）
中期計画①－１
　糖鎖科学研究を基盤として、医学・獣医学・薬学連携
研究などにおける独創的で先進的な研究を推進するた
め、研究拠点を平成29年度までに設置する。

Ⅰ－２－（２）
中期計画①－１
　糖鎖科学研究を基軸とし、比較腫瘍、人獣共通感染
症、新規創薬などの医学・獣医学・薬学連携研究をは
じめとする次世代生命科学研究を推進するため、研究
拠点を平成29年度までに設置する。

Ⅰ－２－（１）中期計画①－１と表現を合わせるための修
正

Ⅰ－２－（２）
中期計画①－３
　複合材料など新素材を活用するものづくり拠点とし
て、次世代金型研究センターを平成28年度に設置す
る。

Ⅰ－２－（２）
中期計画①－３
　複合材料など新素材の研究と次世代金型の研究を
行うものづくり拠点として、次世代金型技術研究セン
ターを平成28年度に設置する。

中期計画の内容の正確性を期すため及び組織名称変
更のための修正

Ⅰ－２－（1）
中期計画①－４
　複合材料など新素材を活用した次世代金型研究を推
進し、その成果を社会に還元する。

Ⅰ－２－（1）
中期計画①－４
　複合材料など新素材と次世代金型の研究を推進し、
その成果を社会に還元する。

中期計画の内容の正確性を期すための修正

Ⅳ－２
中期計画①－３
　海外協定大学との連携活動を、国際版ウェブページ
を介して相互発信することにより、国際的な情報発信
力を強化する。

「職員の語学力の向上」は、Ⅰ－４－（１）－４の中期計
画①－４に同旨の取組みが含まれており、同計画にお
いて実施することから、本計画から削除するとともに、中
期計画の内容の正確性を期すための修正。

Ⅳ－２
中期計画①－３
　国際版ウェブページの充実、海外協定大学の活用、
職員の語学力の向上により国際的な情報の発信力を強
化する。



（様式２－３）

（法人番号　４３ ） （大学名）　静岡大学

1

2

3

※変更箇所に下線を付してください。

変更後の記述

（中期計画）Ⅰ－１－（２）計画番号１６
全学教育基盤機構において、全学的な視点からの入
試改革、教育課程の編成、入口から出口までの一貫し
た学生支援、教育のグローバル化に対応した教育環境
づくり等の教育マネジメントを強化し、教学IR（インス
ティテューショナル・リサーチ）の確立を通して基礎とな
るデータの収集、分析に取り組む。

（中期計画）Ⅰ－１－（１）計画番号１
異分野にも目を向けることのできる幅広い視野と豊か
な人間性の育成を目指し教養教育を充実させるため
に、平成25年度新カリキュラム導入の学修成果を検証
し、平成28年度より本格実施するアジアブリッジプログ
ラム（ABP）や学部横断教育プログラム「地域創造学
環」の中核となるアクティブ・ラーニング科目、フィールド
ワーク科目等の充実と合わせて、全学教育科目の科
目メニューの多様化を行う。

（中期目標／中期計画） ※記述の前に中期目標もしくは中
期計画のいずれかを明記してください。

素案の記述

※変更の理由等を記入してください。

文言重複の修正

「国立大学法人等の中期目標及び中期計画の素案に対する所要の措置について」（平成27年12月1日付け２７文科高第８２０号文部科学大臣通
知）において更なる検討が求められた内容への対応以外の事情により、素案の記載内容を変更する場合は、以下に記入してください。

「所要の措置について」が求める内容に基づかない変更箇所

文言の修正
全学教育基盤機構において、全学的な視点からの入
試改革、教育課程の編成、入口から出口までの一貫
した学生支援、教育のグローバル化に対応した教育
環境づくり等の教育マネジメントを強化し、教学IR（イ
ンスティテューショナル・リサーチ）を通して基礎となる
データの収集、分析に取り組む。

異分野にも目を向けることのできる幅広い視野と豊か
な人間性の育成を目指し教養教育を充実させるた
め、平成25年度新カリキュラム導入の学修成果を検
証し、アジアブリッジプログラム（ABP）や学部横断教
育プログラム「地域創造学環」の中核となるアクティ
ブ・ラーニング科目、フィールドワーク科目等の充実と
合わせて、全学教育科目の科目メニューの多様化を
行う。

備考

他の計画との表現を揃えた。

（中期目標）Ⅰ－１－（３）目標番号６
学生に対する学習支援、生活支援、課外活動支援、就
職支援等の学生支援を充実する。

学生に対する学習支援、生活支援、課外活動支援、
就職支援等を充実する。

1
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（中期計画）Ⅰ－２－（２）計画番号３７
電子工学研究所、グリーン科学技術研究所の担当教
員、卓越研究者及び若手重点研究者等に対し、研究教
育に集中させるため、役割分担を明確にする。また、研
究力の高い研究者を常に確保するため、研究所の教
員を戦略的に見直し、配置する。

電子工学研究所、グリーン科学技術研究所の担当教
員、研究フェロー及び若手重点研究者等に対し、研究
教育に集中させるため、役割分担を明確にする。ま
た、研究力の高い研究者を常に確保するため、研究
所の教員を戦略的に見直し、配置する。

平成28年4月から、本学卓越研究者制度が変更される
こととなったため。

（中期計画）Ⅰ－３計画番号４２
地域社会の具体的な課題群を題材とした教育研究活
動を拡充し、課題解決のための社会連携の取組を促
進するとともに、学生及び地域住民を対象とした教育プ
ログラムを構築する。また、留学生と地域との交流事業
を推進し、地域のグローバル化に貢献する。

地域社会の具体的な課題群を題材とした教育研究活
動を拡充し、課題解決のための社会連携の取組を促
進するとともに、学生及び地域住民を対象とした教育
プログラムを構築する。

計画番号４９との重複による修正

（中期計画）Ⅱ－２計画番号６４
社会の人材育成のニーズに応えるため、学士課程の
再編成（教育学部新課程の廃止及び情報学部、農学
部における新学科設置・学科再編、学部横断教育プロ
グラム「地域創造学環」学生募集開始等）やカリキュラ
ムの再構築を通してより体系的な教育体制を確立する
とともに、社会的必要性に対する不断の検証を行い、
定員規模等の見直しを含めた組織改革に取り組む。

社会の人材育成のニーズに応えるため、学士課程の
再編成（教育学部新課程の廃止及び情報学部、農学
部における新学科設置・学科再編、学部横断教育プ
ログラム「地域創造学環」学生募集開始等）やカリキュ
ラムの再構築を行い、体系的な教育体制を確立する。
さらに、社会的必要性に対する不断の検証を行い、定
員規模等の見直しを含めた組織改革に取り組む。

文言の修正

（中期目標）Ⅱ－３目標番号２１
教育研究組織の見直し及び教育研究上の要請に対応
した効率的かつ柔軟な組織体制を構築する。

教育研究組織の見直し及び教育研究上の要請に対
応した効率的な組織体制を構築する。

文言の修正

（中期計画）Ⅲ－２計画番号７０
第２期中期目標期間に引き続き、経費の抑制意識の向
上を図るため、財務状況及び執行状況を部局等へ情
報提供するとともに、財務運営に関するファイナンシャ
ルプランを策定するなどして、経費の抑制、経営資源
の有効活用を進める。

第２期中期目標期間に引き続き、経費の抑制意識の
向上を図るため、財務状況及び執行状況を部局等へ
情報提供するとともに、財務運営に関するファイナン
シャルプランを策定し、経費の抑制、経営資源の有効
活用を進める。

文言の修正

2



（様式２－３）

（法人番号　４５ ） （大学名）　名古屋大学

1

2

「国立大学法人等の中期目標及び中期計画の素案に対する所要の措置について」（平成27年12月1日付け２７文科高第８２０号文部科学大臣
通知）において更なる検討が求められた内容への対応以外の事情により、素案の記載内容を変更する場合は、以下に記入してください。

「所要の措置について」が求める内容に基づかない変更箇所

（中期目標）
別表２（共同利用・共同研究拠点、教育関係
共同利用拠点）
宇宙地球環境研究所
未来材料・システム研究所
情報基盤センター

※変更箇所に下線を付してください。

（中期目標）
（前文）大学の基本的な目標
○名古屋大学松尾プラン2020
Nagoya University Matsuo Initiatives for
Reform, Autonomy and Innovation 2020 (NU
MIRAI 2020)
＜一般目標＞
ワールドクラスの教育研究活動、アジア展開
と多様化、連携によるイノベーション創出、
自律的なマネジメント改革により、名古屋大
学を世界屈指の研究大学に成長させる

変更後の記述

（中期目標）
別表２（共同利用・共同研究拠点、教育関係
共同利用拠点）
宇宙地球環境研究所（認定申請中）
未来材料・システム研究所（認定申請中）
情報基盤センター（認定申請中）

（中期目標／中期計画） ※記述の前に中期目標もしくは
中期計画のいずれかを明記してください。

（中期目標）
（前文）大学の基本的な目標
○名古屋大学松尾プラン2020
Nagoya University Matsuo Initiatives for
Reformation, Autonomy and Innovation 2020
(NU MIRAI 2020)
＜一般目標＞
ワールドクラスの教育研究活動、アジア展開
と多様化、連携によるイノベーション創出、
自律的なマネジメント改革により、名古屋大
学を世界屈指の研究大学に成長させる
Through excellence in its education and
research, Nagoya University aspires to become
one of the world's leading universities. We aim
to do this by first, building on our partnerships
throughout Asia and further promoting diversity
on campus ; second, increasing innovation by
promoting collaboration; and third, increasing
autonomy in the management administration of
our university.

素案の記述

※変更の理由等を記入してください。

誤記があったため。

備考

共同利用・共同研究拠点に認定されたため。



（様式２－３）

（法人番号　46 ） （大学名）　愛知教育大学

1

2

（中期目標／中期計画） ※記述の前に中期目標もしく
は中期計画のいずれかを明記してください。

（中期目標）
（前文）大学の基本的な目標

⑤ 教育委員会や公立の連携協力校の長等が構成員
となる諮問会議の意見を反映させて，地域に開かれ
た大学，現職教員の学び直しの場を提供する大学と
しての教育研究活動，貢献活動を具体化する。

素案の記述

※変更の理由等を記入してください。

今後の形態に即した名称にするため変更します。

備考

※変更箇所に下線を付してください。

（中期目標）
（前文）大学の基本的な目標

⑤ 教育委員会や公立の連携協力校の長等が構成員
となる会議の意見を反映させて，地域に開かれた大
学，現職教員の学び直しの場を提供する大学としての
教育研究活動，貢献活動を具体化する。

変更後の記述

「国立大学法人等の中期目標及び中期計画の素案に対する所要の措置について」（平成27年12月1日付け２７文科高第８２０号文部科学大臣通
知）において更なる検討が求められた内容への対応以外の事情により、素案の記載内容を変更する場合は、以下に記入してください。

「所要の措置について」が求める内容に基づかない変更箇所

（中期目標）
Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標

１ 組織運営の改善に関する目標

③ 社会的要請を的確に反映するために，経営協議会
及び教員養成の質向上に関する諮問会議，監事等の
外部有識者の意見を本学の運営に活用する。

（中期目標）
Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標

１ 組織運営の改善に関する目標

③ 社会的要請を的確に反映するために，経営協議会
及び教員養成の質向上に関する会議，監事等の外部
有識者の意見を本学の運営に活用する。

今後の形態に即した名称にするため変更します。
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4

（中期計画）
Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達
成するためにとるべき措置

１ 教育に関する目標を達成するための措置
（２）教育の実施体制等に関する目標を達成するため
の措置

④【15】 教員養成課程では，学事暦の見直し等により
柔軟な時間割を編成できるようにして，すでに実施し
ている，１年次の基礎実習，３，４年次の教育実習（主
免実習，隣接校実習）に加えて，２年次に学校現場で
諸活動をサポートするサポート実習を導入し，学生が
４年間を通じて学校現場で学ぶ機会を提供する。さら
に，新設予定の実践力育成科目（４単位以上）を加え
ることで，学生が４年間を通じてこれらの授業科目を
系統的・総合的に履修できる体制を構築する。

（中期計画）
Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達
成するためにとるべき措置

１ 教育に関する目標を達成するための措置
（１） 教育内容及び教育の成果等に関する目標を達
成するための措置

③【3】 教員としての実践力を高めるために，附属学校
や連携協力校の協力を得て，これまでは２週間～４週
間であった教育実習に加えて，２年次に「学校サポー
ト実習」を毎週実施する。併せて，学事暦を工夫して
前期と後期の間の２～３カ月間に，子どもの多様な生
活背景に対応できる実践的な能力を育成するため，
「多文化体験活動（海外のショート・ビジットを含む）」
「自然体験活動」「企業体験活動」等の「実践力育成科
目」（４単位以上）を新設する。

既設の「実習」（基礎実習，教育実習等）とは区別する
ため，「活動」に変更します。

（中期計画）
Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達
成するためにとるべき措置

１ 教育に関する目標を達成するための措置
（２）教育の実施体制等に関する目標を達成するため
の措置

④【15】 教員養成課程では，学事暦の見直し等により
柔軟な時間割を編成できるようにして，すでに実施し
ている，１年次の基礎実習，３，４年次の教育実習（主
免実習，隣接校実習）に加えて，２年次に学校現場で
諸活動をサポートするサポート活動を導入し，学生が
５年間を通じて学校現場で学ぶ機会を提供する。さら
に，新設予定の実践力育成科目（４単位以上）を加え
ることで，学生が４年間を通じてこれらの授業科目を
系統的・総合的に履修できる体制を構築する。

（中期計画）
Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達
成するためにとるべき措置

１ 教育に関する目標を達成するための措置
（１） 教育内容及び教育の成果等に関する目標を達
成するための措置

③【3】 教員としての実践力を高めるために，附属学校
や連携協力校の協力を得て，これまでは２週間～４週
間であった教育実習に加えて，２年次に「学校サポー
ト活動」を毎週実施する。併せて，学事暦を工夫して
前期と後期の間の２～３カ月間に，子どもの多様な生
活背景に対応できる実践的な能力を育成するため，
「多文化体験活動（海外のショート・ビジットを含む）」
「自然体験活動」「企業体験活動」等の「実践力育成科
目」（４単位以上）を新設する。

既設の「実習」（基礎実習，教育実習等）とは区別する
ため，「活動」に変更します。
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（中期計画）
Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達
成するためにとるべき措置

１ 教育に関する目標を達成するための措置
（３）学生への支援に関する目標を達成するための措
置

③【23】  第２期まで行ってきた単位認定とは関わらな
いインターンシップ，ボランティア活動等の社会的な活
動をより積極的に支援するために，これらを第３期で
は教育現場で行うサポート実習科目として導入し，単
位認定を行う。それぞれの担当部署で対応していた
社会的活動の対応窓口を一本化し，教職キャリアセン
ターが中心となってキャリア開発・キャリア形成の各段
階に応じた学修になるようなプログラムとして進める。

（中期計画）
Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達
成するためにとるべき措置

４ その他の目標を達成するための措置
（２）附属学校に関する目標を達成するための措置

①【56】 本学が有する附属学校（幼稚園，小学校，中
学校，高等学校，特別支援学校）のそれぞれが，地域
の拠点校並びにモデル校としての役割を果たすため
に，研究開発学校の指定等に応募することで，新学習
指導要領を見越した国が示す新たな教育課題等に率
先して取り組む。また，アクティブ・ラーニングやICTを
活用した授業実践研究等に先導的・実験的に取り組
み，その成果を研究発表会等を通して発信し，地域の
学校の要請に応じて指導・助言のために教員を派遣
する。愛知県の教育プラン（特別支援教育の充実）を
受けて，附属特別支援学校は県内の特別支援学校の
拠点となるようラーニング・コモンズやITを活用した情
報提供などの整備を行う。

（中期計画）
Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達
成するためにとるべき措置

４ その他の目標を達成するための措置
（２）附属学校に関する目標を達成するための措置

①【56】 本学が有する附属学校（幼稚園，小学校，中
学校，高等学校，特別支援学校）のそれぞれが，地域
の拠点校並びにモデル校としての役割を果たすため
に，研究開発学校の指定等に応募することで，新学習
指導要領を見越した国が示す新たな教育課題等に率
先して取り組む。また，アクティブ・ラーニングやICTを
活用した授業実践研究等に先導的・実験的に取り組
み，その成果を研究発表会等を通して発信し，地域の
学校の要請に応じて指導・助言のために教員を派遣
する。愛知県の教育プラン（特別支援教育の充実）を
受けて，附属特別支援学校は県内の特別支援学校の
拠点となるようラーニング・コモンズやICTを活用した
情報提供などの整備を行う。

字句の誤りを訂正するために変更します。

（中期計画）
Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達
成するためにとるべき措置

１ 教育に関する目標を達成するための措置
（３）学生への支援に関する目標を達成するための措
置

③【23】  第２期まで行ってきた単位認定とは関わらな
いインターンシップ，ボランティア活動等の社会的な活
動をより積極的に支援するために，これらを第３期で
は教育現場で行うサポート活動科目として導入し，単
位認定を行う。それぞれの担当部署で対応していた
社会的活動の対応窓口を一本化し，教職キャリアセン
ターが中心となってキャリア開発・キャリア形成の各段
階に応じた学修になるようなプログラムとして進める。

既設の「実習」（基礎実習，教育実習等）とは区別する
ため，「活動」に変更します。
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（中期計画）
Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達
成するためにとるべき措置

４ その他の目標を達成するための措置
（２）附属学校に関する目標を達成するための措置

②【57】 学生の実践的指導力の育成のために，教育
実習や第３期に導入する学校サポート活動において，
附属学校ならではのアクティブ・ラーニングやICTを活
用した先進的な授業実践を学ぶ機会を提供するととも
に，大学と附属学校の授業連携を推進するための連
携センター等の組織を附属学校に設置し，実習校とし
ての機能を向上させる。

既設の「実習」（基礎実習，教育実習等）とは区別する
ため，「活動」に変更します。

（中期計画）
Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達
成するためにとるべき措置

４ その他の目標を達成するための措置
（２）附属学校に関する目標を達成するための措置

②【57】 学生の実践的指導力の育成のために，教育
実習や第３期に導入する学校サポート実習において，
附属学校ならではのアクティブ・ラーニングやICTを活
用した先進的な授業実践を学ぶ機会を提供するととも
に，大学と附属学校の授業連携を推進するための連
携センター等の組織を附属学校に設置し，実習校とし
ての機能を向上させる。

（中期計画）
Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成
するためにとるべき措置

１ 組織運営の改善に関する目標を達成するための措
置

④【64】 経営協議会の運用の工夫改善を図りつつ，教
員養成の質向上に関する諮問会議，教育委員会等と
の各種連絡協議会等における外部有識者からの意見
を教育研究や経営の効率化等，法人の運営に反映さ
せることにより，社会的要請に的確に応える。また，財
務，会計のみではなく，教育研究や社会貢献の状況，
学長選考方法，大学のガバナンス体制等についても
監事が監査を行い，その意見及び指摘内容を役員
会，教育研究評議会等に報告し，その内容を業務の
改善に生かす。なお，監事の業務サポートを行うた
め，担当の職員２人を配置した監事監査室を引き続き
活用する。

（中期計画）
Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成
するためにとるべき措置

１ 組織運営の改善に関する目標を達成するための措
置

④【64】 経営協議会の運用の工夫改善を図りつつ，教
員養成の質向上に関する会議，教育委員会等との各
種連絡協議会等における外部有識者からの意見を教
育研究や経営の効率化等，法人の運営に反映させる
ことにより，社会的要請に的確に応える。また，財務，
会計のみではなく，教育研究や社会貢献の状況，学
長選考方法，大学のガバナンス体制等についても監
事が監査を行い，その意見及び指摘内容を役員会，
教育研究評議会等に報告し，その内容を業務の改善
に生かす。なお，監事の業務サポートを行うため，担
当の職員２人を配置した監事監査室を引き続き活用
する。

今後の形態に即した名称にするため変更します。
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（中期計画）
Ⅲ 財務内容の改善に関する目標を達成するためにと
るべき措置

２ 経費の抑制に関する目標を達成するための措置

①【80】 第２期は，ポイント制（総人件費管理制。職種
別の標準給与に基づき職種ごとのポイント数を定め，
これをそれまでの各部局の職種別教員定数に掛ける
ことによりポイント総数を算出し，その範囲内において
任用する職種と人数を管理するもの）の導入等により
人件費削減を行ってきたが，財源確保が困難になっ
たため，ポイント制を見直した。第３期は大学改革の
動向を見据えながら教職員の採用計画の基本方針を
早期に策定し，同方針に沿って人件費の削減を行い，
人件費率を70％以下にする。

（中期計画）
Ⅲ 財務内容の改善に関する目標を達成するためにと
るべき措置

２ 経費の抑制に関する目標を達成するための措置

①【80】 第２期は，ポイント制（総人件費管理制。職種
別の標準給与に基づき職種ごとのポイント数を定め，
これをそれまでの各部局の職種別教員定数に掛ける
ことによりポイント総数を算出し，その範囲内において
任用する職種と人数を管理するもの）の導入等により
人件費削減を行ってきたが，財源確保が困難になっ
たため，ポイント制を見直した。第３期は大学改革の
動向を見据えながら教職員の採用計画の基本方針を
早期に策定し，同方針に沿って人件費の削減を行い，
人件費比率を70％以下にする。

字句の誤りを訂正するために変更します。



（様式２－３）

（法人番号　49 ） （大学名）　三重大学

1

2

変更後の記述

（中期目標）
４  その他の目標
（１）グローバル化に関する目標
３　（グローバル化に向けての地域社会と大学との協
働）
地域社会がグローバル環境に適応するために、シンクタ
ンク機能とグローバル人材供給機能を持つ大学への転換
を図る。

（中期目標）
１　教育に関する目標
（２）教育の実施体制等に関する目標
１  （教育実施体制）
本学では、平成２６年４月、全学的な教養教育の責任体
制を明確にした「教養教育機構」を立ち上げ、全学の学
生が共通に履修する「共通カリキュラム」と各学部の理
念に基づく「目的別カリキュラム」を展開している。ま
た、本学独自の取組として「三重大学教育ＧＰ（優れた
取組）」制度を継続して実施するとともに、公募のヒア
リングや成果発表会を全学ＦＤとして実施してきてい
る。第３期では、こうした取組をさらに拡充するため
に、全学の教育カリキュラムの開発や実施に責任を有す
る教育会議、高等教育創造開発センターの機能を強化
し、全学的で組織的な教学マネジメントシステムを確
立・推進する。

素案の記述

より正確性を高める表記に修正した。

備考

より正確性を高める表記に修正した。

「国立大学法人等の中期目標及び中期計画の素案に対する所要の措置について」（平成27年12月1日付け２７文科高第８２０号文部科学大臣通
知）において更なる検討が求められた内容への対応以外の事情により、素案の記載内容を変更する場合は、以下に記入してください。

「所要の措置について」が求める内容に基づかない変更箇所

（中期目標）
４  その他の目標
（１）グローバル化に関する目標
３　（グローバル化に向けての地域社会と大学との協
働）
地域の国際化を支援するため、シンクタンク機能とグ
ローバル人材供給機能を持つ大学への転換を図る。

（中期目標）
（２）教育の実施体制等に関する目標
１  （教育実施体制）
本学では、平成２６年４月、全学的な教養教育の責任
体制を明確にした「教養教育機構」を立ち上げ、全学
の学生が共通に履修する「共通カリキュラム」と各学
部の理念に基づく「目的別カリキュラム」を展開して
いる。また、本学独自の取組として「三重大学教育Ｇ
Ｐ（優れた取組）」制度を継続して実施するととも
に、公募のヒアリングや成果発表会を全学ＦＤとして
実施してきている。第３期では、こうした取組をさら
に充実するために、全学の教育カリキュラムの開発や
実施に責任を有する教育会議、高等教育創造開発セン
ターの機能を強化し、全学的で組織的な教学マネジメ
ントシステムを確立・推進する。

1
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4

5

（中期計画）
１　教育に関する目標を達成するための措置
（２）教育の実施体制等に関する目標を達成するための
措置
（①　教育実施体制）
３　本学の教育目標の達成に向けて、教育実践の質を高
めるために、三重大学教育ＧＰの拡充や教育実践の交流
を推進するとともに、教員の教育力の向上に向けた制度
や研修のあり方を開発し具体化する。さらには、その結
果を検証することで機能を強化する。

（中期計画）
１　教育に関する目標を達成するための措置
（２）教育の実施体制等に関する目標を達成するため
の措置
（①　教育実施体制）
３　本学の教育目標の達成に向けて、教育実践の質を
高めるために、三重大学教育ＧＰの充実や教育実践の
交流を推進するとともに、教員の教育力の向上に向け
た制度や研修のあり方を開発し具体化する。さらに
は、その結果を検証することで機能を強化する。

より正確性を高める表記に修正した。

より正確性を高める表記に修正した。

（中期計画）
１　教育に関する目標を達成するための措置
（１）教育内容及び教育の成果等に関する目標を達成す
るための措置
（①　教育の成果）
１　体系的なプログラムとしての学士課程教育を展開す
るために、再定義されたミッションと３つの方針（アド
ミッション・ポリシー、ディプロマ・ポリシー、カリ
キュラム・ポリシー）の整合性・一貫性を再点検すると
ともに、ナンバリングに基づき修学の順序性や方向性を
明示するカリキュラム・マップを策定し公開する。

（中期計画）
１　教育に関する目標を達成するための措置
（１）教育内容及び教育の成果等に関する目標を達成す
るための措置
（②　学士課程・大学院課程カリキュラム）
４　地域に貢献できるとともに国際的にも活躍できる高
度な専門職業人として必要な専門的知識、技能、教養を
涵養するために、全研究科共通の教養科目を創設するな
ど大学院課程横断的なカリキュラムの構築と展開を加速
させる。また、本学が設定したナンバリング（授業科目
に番号・分類を付与することで、学修の段階や順序を分
かりやすく表示したもの）やシラバスを、提携する海外
の大学との比較や分析を通してカリキュラムの国際通用
性を検証する。

一般的に分かりにくい用語について、説明を追記した。

（中期計画）
１　教育に関する目標を達成するための措置
（１）教育内容及び教育の成果等に関する目標を達成
するための措置
（②　学士課程・大学院課程カリキュラム）
４　地域に貢献できるとともに国際的にも活躍できる
高度な専門職業人として必要な専門的知識、技能、教
養を涵養するために、全研究科共通の教養科目を創設
するなど大学院課程横断的なカリキュラムの構築と展
開を加速させる。また、本学が設定したナンバリング
やシラバスについて、提携する海外の大学との比較や
分析を行うなどカリキュラムの国際通用性を検証す
る。

（中期計画）
１　教育に関する目標を達成するための措置
（１）教育内容及び教育の成果等に関する目標を達成
するための措置
（①　教育の成果）
１　体系的なプログラムとしての学士課程教育を展開
するために、再定義されたミッションと３つの方針
（アドミッション・ポリシー、ディプロマ・ポリ
シー、カリキュラム・ポリシー）の整合性・一貫性を
再点検するとともに、ナンバリング（授業科目に番
号・分類を付与することで、学修の段階や順序を分か
りやすく表示したもの）に基づき修学の順序性や方向
性を明示するカリキュラム・マップを策定し公開す
る。

2
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（中期計画）
（４）附属学校に関する目標を達成するための措置
（②　運営の効率化・情報公開）
１　多様な子どもへの対応を中心とした教育研究成果を
地域に還元するため、一貫的な教育を実現できるよう附
属学校園全体の教育研究組織を充実し、ウェブや電子メ
ディアの効果的な利用などにより広報活動・情報公開を
促進するとともに、三重県採用教員の初任者研修会の開
催継続や公立学校等の要請に応じた講師派遣や相談支援
を実施するなど、教育研究及びそれに基づく研修・相談
についての地域における附属学校園のセンター的役割を
果たす。

（中期計画）
（４）附属学校に関する目標を達成するための措置
（②　運営の効率化・情報公開）
１　多様な子どもへの対応を中心とした教育研究成果
を地域に還元するため、一貫的な教育を実現できるよ
う附属学校園全体の教育研究組織を充実し、ウェブや
電子メディアの効果的な利用などにより広報活動・情
報公開を促進するとともに、三重県採用教員の初任者
研修会の開催継続や公立学校等の要請に応じた講師派
遣や相談支援を実施するなど、教育研究及びそれに基
づく研修・相談について、附属四校園が地域における
センター的役割を果たす。

より正確性を高める表記に修正した。

3



（様式２－３）

（法人番号　50 ） （大学名）　滋賀大学

1

2

「国立大学法人等の中期目標及び中期計画の素案に対する所要の措置について」（平成27年12月1日付け２７文科高第８２０号文部科学大臣通
知）において更なる検討が求められた内容への対応以外の事情により、素案の記載内容を変更する場合は、以下に記入してください。

（中期計画）
3) 多量の情報が氾濫する中で、データ解析力と価値創
造能力を身に付けた人材の養成が求められている。そ
のために、データサイエンス領域に係る新学部を設置
し、データ活用能力育成を中心に据えたカリキュラムを
構築・推進するとともに、全学の学生に対しても、デー
タ活用の知識を向上させる。また、データサイエンス領
域に関する教育ワークショップを毎年開催し、データ活
用能力育成に関する本学の教育内容・方法を学外にも
広く普及させる。

（中期目標／中期計画） ※記述の前に中期目標もしくは中
期計画のいずれかを明記してください。

素案の記述

※変更の理由等を記入してください。

（中期計画）
9) 学生の幅広い人間性を養い、健全な心身の発達を
促進するため、クラブ・サークルの同窓会の協力を得て
課外活動の支援を充実するとともに、本学の学生が地
域と連携して行う学生自主企画プロジェクトの支援をさ
らに進める。

備考

新学部設置の記載について、他の中期計画との整合
性を保つため。

変更後の記述

「所要の措置について」が求める内容に基づかない変更箇所

より適切な表現としたため。（中期計画）
9) 学生の幅広い人間性を養い、健全な心身の発達を
促進するため、クラブ・サークルの同窓会の協力を得
て課外活動を支援するとともに、本学の学生が地域と
連携して実施する学生自主企画プロジェクトの支援を
さらに進める。

（中期計画）
3) ビッグデータ時代の到来を受け、データ解析に基づ
き価値創造する能力を身に付けた人材の養成が求め
られている。そのために、わが国初のデータサイエン
ス学部（仮称）を新設し、データ活用能力育成を中心
に据えたカリキュラムを構築・推進するとともに、全学
の学生に対しても、データ活用の知識を向上させる。
また、データサイエンス領域に関する教育ワークショッ
プを毎年開催し、データ活用能力育成に関する本学
の教育内容・方法を学外にも広く普及させる。

※変更箇所に下線を付してください。
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（中期計画）
31)本学の特色である環境教育、滋賀県教育委員会と
の協力によるコアサイエンスティーチャー事業及び情報
活用教育に関する研究成果を発展させ、実践に基づい
た環境教育、理数教育、情報活用能力の育成に関す
る研究を行うとともに、小学校英語教育の教育方法の
研究等の先導的な教育課題に取り組む。平成27年度
に教育学部に新設した環境教育専攻、初等理科専攻、
初等英語専攻をはじめとして、学部と連携・協力して、
教育研究活動を推進するとともに、その成果を地域に
公開し、教員養成カリキュラムに反映させる。さらに、第
２期中期目標期までのリスク管理の取組に関する実績
を踏まえて、学校安全教育等、先導的・実験的な教育
研究の実践を教育委員会や自治体と連携して進め、大
学の学生支援等に活かす。

（中期計画）
31)本学の特色である環境教育、滋賀県教育委員会と
の協力によるコアサイエンスティーチャー事業及び情
報活用教育に関する研究成果を発展させ、実践に基
づいた環境教育、理数教育、情報活用能力の育成に
関する研究を行うとともに、小学校英語教育の教育方
法の研究等の先導的な教育課題に取り組む。平成27
年度に教育学部に新設した環境教育専攻、初等理科
専攻、初等英語専攻をはじめとして、学部と連携・協
力して、教育研究活動を推進するとともに、その成果
を地域に公開し、教員養成カリキュラムに反映させ
る。さらに、第２期中期目標期間までのリスク管理の
取組に関する実績を踏まえて、学校安全教育等、先
導的・実験的な教育研究の実践を教育委員会や自治
体と連携して進め、大学の学生支援等に活かす。

より適切な表現としたため。

（中期計画）
32) 実践的指導力を身に付けるために、1年次から4年
次にかけて、段階的に計画・実施されている教育実習・
教育体験に組織的に協力する。また、地域の公立学校
で実施している教育実習と附属学校での教育実習の
協力体制を、第２期中期目標期までの実績を踏まえつ
つ強化し、多様な児童生徒に対する実践的な教育実習
を進める。さらに、新たに設置する教職大学院の学生
の教育実習を、公立学校での実施に加えて、附属学校
において実務家教員と附属学校教員とが連携して行う
ことにより、より質の高い実践的なものとする。

（中期計画）
32) 実践的指導力を身に付けるために、1年次から4
年次にかけて、段階的に計画・実施されている教育実
習・教育体験に組織的に協力する。また、地域の公立
学校で実施している教育実習と附属学校での教育実
習の協力体制を、第２期中期目標期間までの実績を
踏まえつつ強化し、多様な児童生徒に対する実践的
な教育実習を進める。さらに、平成29年度に設置する
高度教職実践専攻（教職大学院）（仮称）の学生の教
育実習を、公立学校での実施に加えて、附属学校に
おいて実務家教員と附属学校教員とが連携して行うこ
とにより、より質の高い実践的なものとする。

調整中であった専攻名について、具体名を追記したた
め。
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（中期計画）
37) 経営協議会、外部有識者会議及び教育学部と滋
賀県教育委員会との地域教育連携推進会議等にお
いて、大学全体または部局に対する地域社会も含め
た外部からの意見を求め、適切かつ迅速に法人運営
に反映させる。その結果を、経営協議会及び教育研
究評議会に報告する。また、様々な会議等で出された
意見や監査結果等については、教職員に周知徹底
し、個々の改善に役立てる。加えて、データサイエンス
学部（仮称）では、当該分野を先導する研究者で構成
される外部アドバイザリーボードに評価や意見を求
め、データサイエンス教育研究拠点の形成に反映させ
る。さらに、学内外のデータを収集・整理・分析した結
果を大学の意思決定や教育研究支援に活用し、デー
タの公開を進めるＩＲ（インスティテューショナル・リサー
チ）活動を推進する。

国立大学改革強化推進補助金の採択により取組内容
を追記したため。

（中期計画）
40) 優秀な人材を確保するため、女性・若手・外国人教
員の採用を拡大する。特に、役員１人以上及び管理職
３人以上の女性を登用する。また、教育・研究支援部
門等における専門的な業務を担う人材の確保や養成を
行うため、キャリアパス制度（給与、評価、研修体系等）
を整備し、キャリアコースを複線化する。

（中期計画）
37) 経営協議会、外部有識者会議及び教育学部と滋賀
県教育委員会との地域教育連携推進会議等におい
て、大学全体または部局に対する地域社会も含めた外
部からの意見を求め、適切かつ迅速に法人運営に反
映させる。その結果を、経営協議会及び教育研究評議
会に報告する。また、様々な会議等で出された意見や
監査結果等については、教職員に周知徹底し、個々の
改善に役立てる。さらに、学内外のデータを収集・整
理・分析した結果を大学の意思決定や教育研究支援に
活用し、データの公開を進めるＩＲ（インスティテューショ
ナル・リサーチ）活動を推進する。

（中期計画）
43) 教育学研究科を改革し、実践的教員養成機能を強
化するとともに、平成29 年度に教職大学院を新専攻と
して設置し、地域の中核を担い将来の管理職として活
躍できる人材、及び質の高い授業づくり・学級づくりが
できる教員を養成する。また、教育学部については、滋
賀県の教員採用数の動向を踏まえて、組織の見直しを
行う。

（中期計画）
43) 教育学研究科を再編し、実践的教員養成機能を
強化するとともに、平成29 年度に高度教職実践専攻
（教職大学院）（仮称）を新専攻として設置し、地域の
中核を担い将来の管理職として活躍できる人材、及び
質の高い授業づくり・学級づくりができる教員を養成す
る。また、教育学部については、滋賀県の教員採用数
の動向を踏まえて、組織の見直しを行う。

調整中であった専攻名について、具体名を追記したた
め。

（中期計画）
40) 優秀な人材を確保するため、女性・若手・外国人
教員の採用を拡大する。特に、役員１人以上及び管
理職３人以上の女性を登用するとともに、データサイ
エンス学部（仮称）においては若手教員を積極的に採
用する。また、教育・研究支援部門等における専門的
な業務を担う人材の確保や養成を行うため、キャリア
パス制度（給与、評価、研修体系等）を整備し、キャリ
アコースを複線化する。

国立大学改革強化推進補助金の採択により取組内容
を追記したため。
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（中期計画）
45) 事務業務の効率化プロジェクトチームを中心に不
断の事務業務の効率化・合理化を進めるとともに、研
修等を通して事務職員の意識改革及び能力開発を推
進することにより、幹部職員としてのマネジメント能力を
備え、組織運営を担える人材を育成する。また、データ
サイエンス学部の設置等の教育研究組織の再編に伴
う新たな業務等への対応の検討のための作業部会を
設置し、柔軟かつ機動的に事務組織を編制するととも
に、適切な人事配置を行う。また、毎年、役員及び部局
長等が、事務組織及び事務職員配置のあり方につい
て意見交換する。

（中期計画）
45) 事務業務の効率化プロジェクトチームを中心に不
断の事務業務の効率化・合理化を進めるとともに、研
修等を通して事務職員の意識改革及び能力開発を推
進することにより、幹部職員としてのマネジメント能力
を備え、組織運営を担える人材を育成する。また、
データサイエンス学部（仮称）の設置等の教育研究組
織の再編に伴う新たな業務等への対応の検討のため
の作業部会を設置し、柔軟かつ機動的に事務組織を
編制するとともに、適切な人事配置を行う。また、毎
年、役員及び部局長等が、事務組織及び事務職員配
置のあり方について意見交換する。

新学部設置の記載について、他の中期計画との整合
性を保つため。

（中期計画）
52)第２期中期目標期で確立した広報部会・広報室体
制に、より強力なモニタリング機能、編集機能、大学
ポートレート活用機能が加わる仕組みを構築し、地域
の本学支援者や学生ボランティアとも連携しつつ、広
聴・広報活動を展開する。その際、本学教員の社会貢
献可能分野を掲載した「シーズ集」の改良や、教員情
報管理システムの活用とも連動させる。

より適切な表現としたため。

（中期計画）
57) 学生・教職員の海外渡航の安全確保のために、
海外安全情報の迅速な提供と啓発を行う。また、毒
物・劇物の適切な管理・使用を推進するために、その
管理状況について定期的に点検し、使用者の管理意
識を徹底する。さらに、ＰＣＢ廃棄物（安定器等）につ
いて、計画的に処理する。

（中期計画）
55) ＣＯ２排出量を削減するため、ＬＥＤ灯の増設（照明
面積を平成27 年度保有面積に対する５％増）や太陽
光外灯の設置等の省エネルギー対策を実施する。ま
た、学生・教職員の環境意識を高める取組を行うととも
に、ポスターや学内ホームページ等による環境や省エ
ネルギーに関する啓発活動を実施する。

（中期計画）
52)第２期中期目標期間で確立した広報部会・広報室
体制に、より強力なモニタリング機能、編集機能、大
学ポートレート活用機能が加わる仕組みを構築し、地
域の本学支援者や学生ボランティアとも連携しつつ、
広聴・広報活動を展開する。その際、本学教員の社会
貢献可能分野を掲載した「シーズ集」の改良や、教員
情報管理システムの活用とも連動させる。

（中期計画）
57) 学生・教職員の海外渡航の安全確保のために、海
外安全情報の迅速な提供と啓発を行う。また、毒物・劇
物の適切な管理・使用を推進するために、その管理状
況について定期的に点検し、使用者の管理意識を徹底
する。

具体的な取組内容を追記したため。

（中期目標）
２　教育研究組織
本学にこの中期目標を達成するため、教育学部、経済
学部、大学院教育学研究科および経済学研究科を置
く。

（中期目標）
２　教育研究組織
この中期目標を達成するため、別表１に記載する学部
及び研究科を置く。

第3期に新たな教育研究組織を新設するため。

（中期計画）
55) ＣＯ２排出量の削減に資するため、ＬＥＤ灯の増設
（照明面積を平成27 年度保有面積に対する５％増）
や太陽光外灯の設置等の省エネルギー対策を実施
する。また、学生・教職員の環境意識を高める取組を
行うとともに、ポスターや学内ホームページ等による
環境や省エネルギーに関する啓発活動を実施する。

より適切な表現としたため。
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（中期目標）
19)地域の教員養成機能の中心であり経済経営系の高
度専門職業人の育成機能としての滋賀大学の特色と
強みを生かしながら、未来志向と文理融合をモットーに
掲げ、社会の要請に機敏に対応し、大学の機能強化を
推進する教育研究組織を編制する。

（中期目標）
19)地域の教員養成機能の中心であり経済経営系の
高度専門職業人の育成機能を担う滋賀大学の特色と
強みを生かしながら、未来志向と文理融合をモットー
に掲げ、社会の要請に機敏に対応し、大学の機能強
化を推進する教育研究組織を編制する。

字句修正のため。



（様式２－３）

（法人番号　52 ） （大学名）　京都大学

1

2

「所要の措置について」が求める内容に基づかない変更箇所

「国立大学法人等の中期目標及び中期計画の素案に対する所要の措置について」（平成27年12月1日付け２７文科高第８２０号文部科学大臣通
知）において更なる検討が求められた内容への対応以外の事情により、素案の記載内容を変更する場合は、以下に記入してください。

素案の記述 変更後の記述 備考

（中期計画）
【5】ティーチング・アシスタント（TA）及びリサーチ・アシ
スタント（RA）の制度を充実させ多角的・多様な運用を
図るとともに、各学部・研究科等の教育目的に応じた
少人数授業、演習、実験・実習科目、国際交流科目、
国内外でのフィールド学習の充実並びにｅ－ラーニン
グ、オープンコースウェア（OCW）、MOOCs等、イン
ターネットを活用したデジタル教材を開発して能動的
学習への活用等を行う。

（中期計画）
【5】ティーチング・アシスタント（TA）及びリサーチ・アシ
スタント（RA）の制度を充実させ多角的・多様な運用を
図るとともに、各学部・研究科等の教育目的に応じた
少人数授業、演習、実験・実習科目、国際化対応科
目、国内外でのフィールド学習の充実並びにｅ－ラー
ニング、オープンコースウェア（OCW）、MOOCs等、イ
ンターネットを活用したデジタル教材を開発して能動
的学習への活用等を行う。

例示のうち「国際交流科目」については、全学共通科目
群の「国際交流科目」と混同し、限定的に捉えられる可
能性があることから、当該修正を行おうとするもの

（中期計画）
【1】全学共通教育と学部専門教育並びに大学院教育
との連関を俯瞰的・可視的に把握できるよう、シラバ
ス、コースツリー、科目ナンバリングの連携を図り、学
生が学習過程を理解し学習指針を作成するために役
立てる。また、学士課程及び修士課程のカリキュラム
の一貫化等により、高度な専門能力をもつ多様な人
材を育成する。さらに、第２期中期目標期間から導入
している博士課程教育リーディングプログラムによる
幅広い人材育成の成果を活かして学際的な大学院教
育を推進する。

（中期計画）
【1】全学共通教育と学部専門教育並びに大学院教育
との連関を俯瞰的・可視的に把握できるよう、シラバ
ス、コースツリー、科目ナンバリングの連携を図り、学
生が学習過程を理解し学習指針を作成するために役
立てる。また、学士課程及び修士課程のカリキュラム
の一貫化等により、高度な専門能力をもつ多様な人
材を育成する。さらに、第２期中期目標期間から導入
している博士課程教育リーディングプログラムによる
幅広い人材育成の成果を活かすなど学際的でより充
実した大学院教育を推進する。

博士課程教育リーディングプログラムの成果は、学際
的な大学院教育の推進のみであるといった誤解を与え
るため、当該箇所に「より充実した」を追加する旨の修
正を行おうとするもの
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（中期計画）
【15】課外活動の支援、課外活動施設の充実を行う。
また、学生の社会貢献活動を支援する。さらに、学生
の福利厚生施設を整備するとともに、学生寮について
は可能なものから順次再整備し、全体として拡充す
る。

当該接続詞等では文意が不明確となることが判明した
ため、当該修正を行おうとするもの

（中期計画）
【6】コースツリー、科目ナンバリング制によるシラバス
の検索機能を強化するとともに、授業評価アンケート
によりそれらの検証・見直しを行い、単位の実質化へ
の配慮に向けた取組を推進する。特に学部における
科目ナンバリングについては、導入率100％を目指
す。
また、GPA制度を導入し、その実施状況を調査分析し
て学生への履修指導等に活用することにより、人材養
成機能の向上を図る。

（中期計画）
【6】コースツリー、科目ナンバリング制によるシラバス
の検索機能を強化するとともに、授業評価アンケート
によりそれらの検証・見直しを行い、単位の実質化に
向けた取組を推進する。特に学部における科目ナン
バリングについては、導入率100％を目指す。
また、GPA制度を導入し、その実施状況を調査分析し
て学生への履修指導等に活用することにより、人材養
成機能の向上を図る。

「単位の実質化への配慮に向けた」という表現は、一般
には回りくどい印象を与え、理解されにくい可能性があ
ることから、当該修正を行おうとするもの

（中期計画）
【12】就学や学生生活に困難を抱える学生に対する相
談・支援機能を強化するとともに、相談員や支援担当
者の全学的な連携を強化し、女子学生、障害のある
学生、留学生などを含む、より広い範囲の学生が相談
しやすい体制を整備する。また、学生が安心して学生
生活を送ることができるよう、学生保険に原則全員加
入することとし、加入率100％を目指す。

（中期計画）
【12】相談員や支援担当者の全学的な連携を強化し、
就学や学生生活に困難を抱える学生に対する相談・
支援機能を強化するとともに、障害のある学生、留学
生など多様な学生が相談しやすい体制を整備する。
また、学生が安心して学生生活を送ることができるよ
う、学生保険に原則全員加入することとし、加入率
100％を目指す。

・全学的な連携の強化は、「支援機能を強化」及び「体
制を整備」の両方に係る内容であり、素案における配
置に誤りがあることが判明したため、当該修正を行おう
とするもの
・相談しやすい体制整備の対象学生の例示について
は、「女子学生」が相談しにくいという現状はなく、誤記
であることが判明したため、当該修正を行おうとするも
の

（中期計画）
【14】経済支援を必要とする学生や優秀な学生が勉
学・研究に専念できるよう、民間資金の獲得などを通
じ、学生への経済支援の強化を進める。授業料免除
制度及び奨学金制度について、教務情報に関する
ポータルサイト等を活用し、学生への周知を徹底す
る。なお、優秀な外国人留学生への支援としては、奨
学金取得者のうち、入学許可時における奨学金支給
決定者数をさらに拡充させる。

（中期計画）
【14】経済支援を必要とする学生や優秀な学生が勉
学・研究に専念できるよう、民間資金の獲得などを通
じ、学生への経済支援の強化を進める。授業料免除
制度及び奨学金制度について、教務情報に関する
ポータルサイト等を活用し、学生への周知を徹底す
る。また、優秀な外国人留学生への支援としては、奨
学金取得者のうち、入学許可時における奨学金支給
決定者数をさらに拡充させる。

当該接続詞では文意が不明確となることが判明したた
め、当該修正を行おうとするもの

（中期計画）
【15】課外活動の支援、課外活動施設の充実を行い、
社会貢献活動を促す。また、学生の福利厚生施設を
整備するとともに、学生寮については、可能なものか
ら順次整備し、全体として拡充する。
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（中期計画）
【69】教育・研究・医療・学生支援環境の質の向上に反
映させるため、第２期中期目標期間において策定した
キャンパスマスタープランに沿って、パブリックスペー
スの確保や環境負荷低減の継続・促進などを踏まえ
た施設整備を行い、大学を取り巻く状況の変化に応じ
て更にキャンパスマスタープランの見直しを行う。ま
た、施設設備の長寿命化に資する機能改善を推進す
るとともに、第２期中期目標期間において必要性を確
認した非構造部材耐震化やライフライン耐震化などに
より防災機能を強化する。さらに、情報基盤において
は、高速で信頼性が高くディペンダビリティ（安定性）
が確保された情報ネットワークを計画的に整備する。

（中期計画）
【69】教育・研究・医療・学生支援環境の質の向上に反
映させるため、第２期中期目標期間において策定した
キャンパスマスタープランに沿って、環境負荷低減の
継続・促進やパブリックスペースの確保などを踏まえ
た施設整備を行い、大学を取り巻く状況の変化に応じ
て更にキャンパスマスタープランの見直しを行う。ま
た、施設設備の長寿命化に資する機能改善を推進す
るとともに、第２期中期目標期間において必要性を確
認した非構造部材耐震化やライフライン耐震化などに
より防災機能を強化する。さらに、情報基盤において
は、高速で信頼性が高くディペンダビリティ（安定性）
が確保された情報ネットワークを計画的に整備する。

当該施設整備の考え方の例示２件の記載順に誤りが
あったため、当該修正を行おうとするもの

（中期計画）
【19】大学の国際化に向けた学生海外派遣・留学生受
入を推進する。具体的には、学生海外派遣について
は、国際インターンシップの推進や、ジョン万プログラ
ムなど多様な海外留学プログラムの実施により、中長
期及び短期の海外留学者数を1,600人（通年）に増加
させることを目指す。留学生受入れについては、優秀
な学生の確保に努めるとともに、受入数を増加させ、
外国人留学生数3,300人（通年）を目指す。また、学生
交流の基礎となる大学間学生交流協定の締結数を拡
大し、150件を目指す。

（中期計画）
【19】大学の国際化に向けた学生海外派遣・留学生受
入を推進する。具体的には、学生海外派遣について
は、国際インターンシップの推進や、多様な海外留学
プログラムの実施により、中長期及び短期の海外留
学者数を1,600人（通年）に増加させることを目指す。
留学生受入れについては、優秀な学生の確保に努め
るとともに、受入数を増加させ、外国人留学生数3,300
人（通年）を目指す。また、学生交流の基礎となる大学
間学生交流協定の締結数を拡大し、150件を目指す。

素案提出後、当該例示の「ジョン万プログラム」につい
て、プログラム名を今期中に変更することとなったた
め。ただし、本案提出時点においては名称が確定して
いないことから、本例示の修正ではなく、削除を行おう
とするもの



（様式２－３）

（法人番号　５３ ） （大学名）　京都教育大学

1

2

3

4

「国立大学法人等の中期目標及び中期計画の素案に対する所要の措置について」（平成27年12月1日付け２７文科高第８２０号文部科学大臣通
知）において更なる検討が求められた内容への対応以外の事情により、素案の記載内容を変更する場合は、以下に記入してください。

「所要の措置について」が求める内容に基づかない変更箇所

（中期計画） Ⅳ-１
◯学部や大学院のカリキュラムや現職教員の再教育の在り
方等を改善するため、京都府・市教育委員会の管理職や公
立学校長等によって構成される「京都教育大学連携協議
会」、及び外部評価委員会等を引き続き定期的に開催して、
意見交換を行う。

（中期計画） Ⅰ-３
◯教育委員会の管理職及び公立学校長で構成される「京都
教育大学連携協議会」を毎年３回程度開催し、養成すべき
教員像、現職教員の研修の在り方、教員養成・研修の高度
化の方策等について実質的な意見交換を引き続き行う。

変更後の記述

（中期計画） Ⅳ-１
◯学部や大学院のカリキュラムや現職教員の再教育の在り
方等を改善するため、京都府・市教育委員会の管理職や公立
学校長等によって構成される「京都教育大学連携協議会」、
及び外部評価委員会等を定期的に開催して、意見交換を行
う。

（中期計画） Ⅰ-３
◯教育委員会の管理職及び公立学校長で構成される「京都
教育大学連携協議会」を毎年３回程度開催し、養成すべき教
員像、現職教員の研修の在り方、教員養成・研修の高度化の
方策等について実質的な意見交換を行う。

素案の記述

「京都教育大学連携協議会」は平成２７年度より行っており、第
３期中期期間中でも引き続き教育委員会との連携を密に行うと
いう意図から追記した。

備考

「京都教育大学連携協議会」は平成２７年度より行っており、第
３期中期期間中でも引き続き教育委員会との連携を密に行うと
いう意図から追記した。



（様式２－３）

（法人番号　54 ） （大学名）　京都工芸繊維大学

1

2

3

素案の記述

用字の統一を図るため変更する。

備考

（中期計画）
Ⅰ　大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達
成するためにとるべき措置
１　教育に関する目標を達成するための措置
（１）教育内容及び教育の成果等に関する目標を達成
するための措置
○　国際的に活躍できる高度専門技術者を育成するた
め、学士課程から博士前期課程までの６年一貫教育の
実質化を図る（学部３年次までに学士課程の基盤とな
る専門科目を学生に修得させるとともに、学部４年次生
へ博士前期課程の授業科目を提供する等）などによ
り、「３×３構造改革」（学士・修士・博士の学年構造を
実質「３年×３」とする教育プログラム）を推進し、完成
させる。

（中期計画）
Ⅰ　大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達
成するためにとるべき措置
１　教育に関する目標を達成するための措置
（１）教育内容及び教育の成果等に関する目標を達成
するための措置
○　国際的に活躍できる高度専門技術者を育成する
ため、学士課程から博士前期課程までの６年一貫教
育の実質化を図る（学部３年次までに学士課程の基
盤となる専門科目を学生に修得させるとともに、学部
４年次生へ博士前期課程の授業科目を提供する等）
ことなどにより、「３×３構造改革」（学士・修士・博士の
学年構造を実質「３年×３」とする教育プログラム）を
推進し、完成させる。

（中期目標）
Ⅰ　大学の教育研究等の質の向上に関する目標
４　その他の目標
（１）グローバル化に関する目標
○　「デザイン・建築」・「繊維・高分子」及び「グリーンイ
ノベーション」の３つの分野において、アジア地域の中
心となる教育研究拠点を形成し、これまでの実績をもと
にさらに先導的試行に挑戦し、我が国の社会のグロー
バル化を牽引する。

「国立大学法人等の中期目標及び中期計画の素案に対する所要の措置について」（平成27年12月1日付け２７文科高第８２０号文部科学大臣通
知）において更なる検討が求められた内容への対応以外の事情により、素案の記載内容を変更する場合は、以下に記入してください。

より正確な表現とするため変更する。

（中期目標）
Ⅴ　その他業務運営に関する重要目標
３　法令遵守等に関する目標
○　学内規則を含めた法令順守や情報管理の徹底を
図り、適正な大学運営を行う。

「所要の措置について」が求める内容に基づかない変更箇所

（中期目標）
Ⅰ　大学の教育研究等の質の向上に関する目標
４　その他の目標
（１）グローバル化に関する目標
○　「デザイン・建築」、「繊維・高分子」及び「グリーン
イノベーション」の３つの分野において、アジア地域の
中心となる教育研究拠点を形成し、これまでの実績を
もとにさらに先導的試行に挑戦し、我が国の社会のグ
ローバル化を牽引する。

誤記を修正する。

（中期目標）
Ⅴ　その他業務運営に関する重要目標
３　法令遵守等に関する目標
○　学内規則を含めた法令遵守や情報管理の徹底を
図り、適正な大学運営を行う。

変更後の記述
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用字の統一を図るため変更する。（中期計画）
Ⅴ　その他業務運営に関する重要目標を達成するため
にとるべき措置
３　法令遵守等に関する目標を達成するための措置
○　構成員の法令順守に対する意識を向上させるため
の研修等を年１回以上実施する。また、情報セキュリ
ティ基本方針に基づき、情報セキュリティ対策を継続す
るとともに、啓発のための研修等を年１回以上実施す
る。さらに、法令順守や情報管理についての内部監査
を定期的に実施し、監事による総括を行う。

（中期計画）
Ⅴ　その他業務運営に関する重要目標を達成するため
にとるべき措置
２　安全管理に関する目標を達成するための措置
○　教職員及び学生の環境・安全に対する意識を向上
させるため、環境マネジメントシステム研修（ＥＭＳ研修
（学部４年次は参加必須））や防災訓練など環境・安全
に関する研修等を年７回以上実施する。

（中期計画）
Ⅴ　その他業務運営に関する重要目標を達成するた
めにとるべき措置
２　安全管理に関する目標を達成するための措置
○　教職員及び学生の環境・安全に対する意識を向
上させるため、環境マネジメントシステム研修（ＥＭＳ
研修（学部４年次生は参加必須））や防災訓練など環
境・安全に関する研修等を年７回以上実施する。

より正確な表現とするため変更する。

（中期計画）
Ⅰ　大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達
成するためにとるべき措置
２　研究に関する目標を達成するための措置
（１）研究水準及び研究の成果等に関する目標を達成
するための措置
○　第２期中期目標期間までに実施した世界一線級の
研究ユニットの誘致やプロジェクト研究をさらに推進さ
せ、国内外の卓越した研究者と共同して、本学が実績
や特色を有する分野（「デザイン・建築」・「繊維・高分
子」及び「グリーンイノベーション」等）の研究を重点的
に推進する。それらの研究成果により、例えば、「分野
別ＱＳ世界ランキング」等の世界的に認知度の高い分
野別世界大学ランキングでのランク入りを目指す。

（中期計画）
Ⅰ　大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達
成するためにとるべき措置
２　研究に関する目標を達成するための措置
（１）研究水準及び研究の成果等に関する目標を達成
するための措置
○　第２期中期目標期間までに実施した世界一線級
の研究ユニットの誘致やプロジェクト研究をさらに推進
させ、国内外の卓越した研究者と共同して、本学が実
績や特色を有する分野（「デザイン・建築」、「繊維・高
分子」及び「グリーンイノベーション」等）の研究を重点
的に推進する。それらの研究成果により、例えば、「分
野別ＱＳ世界ランキング」等の世界的に認知度の高い
分野別世界大学ランキングでのランク入りを目指す。

誤記を修正する。

（中期計画）
Ⅴ　その他業務運営に関する重要目標を達成するた
めにとるべき措置
３　法令遵守等に関する目標を達成するための措置
○　構成員の法令遵守に対する意識を向上させるた
めの研修等を年１回以上実施する。また、情報セキュ
リティ基本方針に基づき、情報セキュリティ対策を継続
するとともに、啓発のための研修等を年１回以上実施
する。さらに、法令遵守や情報管理についての内部監
査を定期的に実施し、監事による総括を行う。

（中期計画）
Ⅱ　業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成
するためにとるべき措置
１　組織運営の改善に関する目標を達成するための
措置
○　事務職員・技術職員の能力の向上を図るため、研
修等を充実させ、英語の運用能力については、職員
に占めるＴＯＥＩＣ730点以上（又はこれに相当する能
力）を有する者の比率を20％程度にする。

（中期計画）
Ⅱ　業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成
するためにとるべき措置
１　組織運営の改善に関する目標を達成するための措
置
○　事務職員・技術職員の能力の向上を図るため、研
修等を充実させ、英語の運用能力については、職員に
占めるＴＯＥＩＣ730以上のスコア（又はこれに相当する
能力）を有する者の比率を20％程度にする。

他の計画と用語の統一を図るため変更する。



（様式２－３）

（法人番号　56 ） （大学名）　大阪教育大学

1

2

3

4

「所要の措置について」が求める内容に基づかない変更箇所

「へ」が不適切な助詞のため，削除。（中期計画Ⅴ-3-1-2)
「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一規
範」及び「サイバーセキュリティ基本法」の基本理念に
のっとり，サイバーセキュリティの確保のために，情報
推進機構(仮称)の下にCSIRT（Computer Security
Incident Response Team）を設置するとともに，情報セ
キュリティポリシーの継続的な更新及び構成員への周
知を通じて構成員の情報セキュリティ意識を向上させ
る。

（中期計画Ⅴ-3-1-2)
「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一規範」
及び「サイバーセキュリティ基本法」の基本理念にのっ
とり，サイバーセキュリティの確保のために，情報推進
機構(仮称)の下にCSIRT（Computer Security Incident
Response Team）を設置するとともに，情報セキュリティ
ポリシーの継続的な更新及び構成員への周知を通じて
構成員への情報セキュリティ意識を向上させる。

「国立大学法人等の中期目標及び中期計画の素案に対する所要の措置について」（平成27年12月1日付け２７文科高第８２０号文部科学大臣通
知）において更なる検討が求められた内容への対応以外の事情により、素案の記載内容を変更する場合は、以下に記入してください。

（中期計画Ⅴ-3-1-1)
法令遵守や危機管理を徹底するため，平成30年度ま
でに研究不正行為・研究費不正使用等の防止策や組
織の管理責任体制を一体的に再整備し，以降，危機管
理機能を強化すると共に，恒常的に改善を図る。

（中期計画Ⅴ-3-1-1)
法令遵守や危機管理を徹底するため，平成30年度ま
でに研究不正行為・研究費不正使用等の防止策や組
織の管理責任体制を一体的に再整備し，以降，危機
管理機能を強化すると共に，恒常的に改善する。

「を図る」を削除。

変更後の記述

（中期計画Ⅱ-1-1-3)
平成29年度までに監査機能を強化し，組織運営の適
正性を確保するため，監事を含めた監査部門と評価
部門の高度な連携体制を構築し，大学における広範
な業務の効率的かつ効果的な監査を実現する。ま
た，連携体制の在り方は常に検証し改善する。

「を図る」を削除。

（中期計画Ⅴ-1-1)
キャンパスマスタープランに基づき，既存施設の有効
活用，計画的な維持管理を含めた施設マネジメントを
行う。特に，能動的学習（アクティブ・ラーニング）を取
り入れやすい環境等，学生の主体的な学びを促進す
るための環境整備を進める。また，エネルギーの使用
の合理化及び地球温暖化防止の観点から，建物用断
熱材や照明及び空調機等についてはトップランナー
機器等導入することで，エネルギー使用原単位と電力
需要の平準化原単位を年１％以上削減するともに，
CO2の排出原単位を３％削減する。キャンパスマス

タープランは，施設マネジメント委員会のもと随時見直
し充実させるとともに，平成33年度までに改訂する。

・CO2の2表記を下付にしないと意味をなさないため。
・「を図り」，「を図る」を削除。（２番目，３番目の下線）

素案の記述 備考

（中期計画Ⅱ-1-1-3)
平成29年度までに監査機能を強化し，組織運営の適
正性を確保するため，監事を含めた監査部門と評価部
門の高度な連携体制を構築し，大学における広範な業
務の効率的かつ効果的な監査を実現する。また，連携
体制の在り方は常に検証し改善を図る。

（中期計画Ⅴ-1-1)
キャンパスマスタープランに基づき，既存施設の有効
活用，計画的な維持管理を含めた施設マネジメントを
行う。特に，能動的学習（アクティブ・ラーニング）を取り
入れやすい環境等，学生の主体的な学びを促進する
ための環境整備を進める。また，エネルギーの使用の
合理化及び地球温暖化防止の観点から，建物用断熱
材や照明及び空調機等についてはトップランナー機器
等導入することで，エネルギー使用原単位と電力需要
の平準化原単位を年１％以上削減するともに，CO２の
排出原単位を３％削減する。キャンパスマスタープラン
は，施設マネジメント委員会のもと随時見直しを図り充
実させるとともに，平成33年度までに改訂を図る。



（別紙２－３）

（法人番号　57 ） （大学名）　兵庫教育大学

1

2

3

（中期目標）
01　本学の学士課程では、第２期中期目標期間中
に定めた「教員養成スタンダード」に基づき教員
養成教育の継続的な充実・発展に資する先進的な
教育課程を編成し、深い教養に根ざし、実践力と
人間性に優れた資質の高い新人教員を養成する。

「所要の措置について」が求める内容に基づかない変更箇所

変更後の記述

「国立大学法人等の中期目標及び中期計画の素案に対する所要の措置について」（平成27年12月1日付け２７文科高第８２０号文部科学大臣通
知）において更なる検討が求められた内容への対応以外の事情により、素案の記載内容を変更する場合は、以下に記入してください。

（中期目標）
01　本学の学士課程では、第２期中期目標期間中
に定めた教員養成スタンダードに基づき教員養成
教育の継続的な充実・発展に資する先進的な教育
課程を編成し、深い教養に根ざし、実践力と人間
性に優れた資質の高い新人教員を養成する。

記述の統一
「教員養成スタンダード」の「」を削除する。

（中期目標）
02　本学の修士課程では、我が国の学校教育にお
いて必要とする教科指導力の在り方を踏まえると
ともに、教員養成スタンダード（大学院）に基づ
いた、より実践的なカリキュラム(教育課程)を編
成し、実践的課題解決に資する研究指導体制を構
築することにより、高度専門職業人としての教員
を養成する。また、学校教育分野の心理専門職を
養成する。

（中期目標）
02　本学の修士課程では、我が国の学校教育にお
いて必要とする教科指導力の在り方を踏まえると
ともに、教員養成スタンダード（大学院）に基づ
いた、より実践的な教育課程を編成し、実践的課
題解決に資する研究指導体制を構築することによ
り、高度専門職業人としての教員を養成する。ま
た、学校教育分野の心理専門職を養成する。

素案の記述 備考

記述の統一
「カリキュラム（教育課程）」を「教育課程」に
修正する。

（中期目標）
（前文）大学の基本的な目標
　兵庫教育大学は、平成25・・・（略）、次の使
命を遂行する。

１．「現職教員に対する高度な専門性と実践的指
導力の育成」（略）
２．「実践力に優れた新人教員の養成」（略）
３．「教育実践学の推進」（以下略）

（中期目標）
（前文）大学の基本的な目標
　兵庫教育大学は、平成25・・・（略）、次の使
命を遂行する。

１．「現職教員に対する高度な専門性と実践的指
導力の育成」（略）
２．「実践性に優れた新人教員及び心理専門職の
養成」（略）
３．「教育実践学の推進」（以下略）

本学の特性を生かした学校教育分野の心理専門職
の養成を明確にするため「心理専門職」を追記す
る。



変更後の記述素案の記述 備考

4

5

6

7

8

（中期目標）
03　本学の専門職学位課程では、高度の専門性が
求められる教職を担うことができる深い学識及び
卓越した能力を持ちながら、学校現場において実
践力や応用力などを発揮できる資質・力量を備え
た指導的教員及び学校現場における新しい学校づ
くりの中核となり得る新人教員を育成する。

記述の統一
「教員を養成する」に修正する。

（中期目標）
07　アドミッション・ポリシーに基づき、本学が
求める学生を多面的・総合的に評価判定する入学
者選抜を実施する。

（中期目標）
03　本学の専門職学位課程では、高度の専門性が
求められる教職を担うことができる深い学識及び
卓越した能力を持ちながら、学校現場において実
践力や応用力などを発揮できる資質・力量を備え
た指導的教員及び学校現場における新しい学校づ
くりの中核となり得る新人教員を養成する。

素案作成時は、「兵庫教育大学グローバル化戦
略」としていたが、　「兵庫教育大学グローバリ
ゼーション対応戦略」として、平成28年３月に策
定することとなったため、記述を修正するととも
に文言の整理を行う。

（中期目標）
14　「兵庫教育大学グローバル化戦略」に基づ
き、国際的な教育研究を推進し、海外諸機関との
連携のもと、グローバル化に対応した教育現場で
活躍する人材を育成する。

（中期目標）
14　「兵庫教育大学グローバリゼーション対応戦
略」に基づき、国際的な教育研究を推進し、海外
諸機関との連携のもと、教育現場で活躍するグ
ローバル化に対応した人材を育成する。

（中期計画）
03　厳格な成績評価を行うため、評価方法を見直
すとともに学生による授業評価の結果の分析を行
い、授業改善の具体的指針を明確化する。また、
卒業認定については、新人教員としての資質や能
力を着実に育成する観点から、ディプロマ・ポリ
シーに従って、卒業判定基準に基づき厳密に行
う。

（中期計画）
03　厳格な成績評価を行うため評価方法を見直す
とともに、学生による授業評価の結果の分析を行
い、授業改善の具体的指針を明確化する。また、
卒業認定については、新人教員としての資質や能
力を着実に育成する観点から、ディプロマ・ポリ
シーに従って、卒業判定基準に基づき厳密に行
う。

昨今では、アドミッション・ポリシーのみでも理
解されているため、「（入学者受入れの方針）」
を削除する。

（中期目標）
07　アドミッション・ポリシー（入学者受入れの
方針）に基づき、本学が求める学生を多面的・総
合的に評価判定する入学者選抜を実施する。

整備だけではなく、構築までを含んだ内容の目標
に修正する。

読点の位置の誤記による修正

（中期目標）
11　教育実践学研究の遂行のため、構成大学の協
力体制のもと、充実した研究体制を整備する。

（中期目標）
11　教育実践学研究の遂行のため、構成大学の協
力体制のもと、充実した研究体制を整備構築す
る。



変更後の記述素案の記述 備考
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11

12

（中期計画）
07　小学校教員を中心とした新人教員養成、教科
指導・生徒指導・グローバル化対応等に優れた力
量を持つミドルリーダー養成、学校経営・教育行
政に携わるトップリーダー養成の高度化を見据え
て、カリキュラムを改善する。

（中期計画）
07　小学校教員を中心とした新人教員養成、教科
指導・生徒指導・グローバル化対応等に優れた力
量を持つミドルリーダー養成、学校経営・教育行
政に携わるトップリーダー養成の高度化を見据え
て、教育課程を改善する。

記述の統一
「カリキュラム」を「教育課程」に修正する。

記述の統一
「カリキュラム」を「教育課程」に修正し、文章
を整理する。

読点の位置の誤記による修正

（中期計画）
17　教職キャリア開発センターの就職・キャリア
支援の取組を推進し、高い教員・保育士就職率を
維持する。学部については、80％（大学院進学者
を除く）を確保する。修士課程については、臨床
心理学コースを除き、教員・保育士就職率70％
（博士課程後期課程進学者を除く）を確保する。
専門職学位課程については、教員就職率100％（博
士課程後期課程進学者を除く）を確保する。

（中期計画）
06　厳格な成績評価を行うため、評価方法を見直
すとともに学生による授業評価の結果と教員養成
スタンダード（大学院）の観点から、授業改善の
具体的指針を明確化する。また、修了認定につい
ては、教育に関連する質の高い人材を育成する観
点から、ディプロマ・ポリシーに従って見直し、
厳格化した修了判定基準に基づき厳密に行う。

（中期計画）
06　厳格な成績評価を行うため評価方法を見直す
とともに、学生による授業評価の結果と教員養成
スタンダード（大学院）の観点から、授業改善の
具体的指針を明確化する。また、修了認定につい
ては、教育に関連する質の高い人材を育成する観
点から、ディプロマ・ポリシーに従って見直し、
厳格化した修了判定基準に基づき厳密に行う。

（中期計画）
17　教職キャリア開発センターの就職・キャリア
支援の取組を推進し、高い教員・保育士就職率を
維持する。学部については、80％（進学者を除
く）を確保する。修士課程については、臨床心理
学コースを除き、教員・保育士就職率70％（進学
者を除く）を確保する。専門職学位課程について
は、教員就職率100％（進学者を除く）を確保す
る。

記述の統一
すべての課程において、「進学者を除く」に修正
する。

（中期計画）
08　授業方法の改善に取り組むために教員養成ス
タンダード（大学院）と連携させたカリキュラム
の教育効果について検証を行うとともにシラバス
の充実、学修時間の確保、学修成果の可視化、ア
クティブ・ラーニングの深化により、学生の主体
的な学修を組織的に推進する。また、教育実習総
合センターとの連携を踏まえ、実習の効果を上げ
るため、メンター教員と連携し、実習内容を充実
させる。

（中期計画）
08　授業方法の改善に取り組むために教員養成ス
タンダード（大学院）と連携させた教育課程の効
果について検証を行うとともにシラバスの充実、
学修時間の確保、学修成果の可視化、アクティ
ブ・ラーニングの深化により、学生の主体的な学
修を組織的に推進する。また、教育実習総合セン
ターとの連携を踏まえ、実習の効果を上げるた
め、メンター教員と連携し、実習内容を充実させ
る。



変更後の記述素案の記述 備考
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文脈が不明瞭な内容であったため文章の構成を修
正する。

（中期計画）
29　学校現場の職務実態を考慮し、現職教員の修
学ニーズに応えるため、神戸ハーバーランドキャ
ンパスを拠点として、教職大学院新コースの設
置、教育委員会との連携による研修の実施、及び
次世代の教育を実践できる人材を養成する教育プ
ログラム等の創設を行う。

文脈が読み取りにくいため、文章を整理する。

（中期計画）
③専門職学位課程
20　教職大学院の整備拡充に対応した教育研究等
の広報活動を充実させるとともに、学校現場にお
ける実践力・応用力を備えた指導的役割を果たす
スクールリーダーや新しい学校づくりの有力な一
員となる新人教員になり得る人材に対応する多様
な修学背景や専攻・コース等の特性に応じた入学
者選抜を実施する。

（中期計画）
③専門職学位課程
20　教職大学院の整備拡充に対応した教育研究等
の広報活動を充実させるとともに、学校現場にお
ける実践力・応用力を備えた指導的役割を果たす
スクールリーダーや新しい学校づくりの有力な一
員となる新人教員になり得る人材に対応するた
め、多様な修学背景や専攻・コース等の特性に応
じた入学者選抜を実施する。

（中期計画）
19　大学院の組織改革に対応した教育研究等の広
報活動を充実させるとともに、自らの資質能力の
向上を志向する現職教員や高い専門性と実践力を
持った初等・中等教育教員になることを強く志向
する者及び学校教育分野の心理専門職になり得る
人材に対応する多様な修学背景や専攻・コース等
の特性に応じた入学者選抜を実施する。

（中期計画）
23　研究成果を組織的に把握・集約するシステム
を、図書館が管理するリポジトリ等を利用して構
築し、ネット上で公開する等、効果的に研究成果
の社会への還元を行う。

（中期計画）
23　図書館が管理するリポジトリ等を利用して、
研究成果を組織的に把握・集約するシステムを構
築し、研究成果をWebページ上で公開する等、効
果的に社会に還元する。

（中期計画）
22　教育現場に根ざし、学校現場の課題改善・解
決に結びつく理論と実践の融合の教育実践学研究
を実施し、その成果を客観的なエビデンスととも
に示す。

（中期計画）
22　教育現場に根ざし、学校現場の課題改善・解
決に結びつく理論と実践を融合させた教育実践研
究を実施し、その成果を客観的なエビデンスとと
もに示す。

文脈が読み取りにくいため、中期目標に合わせた
記述に修正する。

（中期計画）
29　学校現場の職務実態を考慮し、現職教員の修
学ニーズに応えるため、神戸ハーバーランドキャ
ンパスを拠点とした教職大学院新コースの設置や
教育委員会との連携による研修、次世代の教育を
実践できる人材を養成する教育プログラム等を創
設し、実施する。

（中期計画）
19　大学院の組織改革に対応した教育研究等の広
報活動を充実させるとともに、自らの資質能力の
向上を志向する現職教員や高い専門性と実践力を
持った初等・中等教育教員になることを強く志向
する者及び学校教育分野の心理専門職になり得る
人材に対応するため、多様な修学背景や専攻・
コース等の特性に応じた入学者選抜を実施する。

文脈が読み取りにくいため、文章を整理する。

文脈が読み取りにくいため、文章を整理する。



変更後の記述素案の記述 備考
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（中期計画）
58　他大学等との共同調達、複数年契約やリース
契約の拡大、アウトソーシングの導入検討など、
業務運営の合理化・効率化や既存事業の徹底的な
見直しを行うことにより、第3期中期目標期間
中、一般管理費比率を平均6.5％以下に抑制す
る。また、第2期中期目標期間末の印刷物発行部
数の50％以上を電子データ配付に移行し、印刷費
を削減する。

（中期計画）
45　国の制度改正を踏まえつつ、学内規則等を含
めたガバナンスの総点検・見直しを行うととも
に、権限と責任が一致した意思決定システムの確
立、法人運営組織の役割分担の明確化、IR・総合
戦略企画室等による学長を支援する体制を強化す
る。また、監事機能の強化や自己点検・評価体制
の強化、経営協議会の運用の工夫改善など学外有
識者の意見を大学運営に適切に反映させる。

（中期計画）
52　IR・総合戦略企画室（仮称）による国の政策
動向や学内情報を集約・分析した結果を活用し、
教員養成の高度化を推進するため、ナショナルセ
ンターの機能を有する教員養成高度化実践セン
ター（仮称）を平成32年度内に設置する。

（中期計画）
52　IR・総合戦略企画室による国の政策動向や学
内情報を集約・分析した結果を活用し、教員養成
の高度化を推進するため、ナショナルセンターの
機能を有する教員養成高度化実践センター（仮
称）を平成32年度内に設置する。

素案作成時は、「IR・総合戦略企画室（仮称）」
であったが、平成27年11月1日付で「IR・総合戦略
企画室」が設置されたため、「（仮称）」を削除
する。

素案作成時は、「IR・総合戦略企画室（仮称）」
であったが、平成27年11月1日付で「IR・総合戦略
企画室」が設置されたため、「（仮称）」を削除
する。

（中期計画）
50　全国最大規模の教職大学院組織を維持し、そ
のトップランナーとして先進的な教員養成の高度
化に資する教職大学院となるため、「教育政策
リーダーコース」、「グローバル化推進教育リー
ダーコース」の新規2コースを含めた専攻・コース
の組織再編を行い拡充する。

（中期計画）
50　全国最大規模の教職大学院組織を維持し、そ
のトップランナーとして先進的な教員養成の高度
化に資する教職大学院となるため、平成28年度開
設の「教育政策リーダーコース」、「グローバル
化推進教育リーダーコース」を含めた専攻・コー
スの組織再編を行い拡充する。

（中期計画）
58　・他大学等との共同調達、複数年契約やリー
ス契約の拡大、アウトソーシングの導入検討な
ど、業務運営の合理化・効率化や既存事業の徹底
的な見直しを行うことにより、第3期中期目標期間
中、一般管理費比率を平均6.5％以下に抑制する。
・第2期中期目標期間末の印刷物発行部数の50％以
上を電子データ配付に移行し、印刷費を削減す
る。

（中期計画）
45　国の制度改正を踏まえつつ、学内規則等を含
めたガバナンスの総点検・見直しを行うととも
に、権限と責任が一致した意思決定システムの確
立、法人運営組織の役割分担の明確化、IR・総合
戦略企画室（仮称）等による学長を支援する体制
を強化する。また、監事機能の強化や自己点検・
評価体制の強化、経営協議会の運用の工夫改善な
ど学外有識者の意見を大学運営に適切に反映させ
る。

記述の統一
「・」を削除し、文章の整理を行う。

新規２コースは平成28年度から学生受入を行うた
め、現状に合わせた文言に修正する。



変更後の記述素案の記述 備考
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（中期計画）
61　自己点検・評価、法人評価及び認証評価等を
適切かつ効率的に行うため、評価委員会の業務を
見直し、エビデンスや指標に基づく評価を実施
し、学長のもとに設置された教育改善推進室にお
いてPDCAサイクルを機能させ、また、監事やIR・
総合戦略企画室と連携することにより評価の質向
上と評価方法の改善につなげる。

素案作成時は、「IR・総合戦略企画室（仮称）」
であったが、平成27年11月1日付で「IR・総合戦略
企画室」が設置されたため、「（仮称）」を削除
する。

（中期計画）
64　快適なエコキャンパスとするため、キャンパ
スマスタープランを見直しガバナンス管理された
戦略的な施設マネジメントにより、第３期中期目
標期間中、既存施設の有効活用及び施設整備の改
修を教育研究施設の10％以上について実施し、計
画的な維持管理を行う。

誤記のため、「整備」を「設備」に訂正する。（中期計画）
64　快適なエコキャンパスとするため、キャンパ
スマスタープランを見直しガバナンス管理された
戦略的な施設マネジメントにより、第３期中期目
標期間中、既存施設の有効活用及び施設設備の改
修を教育研究施設の10％以上について実施し、計
画的な維持管理を行う。

（中期計画）
61　自己点検・評価、法人評価及び認証評価等を
適切かつ効率的に行うため、評価委員会の業務を
見直し、エビデンスや指標に基づく評価を実施
し、学長のもとに設置された教育改善推進室にお
いてPDCAサイクルを機能させ、また、監事やIR・
総合戦略企画室（仮称）と連携することにより評
価の質向上と評価方法の改善につなげる。



（様式２－３）

（法人番号　５８ ） （大学名）　神戸大学

1

2

3

（中期計画）
【１０－２】
・　大学の枠を越えた教育研究を推進するため、本学の教育
研究資源の共同利用を充実する。特に、教育関係共同利用
拠点に認定されている内海域環境教育研究センターマリンサ
イト（臨海実験場）、食資源教育研究センター（農場）及び練
習船深江丸（練習船）については、教育内容や利便性等の改
善に取り組むことにより、他大学等の利用者を増加させ、人
材育成に貢献する。

（中期計画）
【１０－２】
・　大学の枠を越えた教育研究を推進するため、本学の教
育研究資源の共同利用を充実する。特に、教育関係共同
利用拠点に認定されている内海域環境教育研究センターマ
リンサイト（臨海実験所）、食資源教育研究センター（農場）
及び練習船深江丸（練習船）については、教育内容や利便
性等の改善に取り組むことにより、他大学等の利用者を増
加させ、人材育成に貢献する。

　字句に誤りがあったため、修正した。

（中期計画）
【８－１】
・　戦略企画本部、リサーチ・アドミニストレーター組織及び
連携創造本部の密な連携を図り、研究の分析・評価に基づ
く戦略・計画の企画立案体制を強化する。また、平成28 年
度に設置する神戸大学独自の先端融合研究組織を中心に
「社会システムイノベーション」、「未来都市」等のプロジェク
トを立ち上げるとともに、機能強化のため設置した「海洋底
探査センター」を拡充するなど、戦略を柔軟に実行できる研
究実施体制の見直しを行う。

「国立大学法人等の中期目標及び中期計画の素案に対する所要の措置について」（平成27年12月1日付け２７文科高第８２０号文部科学大臣通
知）において更なる検討が求められた内容への対応以外の事情により、素案の記載内容を変更する場合は、以下に記入してください。

「所要の措置について」が求める内容に基づかない変更箇所

（中期計画）
【５－１】
・　学生への経済的支援、身体及び心のケア等の健康支援・
各種相談、課外活動の環境整備など、学生生活全般にわた
る支援を充実する。特に、近年増加している障害のある学生
に対応するため、平成28年度に「キャンパスライフ支援セン
ター」を設置して全学的な支援体制を強化する。

素案の記述

　「キャンパスライフ支援センター」について、予定を前倒しし
て平成27年度中に設置したため、記載内容を変更した。

備考

（中期計画）
【８－１】
・　戦略企画本部、リサーチ・アドミニストレーター組織及び連
携創造本部の密な連携を図り、研究の分析・評価に基づく戦
略・計画の企画立案体制を強化するとともに、平成28年度に
改組・拡充する神戸大学独自の先端融合研究組織を中心
に、「社会システムイノベーション」、「未来都市」、「海洋底探
査」等のユニットを立ち上げるなど、戦略を柔軟に実行できる
研究実施体制の見直しを行う。

（中期計画）
【５－１】
・　学生への経済的支援、身体及び心のケア等の健康支
援・各種相談体制の整備、課外活動の環境整備など、学生
生活全般にわたる支援を充実する。特に、近年増加してい
る障害のある学生に対する修学支援を強化するため、平成
27年度に設置したキャンパスライフ支援センターにおいて、
障害に関する研修を実施するとともに、サポート学生を養成
しピアサポート体制を構築する。

変更後の記述

　「海洋底探査」について、予定を前倒しして平成27年
度中にセンターを設置したため、記載内容を変更した。
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（中期計画）
【１９－１】
・　採用・養成・職能開発（SD）及び適切な人事評価に基づく
処遇等を通じた人的資源管理を通じて効果的に事務職員の
資質を高める。また、高度化・複雑化する教育研究活動を支
え、戦略的大学経営を推進するため、リサーチ・アドミニスト
レーターをはじめとした高度な専門性を有する職員を配置・
育成する。

（中期計画）
【１９－１】
・　採用・養成・職能開発（SD）及び適切な人事評価に基づく
処遇等の人的資源管理を通じて効果的に事務職員の資質
を高める。また、高度化・複雑化する教育研究活動を支え、
戦略的大学経営を推進するため、リサーチ・アドミニストレー
ターをはじめとした高度な専門性を有する職員を配置・育成
する。

　字句に誤りがあったため、修正した。

　法令の名称が略称となっていたため、正式名称を記
載した。併せて、文意がより正確に伝わるように「個別
訪問判定などを継続的に実施することにより」という一
文に変更した。

（中期計画）
【３３－５】
・　本学のグローバル化を着実に推進するため、安全保障輸
出管理に関する研修会の開催や個別訪問などの継続的な周
知活動等により輸出管理業務の定着化を促進する。また、管
理体制・手順の点検を行い、部局の一次審査能力の向上を
図るとともに、事前に適正な該非判定を行い、外為法で規制
される技術の提供及び貨物の輸出の際には、許可を申請・
取得する。

（中期計画）
【３３－５】
・　外国為替及び外国貿易法を遵守し、本学のグローバル
化を着実に推進するため、安全保障輸出管理に関する研
修会の開催や個別訪問判定などを継続的に実施することに
より輸出管理業務の定着化を促進する。また、管理体制・
手順の点検を行い、部局の一次審査能力の向上を図るとと
もに、事前に適正な該非判定を行い、法令で規制される技
術の提供及び貨物の輸出の際には、許可を申請・取得す
る。



（様式２－３）

（法人番号　６０ ） （大学名）　奈良女子大学

1

2

3

「国立大学法人等の中期目標及び中期計画の素案に対する所要の措置について」（平成27年12月1日付け２７文科高第８２０号文部科学大臣通
知）において更なる検討が求められた内容への対応以外の事情により、素案の記載内容を変更する場合は、以下に記入してください。

「所要の措置について」が求める内容に基づかない変更箇所

変更後の記述素案の記述 備考

（中期目標【1-3-2】）
障害をもつ学生に対する一人一人の実情に応じた的
確な支援を行うために体制を充実する。

障害がある学生に対する一人一人の実情に応じた的
確な支援を行うために体制を充実する。

・より適切な表現にするため。

（中期計画【3-1-21】）
「大和・紀伊半島」地域の地方創生を図るために、地域
の自治体及び大学等と連携し、同地域の歴史的、とり
わけ世界史的価値の再発見に取り組み、それを学術
研究論文や研究書及び観光ガイドブック（日英両文）に
まとめ、それをもとに、地域の観光開発、産業振興、教
育振興、コミュニティー再生に取り組む。さらに地域理
解を深めるために「大和・紀伊半島」地域をフィールドに
した教育を立ち上げる。

大和・紀伊半島地域の地方創生を図るために、地域
の自治体及び大学等と連携し、同地域の歴史的、とり
わけ世界史的価値の再発見に取り組み、それを学術
研究論文や研究書及び観光ガイドブック（日英両文）
にまとめ、それをもとに、地域の観光開発、産業振興、
教育振興、コミュニティー再生に取り組む。さらに地域
理解を深めるために大和・紀伊半島地域をフィールド
にした教育を立ち上げる。

・用語を統一するため。

（中期目標【3-1-2】）
従来の実績を踏まえ、地域の自治体等との連携の下、
「大和・紀伊半島」地域の地方創生に取り組む。古都奈
良に立地するという恵まれた環境を活かし、奈良女子
大学を国際的な日本文化・日本社会研究の交流拠点
にする試みと重ねてそれに取り組む。

従来の実績を踏まえ、地域の自治体等との連携の
下、大和・紀伊半島地域の地方創生に取り組む。古都
奈良に立地するという恵まれた環境を活かし、奈良女
子大学を国際的な日本文化・日本社会研究の交流拠
点にする試みと重ねてそれに取り組む。

・用語を統一するため。

1
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（中期計画【3-1-22】）
「大和・紀伊半島」地域が何故に世界文化遺産に指定
されるに相応しい、世界史的価値を持った地域である
のかを解明するために、新たに設立する国際的な日本
文化研究交流拠点を中心に、自治体等の協力を得て、
同地域において国際的シンポジウムやセミナーを開催
し、それを「地方創生」にもつなげる。

大和・紀伊半島地域が何故に世界文化遺産に指定さ
れるに相応しい、世界史的価値を持った地域であるの
かを解明するために、新たに設立する国際的な日本
文化研究交流拠点を中心に、自治体等の協力を得
て、同地域において国際的シンポジウムやセミナーを
開催し、それを「地方創生」にもつなげる。

・用語を統一するため。

（中期計画【5-2-12】）
平成26年度に採択された国立大学改革強化推進事業
「大学の枠を越えた科学技術創造立国の中核となる理
工系女性リーダー育成拠点の構築―理系女性教育開
発共同機構及び大学院共同生活工学専攻の設置―」
の一環として、お茶の水女子大学と共同で、平成28年
度に生活工学共同専攻を設置し、新たな工学分野「生
活工学」を立ち上げる。

平成26年度に採択された国立大学改革強化推進事
業「大学の枠を越えた科学技術創造立国の中核とな
る理工系女性リーダー育成拠点の構築―理系女性教
育開発共同機構及び大学院共同生活工学専攻の設
置―」の一環として、お茶の水女子大学と共同で、平
成28年度に大学院生活工学共同専攻を設置し、新た
な工学分野「生活工学」を立ち上げる。

・用語を統一するため。

2



（様式２－３）

（法人番号　６２ ） （大学名）　鳥取大学

1

2

3

4

5

※変更箇所に下線を付してください。

変更後の記述

現時点において、大学院の名称を「持続社会創生科学研究
科」とする方向で検討を進めているため。

「国立大学法人等の中期目標及び中期計画の素案に対する所要の措置について」（平成27年12月1日付け２７文科高第８２０号文部科学大臣通知）において更なる
検討が求められた内容への対応以外の事情により、素案の記載内容を変更する場合は、以下に記入してください。

（中期計画）
22－２）自然・人文・社会科学系の研究・教育を組織横断的に
実施するため、既存の研究科を抜本的に見直し、平成29年度
を目途に地域学研究科、工学研究科及び農学研究科を持続
社会創生学研究科（仮称）に統合する改組を実施する。

「所要の措置について」が求める内容に基づかない変更箇所

文意を明確にするため。

（中期計画）
９－２）地域から世界各地に及ぶ研究フィールドにおいて、山
陰の地域課題研究を通じた人口希薄化社会の新たな価値発
見・創造のための教育研究プログラム（仮称）、附属学校・地
域と連携した子供と教師の成長プロセスに関する学際研究等
の実践的研究を行い、その成果を地域社会に還元する。

９－２）地域から世界各地に及ぶ研究フィールドにおいて、山
陰の地域課題研究を通じた人口希薄化社会の新たな価値発
見・創造のための教育研究プログラム、附属学校・地域と連
携した子供の発達支援と教師の成長プロセスに関する学際
研究・実践プロジェクト等の実践的研究を行い、その成果を地
域社会に還元する。

平成２８年度概算要求のビジョン・戦略策定に係る調整にお
いて、名称を変更等したため。

22－２）自然・人文・社会科学系の研究・教育を組織横断的に
実施するため、既存の研究科を抜本的に見直し、平成29年度
を目途に地域学研究科、工学研究科及び農学研究科を持続
社会創生科学研究科（仮称）に統合する改組を実施する。

14－１）持続社会創生に貢献できるグローバル人材を育成す
るため、教育システムの国際通用性の向上、外国語による授
業の増加、多様なグローバル資質・背景を持つ教員の増加等
により、全学的なグローバル教育体制を整備する。
　また、これらを情報発信することにより、外国人留学生の受
入を増やすとともに、日本人学生の海外への留学を促す取組
を行う。

８－２）国際的に優位性の高い研究拠点において、現有の研
究系センターや学部等の横断型プロジェクトを組織するなど
の有機的連携により、黄砂・環境修復プロジェクト等の乾燥
地・発展途上国等に関する研究、健康で安全な社会のための
菌類きのこ資源の活用を推進する研究等に取り組む。

（中期計画）
14－１）持続社会創生に貢献できる国内外のグローバル人材
を育成するため、教育システムの国際通用性の向上、外国語
による授業の増加、多様なグローバル資質・背景を持つ教員
の増加等により、全学的なグローバル教育体制を整備する。
　また、これらを情報発信することにより、外国人留学生の受
入を増やすとともに、日本人学生の海外への留学を促す取組
を行う。

（中期計画）
８－２）国際的に優位性の高い研究拠点において、現有の研
究系センターや学部等の有機的連携により、黄砂・環境修復
プロジェクト等の乾燥地・過疎地に関する研究、健康で安全な
社会のための菌類きのこ資源の活用を推進する研究等に取
り組む。

（中期目標／中期計画） ※記述の前に中期目標もしくは中期計画
のいずれかを明記してください。

素案の記述

※変更の理由等を記入してください。

備考

平成２８年度概算要求のビジョン・戦略策定に係る調整にお
いて、「過疎地」に関する研究は別の戦略にウエイトを移すこ
ととし、「発展途上国等」にかかる研究に重点を置くこととした
ため。

※二重下線部分の変更理由については、様式２－２に記載。

（中期計画）
10－１）乾燥地科学分野における共同利用・共同研究拠点と
して、乾燥地科学拠点における研究・教育・ネットワーク構築
等の機能を強化することにより、国際的共同研究の件数を第
２期中期目標期間より20％以上増やすことを目指す。

10－１）乾燥地科学分野における共同利用・共同研究拠点と
して、乾燥地科学拠点における研究・教育・ネットワーク等の
機能を強化することにより、国際的共同研究の件数を第２期
中期目標期間より20％以上増やすことを目指す。

適切な文章表現とするため。



（様式２－３）

（法人番号　６３ ） （大学名）　　島　根　大　学

1

（中期目標）
（前文）
　島根大学の理念・目的
島根大学は、山陰地域における知と文化の拠点として
培ってきた伝統と精神を重んじ、「地域に根ざし、地域
社会から世界に発信する個性輝く大学」を目指すととも
に、学生・教職員の協働のもと、学生が育ち、学生とと
もに育つ大学づくりを推進する。
第２期中期目標期間において、教育では、グローバル
な感性と社会人力（人間力）の涵養、自ら学ぶことが出
来る（応用力がある）人材養成等に係る事業を重点的
に推進した。研究では、各専門分野の先進的研究を進
めるとともに、学部横断のプロジェクトを組織し、大学の
特色となる学際的研究を推進してきた。
第３期中期目標期間においては、これまでの大学の基
本目標を堅持し、「地(知)の拠点整備事業」を梃子に地
域活性の中核としての機能を充実させるとともに、特定
の分野 において世界をリードする教育研究拠点をめざ
し、進むべき方向性と育成すべき人材像を明確にし、
大学の機能強化のための改革を積極的に進める。

（中期目標）
（前文）
　島根大学の理念・目的
島根大学は、山陰地域における知と文化の拠点とし
て培ってきた伝統と精神を重んじ、「地域に根ざし、地
域社会から世界に発信する個性輝く大学」を目指すと
ともに、学生・教職員の協働のもと、学生が育ち、学生
とともに育つ大学づくりを推進する。
第２期中期目標期間において、教育では、グローバル
な感性と社会人力（人間力）の涵養、自ら学ぶことが
出来る（応用力がある）人材養成等に係る事業を重点
的に推進した。研究では、各専門分野の先進的研究
を進めるとともに、学部横断のプロジェクトを組織し、
大学の特色となる学際的研究を推進してきた。
第３期中期目標期間においては、これまでの大学の
基本目標を堅持し、「地(知)の拠点整備事業」及び「地
(知)の拠点大学による地方創成推進事業」を梃子に
地域活性の中核としての機能を充実させるとともに、
特定の分野 において世界をリードする教育研究拠点
をめざし、進むべき方向性と育成すべき人材像を明確
にし、大学の機能強化のための改革を積極的に進め
る。

地(知)の拠点大学による地方創成推進事業の採択に
伴い、前文に追記するもの

「所要の措置について」が求める内容に基づかない変更箇所

「国立大学法人等の中期目標及び中期計画の素案に対する所要の措置について」（平成27年12月1日付け２７文科高第８２０号文部科学大臣通
知）において更なる検討が求められた内容への対応以外の事情により、素案の記載内容を変更する場合は、以下に記入してください。

素案の記述 変更後の記述 備考



2

3

4

（中期目標）
（前文）
１．グローバルな感性と社会人力（人間力）の涵養、自
ら学ぶことのできる人材養成のための教育を推進し、
幅広い教養と専門的能力を身につけた地域の振興と
発展に寄与できる高度な専門職業人を育成する。
２．山陰の地域課題に立脚した研究や特色ある研究を
推進し、その成果を広く社会に発信する。日本や世界
の研究拠点となりうる特色ある研究分野を育成支援す
る。
３．地域資源を活用した文化の育成・産業振興、地域
医療 ・地域包括ケアの充実などの社会貢献活動を推
進する。「地（知）の拠点整備事業」を活用し、地域の課
題解決を担う人材を輩出する。
４．アジアをはじめとする世界の国々との人的交流や
共同研究を推進し、地域における国際交流拠点とし
て、相互の持続的な発展に寄与する。
５．学問の自由と人権を尊重し、学生及び教職員の満
足度を高める。また、社会の要請等に応えるための組
織の見直し等を主体的に推進し、効率的で社会に責任
を負う大学運営を行う。

（中期目標）
（前文）
１．グローバルな感性と社会人力（人間力）の涵養、自
ら学ぶことのできる人材養成のための教育を推進し、
幅広い教養と専門的能力を身につけた地域の振興と
発展に寄与できる高度な専門職業人を育成する。
２．山陰の地域課題に立脚した研究や特色ある研究
を推進し、その成果を広く社会に発信する。日本や世
界の研究拠点となりうる特色ある研究分野を育成支
援する。
３．地域資源を活用した文化の育成・産業振興、地域
医療 ・地域包括ケアの充実などの社会貢献活動を推
進する。「地（知）の拠点整備事業」及び「地(知)の拠
点大学による地方創成推進事業」を活用し、地域の課
題解決を担う人材を輩出する。
４．アジアをはじめとする世界の国々との人的交流や
共同研究を推進し、地域における国際交流拠点とし
て、相互の持続的な発展に寄与する。
５．学問の自由と人権を尊重し、学生及び教職員の満
足度を高める。また、社会の要請等に応えるための組
織の見直し等を主体的に推進し、効率的で社会に責
任を負う大学運営を行う。

地(知)の拠点大学による地方創成推進事業の採択に
伴い、前文に追記するもの

（中期目標）
Ⅰ　２ （１）①
　地域課題に密着した研究で成果を上げ、地域産業、
地域社会の発展に役立て、地域の知の拠点としての役
割を果たすとともに、研究成果の社会還元を図る。

（中期目標）
Ⅰ　２ （１）①
　地域課題に密着した研究で成果を上げ、地域産業、
地域社会の発展に貢献し、地域の知の拠点としての
役割を果たすとともに、研究成果の社会還元を図る。

字句の修正。

（中期計画）
Ⅰ　１ （１）　2-1
　ＩＲデータや卒業生アンケートなどを活用し、キャリア
系科目の教育内容等の点検と改善を行う。

（中期計画）
Ⅰ　１ （１）　2-1
　学生の就業力を育成し、社会的・職業的自立を促す
ために、ＩＲデータや卒業生アンケートなどを活用し、
キャリア系科目の教育内容等の点検と改善を行う。

計画の目的をわかりやすく説明するため。
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（中期計画）
Ⅰ　４（２）　2-1
　病院再開発事業により大幅に向上した病院機能をフ
ルに活用し、ハイブリッド手術室用機器等を計画的に
導入して高度で先進的な医療を展開する。また、救命
救急センター機能の拡充、高度外傷センター（仮称）を
設置して島根県全域を対象とした外傷救急機能を付加
して、島根県の救急・災害医療に主要な役割を担う。

（中期計画）
Ⅰ　４（２）　2-1
　病院再開発事業により大幅に向上した病院機能をフ
ルに活用し、ハイブリッド手術室用機器等を計画的に
導入して高度で先進的な医療を展開する。また、救命
救急センター機能の拡充、高度外傷センターを平成
28年度に設置して島根県全域を対象とした外傷救急
機能を付加して、島根県の救急・災害医療に主要な
役割を担う。

高度外傷センターの名称が正式に決定したため、（仮
称）を削除するもの。

（中期計画）
Ⅰ　４（1）　1-1
　学内の教育研究環境のグローバル化を推進するた
め、外国人教員（外国での教育経験のある教員）を倍
増させるとともに、英語による授業を学部で50科目に、
大学院では50％増にする。

（中期計画）
Ⅰ　４（1）　1-1
　学内の教育研究環境のグローバル化を推進するた
め、外国人教員（外国での教育経験のある教員）を
100％増加させるとともに、英語による授業を学部で
50科目に、大学院では50％増にする。

表現方法を統一するもの。

（中期計画）
Ⅰ　２（1）　2-3
　海外交流協定大学等を中心として国際的な共同研究
を推進するとともに、島根県や松江市等の各制度を活
用して国際会議の誘致等を積極的に行い、大学の特
色となる基盤的研究の向上を図り、大学全体として論
文数を平成25年度から平成27年度の平均数と比べ５
パーセント増加させる。

（中期計画）
Ⅰ　２（1）　2-3
　海外交流協定大学等を中心として国際的な共同研
究を推進するとともに、島根県や松江市等の各制度を
活用して国際会議の誘致等を積極的に行い、大学の
特色となる基盤的研究の向上を図り、大学全体として
論文数を平成25年度から平成27年度の年平均と比べ
５パーセント増加させる。

表現方法を統一するもの。

字句の修正。
（中期計画）
Ⅰ　１ （４）　2-1
　大学進学への意欲を高め、目的意識を明確にした主
体的な学びに向かう学生を確保するために、高校での
学びの成果を大学における学びにつなげる課題探究
学習や地域課題学習型模擬授業（例「キャンパス・アカ
デミー」「授業大学」「地域貢献塾」）等の高大接続事業
を展開する。

（中期計画）
Ⅰ　１ （４）　2-1
　大学への進学意欲を高め、目的意識を明確にした
主体的な学びに向かう学生を確保するために、高校
での学びの成果を大学の学びにつなげる課題探究学
習や地域課題学習型模擬授業（例：現行の「キャンパ
ス・アカデミー」「授業大学」などを統合して新たに実施
する「しまだい塾」）等の高大接続事業を展開する。



（様式２－３）

（法人番号65 ） （大学名）　広島大学

1

2

3

4

以下余白

（中期計画【3】）
　グローバル化社会において，求められるコミュニケー
ション能力やプレゼンテーション能力を備えた学生を
養成するため，英語による授業科目及び英語プロ
フェッショナル特定プログラムの拡充などと併せ英語
能力の定期的な測定により，学部学生の２５％程度を
ＴＯＥＦＬｉＢＴ８０レベルに到達させる。

素案の記述

正確なプログラム名に修正

備考

（中期計画【3】）
　グローバル化社会において，求められるコミュニケー
ション能力やプレゼンテーション能力を備えた学生を
養成するため，英語による授業科目及び英語プロ
フェッショナル養成特定プログラムの拡充などと併せ
英語能力の定期的な測定により，学部学生の２５％程
度をＴＯＥＦＬｉＢＴ８０レベルに到達させる。

変更後の記述

「国立大学法人等の中期目標及び中期計画の素案に対する所要の措置について」（平成27年12月1日付け２７文科高第８２０号文部科学大臣通
知）において更なる検討が求められた内容への対応以外の事情により、素案の記載内容を変更する場合は、以下に記入してください。

「所要の措置について」が求める内容に基づかない変更箇所



【66・山口大学】

（様式２－３）

（法人番号　６６ ） （大学名）　山口大学

1

2

3

「国立大学法人等の中期目標及び中期計画の素案に対する所要の措置について」（平成27年12月1日付け２７文科高第８２０号文部科学大臣通
知）において更なる検討が求められた内容への対応以外の事情により，素案の記載内容を変更する場合は，以下に記入してください。

「所要の措置について」が求める内容に基づかない変更箇所

（中期目標／中期計画） ※記述の前に中期目標もしくは中
期計画のいずれかを明記してください。

素案の記述

※変更の理由等を記入してください。

備考

　支援の対象とするベンチャー企業を「～上場する」企
業に限定ぜず幅広く支援するため，該当部分を削除。
　また，併せて「後方支援」を積極的に積極的に進める
ため，「支援」に修正。

（中期計画）
【26】地域の産官学金と連携し，実践的なイノベーション
人材育成プログラムを開発し，地域発（大学発）ベン
チャー企業の連鎖的創出に資する人材を育成する仕
組みを構築する。平成28年度の創成科学研究科の設
置と呼応して，実践的なアントレプレナー教育教材の開
発や，現役のイノベータ―による講義・海外のイノベー
ション拠点等での学生のインターンシップを実現する。
こうした施策を通して，新たに起業する大学発ベン
チャー企業の育成や（上場するベンチャー企業の）を削
除　 創出を（後方）を削除 支援する。

※変更箇所に下線を付してください。

変更後の記述

（中期計画）
【20】大学の研究推進核形成を目的として，平成16年度
から運用している「研究推進体」の制度を進化させ，個
性的で多彩な地域文化育成のための「山口学」や「医
学・獣医学連携」など，現代世界と地域の課題を解決す
る特徴的な研究分野を創出する。また，「応用医工学」
や「有機・材料化学」・「植物工場研究」など，異分野融
合のプロジェクト研究を活性化し，常時20前後の研究
推進体を認定・支援する中で，核となる研究拠点を育
成する。特に，政府研究機関等との連携実績のある研
究拠点を戦略的に育成し，地域や地方自治体との協力
で「地方創生」に貢献する。

（中期計画）
【20】大学の研究推進核形成を目的として，平成16年度
から運用している「研究推進体」の制度を進化させ，個
性的で多彩な地域文化育成のための「山口学」や「医
学・獣医学連携」など，現代世界と地域の課題を解決す
る特徴的な研究分野を創出する。また，「応用医工学」
や「有機・材料化学」・「植物工場研究」など，異分野融
合のプロジェクト研究を活性化し，常時20前後の研究
推進体等のプロジェクト研究を認定・支援する中で，核
となる研究拠点を育成する。特に，政府研究機関等と
の連携実績のある研究拠点を戦略的に育成し，地域や
地方自治体との協力で「地方創生」に貢献する。

　素案提出後に，「山口学研究センター」を新たに設置
し，山口県が抱える課題解決に資するプロジェクト研究
を推進することとなったため，認定・支援する対象を「研
究推進体」に限定せず，「等のプロジェクト研究」を追
記。

（中期計画）
【30】山口県が抱える今日的な課題の解決に資するた
め，山口県の自然，文化，歴史，産業等を再発見し，そ
れぞれの背景や関連性を文理融合の視点から検討す
ることで，学としての「山口学」を構築するとともに，その
成果を地域に還元する。

（中期計画）
【30】山口県が抱える（今日的な）を削除 課題の解決に
資するため，「山口学研究センター」を中心に山口県の
自然，文化，歴史，（産業）を削除 防災等に関するプロ
ジェクト研究を（再発見し，それぞれの背景や関連性）
を削除 文理融合の視点から（検討することで，学として
の「山口学」を構築するとともに）を削除 推進する。プロ
ジェクト研究を推進するなかで，地域への情報発信，地
域と連携した人材の育成及び交流を通じて，地域の活
性化に貢献（その成果を地域に還元）を削除 する。

　素案提出後に，「山口学研究センター」を新たに設置
（H27.12）したことによる計画の修正。
　同センターにおける取組・目的である「プロジェクト研
究を推進するなかで，地域への情報発信，地域と連携
した人材の育成及び交流を通じて，地域の活性化に貢
献」を追記。

（中期計画）
【26】地域の産官学金と連携し，実践的なイノベーション
人材育成プログラムを開発し，地域発（大学発）ベン
チャー企業の連鎖的創出に資する人材を育成する仕
組みを構築する。平成28年度の創成科学研究科の設
置と呼応して，実践的なアントレプレナー教育教材の開
発や，現役のイノベータ―による講義・海外のイノベー
ション拠点等での学生のインターンシップを実現する。
こうした施策を通して，新たに起業する大学発ベン
チャー企業の育成や，上場するベンチャー企業の創出
を後方支援する。
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（中期計画）
【42】「管理・運営」「就学支援」「生徒指導」「入学者選
抜」「学校評価」等に関する課題に柔軟に対応できる組
織体制を構築し，PDCAサイクルによる検討・改善を行
う。これらの計画を達成するため，①「附属学校課題対
応チーム」を設置し，関係諸機関との連携に基づいた
ケース会議を必要に応じて開催すること，②地域の
人々との連携に基づく学校経営を行うこと（校区を有さ
ない「コミュニティースクール」として），以上を中心に取
り組む。

　危機対応のみを対象としたチームでないため，素案
提出後の検討において名称を変更し，「危機対応チー
ム」を「附属学校課題対応チーム」に修正。

（中期計画）
【47】業務の高度化に対応するため，OJT（On-the-Job
Training：職場で実務をさせることで行う研修）体系によ
る研修の強化，自己啓発援助策の整備，幅広い職務
経験を可能にする人事交流等，それぞれのワーク・ライ
フ・バランスに対応できる多様な育成プログラムを再構
築し，事務職員個々の資質向上及び能力開発を推進
する。併せて，成果が適正に評価され処遇にも反映さ
れる人事評価制度の再構築を行い，第３期中期目標期
間中に実施する。また，大学の国際化に対応するた
め，事務職員等をグローバル人材として捉え，TOEICス
コア800点相当の割合を５％とする。

　TOEIC以外の外国語検定試験（TOEFL，IELTS等）も
想定しているため，「TOEICスコア800点以上」を「～相
当」に修正。

（中期計画）
【41】学部・研究科（教職大学院を含む。）と附属学校園
が組織的に協働して教育研究活動に関わっていくシス
テムを構築し，実践的指導力を有する教員の養成（教
職大学院における教員養成を含む。）の先導的モデル
を創出し，地域の学校園教員や学生の教育実践に活
かせる先導的・実験的な教育研究活動を推進する。こ
れらの計画を達成するため，①特別支援学校を発達障
害を伴う知的障害のある児童生徒の学校とし，地域の
学校園教員のニーズに応じた教育研究を実施するこ
と，②附属学校園に「通級指導教室」「療育センター」を
設置し，附属学校園の幼児児童生徒及び地域への支
援を実施すること，並びに，③小中一貫教育カリキュラ
ムに基づいた指導を実施すること（附属山口小学校と
山口中学校，附属光小学校と光中学校），以上を中心
に取り組む。

　障害の種類を　「自閉症スペクトラム障害」のみに限
定せず，発達障害全般を対象に取り組むため，「自閉
症スペクトラム障害」を「発達障害」に修正。

（中期計画）
【42】「管理・運営」「就学支援」「生徒指導」「入学者選
抜」「学校評価」等に関する課題に柔軟に対応できる組
織体制を構築し，PDCAサイクルによる検討・改善を行
う。これらの計画を達成するため，①「危機対応チー
ム」を設置し，関係諸機関との連携に基づいたケース
会議を必要に応じて開催すること，②地域の人々との
連携に基づく学校経営を行うこと（校区を有さない「コ
ミュニティースクール」として），以上を中心に取り組む。

（中期計画）
【47】業務の高度化に対応するため，OJT（On-the-Job
Training：職場で実務をさせることで行う研修）体系によ
る研修の強化，自己啓発援助策の整備，幅広い職務
経験を可能にする人事交流等，それぞれのワーク・ライ
フ・バランスに対応できる多様な育成プログラムを再構
築し，事務職員個々の資質向上及び能力開発を推進
する。併せて，成果が適正に評価され処遇にも反映さ
れる人事評価制度の再構築を行い，第３期中期目標期
間中に実施する。また，大学の国際化に対応するた
め，事務職員等をグローバル人材として捉え，TOEICス
コア800点以上の割合を５％とする。

（中期計画）
【41】学部・研究科（教職大学院を含む。）と附属学校園
が組織的に協働して教育研究活動に関わっていくシス
テムを構築し，実践的指導力を有する教員の養成（教
職大学院における教員養成を含む。）の先導的モデル
を創出し，地域の学校園教員や学生の教育実践に活
かせる先導的・実験的な教育研究活動を推進する。こ
れらの計画を達成するため，①特別支援学校を自閉症
スペクトラム障害を伴う知的障害のある児童生徒の学
校とし，地域の学校園教員のニーズに応じた教育研究
を実施すること，②附属学校園に「通級指導教室」「療
育センター」を設置し，附属学校園の幼児児童生徒及
び地域への支援を実施すること，並びに，③小中一貫
教育カリキュラムに基づいた指導を実施すること（附属
山口小学校と山口中学校，附属光小学校と光中学
校），以上を中心に取り組む。



（様式２－３）

（法人番号　67 ） （大学名）　国立大学法人徳島大学
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素案の記述

※変更の理由等を記入してください。

備考

「国立大学法人等の中期目標及び中期計画の素案に対する所要の措置について」（平成27年12月1日付け２７文科高第８２０号文部科学大臣通
知）において更なる検討が求められた内容への対応以外の事情により、素案の記載内容を変更する場合は、以下に記入してください。

「所要の措置について」が求める内容に基づかない変更箇所

⑤　理工学部について，（仮称）を削除。
⑥　生物資源産業学部について，（仮称）を削除。
平成27年8月28日に設置計画が認可されたため。

（中期計画）
Ⅰ　大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成する
ためにとるべき措置
　１　教育に関する目標を達成するための措置
 （１）教育内容及び教育の成果等に関する目標を達成するた
めの措置
⑤　理工学部では，新時代の科学技術に対応でき，技術の
世界で世界を牽引できる有為な人材を育成する。とりわけ理
工学の先端分野あるいは学際分野で柔軟性と創造性を発揮
してイノベーションを創出できる人材を養成するため，一学部
一学科体制として，専門分野別のコースを設置し，理学と工
学の融合教育の実施，６年一貫カリキュラムの導入，グロー
バル化教育の充実，教育の質の評価と改善システムの確立
等を行う。
⑥　生物資源産業学部では，１次産業，食料，生命科学に関
する幅広い専門知識と，生物資源の製品化，産業化に応用
できる知識と技術を有し，国際的視野に立って，生物資源を
活用した新たな産業の創出に貢献できる人材を養成するた
め，経済･経営関連科目，インターンシップ，学科共通科目の
必修化，また，高度な専門性を有する応用生命，食料科学，
生物生産システムコースの専門教育等を行う。

（中期目標）
別表２（共同利用・共同研究拠点）
先端酵素学研究所（認定申請中）

（中期目標）
別表２（共同利用・共同研究拠点）
先端酵素学研究所

先端酵素学研究所について，（認定申請中）を削除。
共同利用・共同研究拠点に内定されたため。

※変更箇所に下線を付してください。

変更後の記述

（中期計画）
Ⅰ　大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成する
ためにとるべき措置
１　教育に関する目標を達成するための措置
（１）教育内容及び教育の成果等に関する目標を達成するた
めの措置
⑤　理工学部（仮称）では，新時代の科学技術に対応でき，
技術の世界で世界を牽引できる有為な人材を育成する。とり
わけ理工学の先端分野あるいは学際分野で柔軟性と創造性
を発揮してイノベーションを創出できる人材を養成するため，
一学部一学科体制として，専門分野別のコースを設置し，理
学と工学の融合教育の実施，６年一貫カリキュラムの導入，
グローバル化教育の充実，教育の質の評価と改善システム
の確立等を行う。
⑥　生物資源産業学部（仮称）では，１次産業，食料，生命科
学に関する幅広い専門知識と，生物資源の製品化，産業化
に応用できる知識と技術を有し，国際的視野に立って，生物
資源を活用した新たな産業の創出に貢献できる人材を養成
するため，経済･経営関連科目，インターンシップ，学科共通
科目の必修化，また，高度な専門性を有する応用生命，食料
科学，生物生産システムコースの専門教育等を行う。

（中期目標／中期計画） ※記述の前に中期目標もしくは中
期計画のいずれかを明記してください。

1
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（中期計画）
Ⅰ　大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成する
ためにとるべき措置
２　研究に関する目標を達成するための措置
（２）研究実施体制等に関する目標を達成するための措置
　②　若手研究者のキャリアアップに資するため，科学技術
人材育成のコンソーシアムの構築事業の一環として，テニュ
アトラック教員を採用するとともに大学院博士課程在者に対
する長期インターンシップを実施する。

（中期計画）
Ⅰ　大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成する
ためにとるべき措置
２　研究に関する目標を達成するための措置
（２）研究実施体制等に関する目標を達成するための措置
　②　若手研究者のキャリアアップに資するため，科学技術
人材育成のコンソーシアムの構築事業の一環として，テニュ
アトラック教員を採用するとともに大学院博士課程在籍者に
対する長期インターンシップを実施する。

記入誤りのため。

（中期計画）
Ⅰ　大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成する
ためにとるべき措置
２　研究に関する目標を達成するための措置
(１)研究水準及び研究の成果等に関する目標を達成するた
めの措置
　世界的に評価される学際的な研究を大学が一体となり推進
するため，先端酵素学研究所（仮称）に酵素関連分野の高度
な研究を推進する組織，先端理工学研究所（仮称）に特色あ
る理工学分野の高度な研究を推進する組織，オ－プンイノベ
－ション研究所（仮称）に特色ある農林水産分野の高度な研
究を推進する組織を設置し，共同利用・共同研究体制の機能
を向上させる。

（中期計画）
Ⅰ　大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成する
ためにとるべき措置
２　研究に関する目標を達成するための措置
(１)研究水準及び研究の成果等に関する目標を達成するた
めの措置
　世界的に評価される学際的な研究を大学が一体となり推進
するため，先端酵素学研究所に酵素関連分野の高度な研究
を推進する組織，先端理工学研究所（仮称）に特色ある理工
学分野の高度な研究を推進する組織，オ－プンイノベ－ショ
ン研究所（仮称）に特色ある農林水産分野の高度な研究を推
進する組織を設置し，共同利用・共同研究体制の機能を向上
させる。

先端酵素学研究所について，（仮称）を削除。
平成27年7月25日開催第11回役員会において，先端酵素学
研究所を設置することが承認されたため。

（中期計画）
Ⅰ　大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成する
ためにとるべき措置
２　研究に関する目標を達成するための措置
（１）研究水準及び研究の成果等に関する目標を達成するた
めの措置
①　独創的な新興・融合分野の研究を推進するため，大学院
人間社会科学研究部（仮称），大学院医歯薬学研究部，大学
院理工生物資源研究部（仮称）において，第２期中期目標期
間と比較して論文数を増加する等，組織的に研究成果を創
出する。

（中期計画）
Ⅰ　大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成する
ためにとるべき措置
２　研究に関する目標を達成するための措置
（１）研究水準及び研究の成果等に関する目標を達成するた
めの措置
①　独創的な新興・融合分野の研究を推進するため，大学院
総合科学研究部，大学院医歯薬学研究部，大学院理工学研
究部及び大学院生物資源産業学研究部において，各研究部
間の連携強化を図り，第２期中期目標期間と比較して論文数
を増加する等，組織的に研究成果を創出する。

研究部組織改編を行うこととしたため。

2



（様式２－３）

（法人番号　６９ ） （大学名）　香川大学

1

2
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（中期計画）（Ⅰ.4(3)1-4(50)）
附属学校園の教育実習機関及び研修機関としての機
能を強化するため、大学院段階においては、教職大学
院と学内外の連携組織として「教職大学院実習連絡委
員会」を設置し、緊密な連携体制の下で質の高い実
習・ 研修プログラムを実施する。また学部段階におい
ては、拡充された小学校教育コースを含む、学部の新
たなコース編成のもとで「４ヵ年を見通した実地教育プ
ログラム」を実施し、点検・改善する。

素案の記述

素案提出時において調整中であった教職大学院と学
内外の連携組織の名称について、調整が終了し、「教
職大学院実習連絡協議会」と正式名称が決まったた
め。

備考

「国立大学法人等の中期目標及び中期計画の素案に対する所要の措置について」（平成27年12月1日付け２７文科高第８２０号文部科学大臣通
知）において更なる検討が求められた内容への対応以外の事情により、素案の記載内容を変更する場合は、以下に記入してください。

「所要の措置について」が求める内容に基づかない変更箇所

附属学校園の教育実習機関及び研修機関としての機
能を強化するため、大学院段階においては、教職大
学 院と学内外の連携組織として「教職大学院実習連
絡協議会」を設置し、緊密な連携体制の下で質の高
い実習・ 研修プログラムを実施する。また学部段階に
おいては、拡充された小学校教育コースを含む、学部
の新たなコース編成のもとで「４ヵ年を見通した実地教
育プログラム」を実施し、点検・改善する。

変更後の記述



（様式２－３）

（法人番号　７０ ） （大学名）　愛媛大学

1

2

3

（中期目標）
（前文）大学の基本的な目標
愛媛大学は，地域に立脚する総合大学として，教育，研究，
社会貢献を一体的に推進し，「愛媛大学憲章」（平成17年３月
制定，平成27年９月改訂） に謳う「学生中心の大学」「地域と
ともに輝く大学」「世界とつながる大学」の実現を目指す。

素案の記述

中期目標の前文に記載するに当たって，大学憲章の「制定
日」「改訂日」を記載することは適切でないと判断したため，大
学憲章の制定日及び改定日に関する記述は削除することとし
た。

（中期目標）
（１）学士課程における教育内容の改善に関する目標
社会共創学部（仮） の新設を含む全学的な学部改編を
通して，各学部がミッションの再定義を経て策定した育
成人材像やディプロマ・ポリシーに掲げている専門的な
能力とともに，「愛媛大学学生として期待される能力～
愛大学生コンピテンシー～」（平成24年度策定）を育成
するカリキュラムを開発・実施する。【１】

（１）学士課程における教育内容の改善に関する目標
社会共創学部の新設を含む全学的な学部改編を通して，各
学部がミッションの再定義を経て策定した育成人材像やディ
プロマ・ポリシーに掲げている専門的な能力とともに，「愛媛
大学学生として期待される能力～愛大学生コンピテンシー
～」（平成24年度策定）を育成するカリキュラムを開発・実施
する。【１】

変更後の記述

社会共創学部の新設について，平成27年８月に正式に認可
され，平成28年度からの設置が決定しているため，「（仮）」を
削除することとした。

「国立大学法人等の中期目標及び中期計画の素案に対する所要の措置について」（平成27年12月1日付け２７文科高第８２０号文部科学大臣通
知）において更なる検討が求められた内容への対応以外の事情により、素案の記載内容を変更する場合は、以下に記入してください。

（前文）大学の基本的な目標
愛媛大学は，地域に立脚する総合大学として，教育，研究，
社会貢献を一体的に推進し，「愛媛大学憲章」 に謳う「学生
中心の大学」「地域とともに輝く大学」「世界とつながる大学」
の実現を目指す。

備考

（中期目標）
（５）学習支援・学生支援の充実に関する目標
「愛媛大学の全学カリキュラム・ポリシー」（平成27年度
策定）に基づき学生が入学から卒業・修了まで安心し
て充実した大学生活を送ることができるため，ハード面
とソフト面の双方において学生への支援を推進する。
【５】

（５）学習支援・学生支援の充実に関する目標
「愛媛大学の全学カリキュラム・ポリシー」（平成27年度策定）
に基づき学生が入学から卒業・修了まで安心して充実した
大学生活を送ることができるよう，ハード面とソフト面の双方
において学生への支援を推進する。【５】

誤記のため。

「所要の措置について」が求める内容に基づかない変更箇所



4

5

6

7

8

２）地域の活性化，地域イノベーションを創出する人材を育
成するため，自治体・企業・教育界・NPO等との連携を強化
して，平成28年度より地域に対する理解と関心を涵養する授
業「えひめ学」（共通教育全学必修科目）を改編するととも
に，地域で働く意欲を涵養する授業「地域志向型キャリア形
成科目（仮称）」を新設するなど，地域志向型カリキュラムの
整備・充実を行う。【25】

２）地域連携ネットワークを充実させるため，県内の自治体・
各種団体・ 企業・他大学との間で，新たに10件以上の連携
協定を締結するとともに，地域の特性やニーズに応じた連携
事業を推進するために設置している愛媛大学サテライトオ
フィス（既設３カ所）やCOCサテライト拠点（既設10カ所）を，
新たに３カ所以上設置する。【23】

（中期計画）
２）愛媛県内における毎年度の共同研究・受託研究等
の平均実施数を第２期中期目標期間中よりも平均10件
以上増加させる。【30】

指標をより明確にするために，表現を修正した。

（中期計画）
２）地域連携ネットワークを充実させるため，県内の自
治体・ 企業・他大学との間で，新たに10件以上の連携
協定を締結するとともに，地域の特性やニーズに応じ
た連携事業を推進するために設置している愛媛大学サ
テライトオフィス（既設３カ所）やCOCサテライト拠点（既
設10カ所）を，新たに３カ所以上設置する。【23】

（中期計画）
１）地（知）の拠点大学としての取組を実施するため，地
域社会と連携した人材育成，地域活性化を目的とした
センターを設置するとともに，地域のステークホルダー
との協働を図るため，地（知）の拠点整備事業（COC事
業）で整備した「地域共創コンソーシアム」（産学官金民
で構成）に，地域への人材輩出を目的とする協議会を
設置するなど，その機能を拡充する。【22】

（中期計画）
２）地域の活性化，地域イノベーションを創出する人材を育成
するため，自治体・企業・教育界・NPO等との連携を強化し
て，平成28年度より地域に対する理解と関心を涵養する授業
「えひめ学」（共通教育全学必修科目）を改編するとともに，
地域で働く意欲を涵養する授業「地域志向型キャリア形成科
目（仮称）」（共通教育高年次教養科目） を新設するなど，地
域志向型カリキュラムの整備・充実を行う。【25】

（中期計画）
１）新設する「社会共創学部（仮） 」を中心として，地域
の様々なステークホルダーとともに協働しながら，地域
を教育の場としたフィールドワーク，インターンシップを
含む科目・プログラムを第３期中期目標期間末までに
年間100以上開講するなど，地域課題の解決につなが
る教育を実施するとともに，愛媛県内への就職率を第
３期中期目標期間末までに50％以上にする。【24】

「地域志向型キャリア形成科目（仮称）」の実施に当たっては
当初共通教育科目として開講することとしていたが，各学部の
専門性や就職先等に応じたキャリア教育を実施するため，学
部専門教育科目として実施することが適切であると判断し，修
正した。

連携協定の締結に当たっては，自治体・企業・他大学のみで
はなく，これらに分類できない団体等（例えば経済団体など）
もあり，それらの団体も重要な協定先であると判断したため，
中期計画に「各種団体」を追加することとした。

社会共創学部の新設について，平成27年８月に正式に認可
され，平成28年度からの設置が決定しているため，「（仮）」を
削除することとした。

２）愛媛県内における共同研究・受託研究等の年平均実施
数を第２期中期目標期間中の年平均実施数よりも10件以上
増加させる。【30】

１）新設する「社会共創学部」を中心として，地域の様々なス
テークホルダーとともに協働しながら，地域を教育の場とした
フィールドワーク，インターンシップを含む科目・プログラムを
第３期中期目標期間末までに年間100以上開講するなど，
地域課題の解決につながる教育を実施するとともに，愛媛県
内への就職率を第３期中期目標期間末までに50％以上に
する。【24】

地（知）の拠点整備事業（COC事業）及び地（知）の拠点大
学による地方創生推進事業（COC＋事業）を推進するため，
地域社会と連携した人材育成，地域活性化を目的としたセ
ンターを設置するとともに，地域のステークホルダーとの協働
を目的として平成26年度に整備した「地域共創コンソーシア
ム」（産学官金民で構成）に，地域への人材輩出を目的とす
る協議会を設置するなど，その機能を拡充する。【22】

平成27年度にCOC＋事業に採択されたことに伴い，COC事
業及びCOC+事業の推進のための取組をより明確にするため
に中期計画を修正した。
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（中期計画）
４）大学の機能強化・活性化を図るため，社会共創学部
（仮） の設置・既存学部の改組に伴ってスペースの最
適化を行うとともに，多様な教育研究への対応と新た
な共用スペース確保のため，国の財政措置の状況等
を踏まえ，経年使用により老朽化・陳腐化した施設をリ
ノベーションする。【76】

４）大学の機能強化・活性化を図るため，社会共創学部の設
置・既存学部の改組に伴ってスペースの最適化を行うととも
に，多様な教育研究への対応と新たな共用スペース確保の
ため，国の財政措置の状況等を踏まえ，経年使用により老
朽化・陳腐化した施設をリノベーションする。【76】

社会共創学部の新設について，平成27年８月に正式に認可
され，平成28年度からの設置が決定しているため，「（仮）」を
削除することとした。

（中期目標）
別表２（共同利用・共同研究拠点，教育関係共同利用
拠点）
（共同利用・共同研究拠点）
　沿岸環境科学研究センター（認定申請中）
　地球深部ダイナミクス研究センター（認定申請中）
（教育関係共同利用拠点）
　教育・学生支援機構教育企画室

別表２（共同利用・共同研究拠点，教育関係共同利用拠点）
（共同利用・共同研究拠点）
　沿岸環境科学研究センター
　地球深部ダイナミクス研究センター
（教育関係共同利用拠点）
　教育・学生支援機構教育企画室

平成28年度からの共同利用・共同研究拠点の認定を受けた
ため，「（認定申請中）」を削除することとした。

（中期計画）
２）図書館やミュージアム，COCサテライトオフィス等の
学内外施設を活用して，シンポジウムやセミナー，市民
講座，展覧会等を毎年100件以上主催し，教育研究の
成果を地域に発信する。【34】

（中期計画）
１）平成28年度の法文学部の改組及び社会共創学部
（仮） の設置を受け，平成32年度には，人文社会科学
に関する高度で専門的な知識と能力，広範な学際的視
野及び適切な問題解決能力を備えた専門職業人の育
成を行う専攻や，地域のファシリテーターとして，他領
域の専門家と協働し，複眼的なアプローチで地域課題
を解決できる能力を有する専門職業人の育成を行う専
攻を設置し，人文社会科学系の大学院課程を整備す
る。【62】

１）平成28年度の法文学部の改組及び社会共創学部の設
置を受け，平成32年度には，人文社会科学に関する高度で
専門的な知識と能力，広範な学際的視野及び適切な問題
解決能力を備えた専門職業人の育成を行う専攻や，地域の
ファシリテーターとして，他領域の専門家と協働し，複眼的な
アプローチで地域課題を解決できる能力を有する専門職業
人の育成を行う専攻を設置し，人文社会科学系の大学院課
程を整備する。【62】

社会共創学部の新設について，平成27年８月に正式に認可
され，平成28年度からの設置が決定しているため，「（仮）」を
削除することとした。

２）図書館やミュージアム，COCサテライトオフィス等の学内
外施設を活用して，シンポジウムやセミナー，市民講座，展
覧会等を毎年100回以上主催し，教育研究の成果を地域に
発信する。【34】

誤記のため。



（様式２－３）

（法人番号　71 ） （大学名）　高知大学

1

2

3

4

（中期目標）
Ⅰ-１－（３）
①学生が地域社会に適応し，自律的で充実した大学生
活を送ることができるよう，修学及び生活に関する支
援，障がいを持つ学生への支援，キャリア形成や就職
活動・インターンシップに関する支援体制を強化する。
【4】

（中期目標）
Ⅰ－１－（３）
①学生が地域社会に適応し，自律的で充実した大学生活を
送ることができるよう，修学及び生活に関する支援，障がい
のある学生への支援，キャリア形成や就職活動・インターン
シップに関する支援体制を強化する。【4】

「障害を持つ」という表現を「障害のある」という適切な表現に
改める。

「所要の措置について」が求める内容に基づかない変更箇所

「国立大学法人等の中期目標及び中期計画の素案に対する所要の措置について」（平成27年12月1日付け２７文科高第８２０号文部科学大臣通
知）において更なる検討が求められた内容への対応以外の事情により、素案の記載内容を変更する場合は、以下に記入してください。

素案の記述 変更後の記述 備考

（中期計画）
Ⅰ-1-（2）
①-3教育のPDCA機能を強化するため，各学部に教育
ファシリテーターを配置し，平成29年度までに各学部等
の教育カリキュラムについての点検や教育改善に関す
る企画・立案を推進する体制を確立するとともに，教員
の初任者研修を義務化し，指導力及び教育改善能力
を保証する。さらに，学事暦の多様化の観点から，学期
制の見直しも含めた検証を行う。【8】

（中期計画）
Ⅰ-1-（2）
①-3教育のPDCA機能を強化するため，各学部に教
育ファシリテーターを配置し，平成29年度までに各学
部等の教育カリキュラムについての点検や教育改善
に関する企画・立案を推進する体制を確立するととも
に，教員の初任者研修を義務化し，指導力及び教育
改善能力を保証する。さらに，学事暦の多様化の観点
から，学期制の見直しに向けた検討を行う。【8】

素案提出時には学期制の見直しについては調整中で
あったため「検証を行う。」としていたが，その後具体的
に「検討を行う。」ことになったため改める。



（様式２－３）

（法人番号　73 ） （大学名）　九州大学

1

2

3

4

5

（中期計画）
17.　研究者の学術研究活動の支援を行うために、リ
サーチ・アドミニストレーター等の拡充を図るとともに、研
究者の多様性を促進するために若手研究者、女性研
究者及び外国人研究者を継続的に育成・支援する。

プログラムの名称の正確性を期すため文言の修正を
行った。

(中期目標）
2.　英語のみで修了が可能な国際コースの設置やリー
ディングプログラムの実施など、本学の研究能力を活か
した教育を推進してきたことを踏まえ、高度な専門知
識・能力の育成と、グローバル化社会で求められる研究
者像に対応した教育を実現する。

（中期目標）
7．これまでに確立したリサーチ・アドミニストレーターを
はじめとする高度専門職制度の一層の整備・拡充を図
り、研究者の質の高い研究時間を確保し、個々の研究
者の持つ意欲・能力が最大限に発揮できる研究支援体
制を強化する。また、女性研究者の活躍促進につなが
る環境整備や女性研究者比率の増加などの実績を基
盤として、意思決定過程へのさらなる女性の参画を推
進するとともに、若手研究者、外国人研究者の積極的
登用を行い研究人材と研究環境のダイバーシティを一
層高める。

職名の正確性を期すため文言の修正を行った。
（中期計画）
17.　研究者の学術研究活動の支援を行うために、研
究推進職（いわゆるリサーチ・アドミニストレーター）等
の拡充を図るとともに、研究者の多様性を促進するた
めに若手研究者、女性研究者及び外国人研究者を継
続的に育成・支援する。

4.　グローバル化への対応や社会の要請に基づく人
材養成などへの対応を進めてきた大学院カリキュラム
の実質化を図るため、国内外の大学とのダブル・ディ
グリー及びジョイント・ディグリープログラム等を積極的
に開発する。また、博士課程教育リーディングプログラ
ムの成果に基づく大学院教育プログラムを発展させ
る。

（中期目標）
26．九州大学における諸活動の質保証と改善に資する
点検・評価活動及びIR活動を推進する。

26．九州大学における諸活動の質保証と改善に資す
る点検・評価活動及びIR（インスティテューショナル・リ
サーチ）活動を推進する。

一般的にわかりにくい用語について、わかりやすい表現
となるよう明記した。

「国立大学法人等の中期目標及び中期計画の素案に対する所要の措置について」（平成27年12月1日付け２７文科高第８２０号文部科学大臣通
知）において更なる検討が求められた内容への対応以外の事情により、素案の記載内容を変更する場合は、以下に記入してください。

（中期計画）
4.　グローバル化への対応や社会の要請に基づく人材
養成などへの対応を進めてきた大学院カリキュラムの実
質化を図るため、国内外の大学とのダブル・ディグリー
及びジョイント・ディグリープログラム等を積極的に開発
する。また、リーディングプログラムの成果に基づく大学
院教育プログラムを発展させる。

「所要の措置について」が求める内容に基づかない変更箇所

変更後の記述素案の記述 備考

プログラム等について、名称の正確性を期すため文言
の修正を行った。

7．これまでに確立したリサーチ・アドミニストレーターを
はじめとする高度専門職制度の一層の整備・拡充を図
り、研究者の研究時間を確保し、個々の研究者の持つ
意欲・能力が最大限に発揮できる研究支援体制を強
化する。また、女性研究者の活躍促進につながる環境
整備や女性研究者比率の増加などの実績を基盤とし
て、意思決定過程へのさらなる女性の参画を推進する
とともに、若手研究者、外国人研究者の積極的登用を
行い研究人材のダイバーシティを一層高める。

曖昧な表現を改めるとともに、ダイバーシティが示す意
味について整理し修正した。

2.　英語のみで修了が可能な国際コースの設置や博
士課程教育リーディングプログラムの実施など、本学
の研究能力を活かした教育を推進してきたことを踏ま
え、高度な専門知識・能力の育成と、グローバル社会
で求められる研究者像に対応した教育を実現する。
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（中期計画）
32.　国の医療政策に適合した経営指標による分析・評
価を行うとともに、社会情勢を踏まえた不断の増収・経
費節減方策を企画・立案し、それらを実施することにより
健全な病院経営を行い、安定的な経営基盤の強化に
取り組んで最先端医療の提供を行う。

32.　国の医療政策に適合した経営指標による分析・
評価を行うとともに、社会情勢を踏まえた不断の増収・
経費節減方策を企画・立案し、それらを実施すること
により健全な病院経営を行い、安定的な経営基盤の
強化に取り組み、最先端医療の提供を行う。

口語的表現の修正を行った。

25． 日本人学生の国際的視野の涵養のため、入学時
からの留学紹介、学内の交流事業の活性化、語学力
向上の取組等を行い、交換留学や海外インターンシッ
プに参加させるなど、日本人学生の海外体験の機会
を増やす。

「ステップとする」が目標達成上不明確であるため文言
の修正を行ったため。

（中期計画）
25． 日本人学生の国際的視野の涵養のため、入学時
からの留学紹介、学内の交流事業の活性化、語学力向
上の取組等を行い、交換留学や海外インターンシップ
に参加させるなど、日本人学生の海外体験を増やし、
長期留学のステップにする。



（様式２－３）

（法人番号　７４ ） （大学名）　九州工業大学

1

2

3

4

5

「国立大学法人等の中期目標及び中期計画の素案に対する所要の措置について」（平成27年12月1日付け２７文科高第８２０号文部科学大臣通
知）において更なる検討が求められた内容への対応以外の事情により、素案の記載内容を変更する場合は、以下に記入してください。

（中期目標）前文
【国際化】
　海外大学等との連携を強化し、国際共同研究を発展
させるほか、学生及び教職員の相互派遣を拡充すると
ともに、教育と研究のグローバル化に対応した 教育シ
ステムや教育研究環境を整備する。

前文
【国際化】
　海外大学等との連携を強化し、国際共同研究を発
展させるほか、学生及び職員の相互派遣を拡充する
とともに、教育と研究のグローバル化に対応した 教育
システムや教育研究環境を整備する。

用語統一のための修正

「所要の措置について」が求める内容に基づかない変更箇所

変更後の記述

2 第２期に設置した産学連携教育審議会等での審議
内容を反映し、専門教育におけるコアカリキュラムを
策定するとともに、全学的組織である教養教育院が主
導してグローバル教養科目及び語学科目を開設す
る。

誤記修正

素案の記述

誤記修正

Ⅴ-3 法令遵守等に関する目標を達成するための措
置

Ⅴ-3 法令遵守等に関する目標

素案提出時に調整中であった部分について調整が終
了したもの

（中期計画）Ⅴ-3 法令遵守に関する目標を達成するた
めの措置

（中期目標）Ⅴ-3 法令遵守に関する目標

（中期計画）2 第２期に設置した産学連携教育審議会
等での審議内容を反映し、専門教育におけるコアカリ
キュラムを策定するとともに、全学的組織である教養教
育院（仮称）が主導してグローバル教養科目及び語学
科目を開設する。

備考

（中期計画）7 クロスアポイントメント制度、共同研究講
座等の制度を活用し教員の約30％を企業等経験者と
し、また、国際公募やサバティカルリーブ制度等により
約20％を海外学位取得者・外国出身者・海外教育研究
経験者とするとともに、テニュアトラック制度等を活用し
て新規採用の60％以上を40歳未満の若手教員とす
る。

7 クロスアポイントメント制度、共同研究講座等の制度
を活用し教育職員の約30％を企業等経験者とし、ま
た、国際公募やサバティカルリーブ制度等により約
20％を海外学位取得者・外国出身者・海外教育研究
経験者とするとともに、テニュアトラック制度等を活用
して新規採用の60％以上を40歳未満の若手教育職
員とする。

用語統一のための修正
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8 グローバル・コンピテンシー養成のための教育・学
習環境として、第２期に整備を開始した
「LearningComplex：複合的学習環境」（アクティブ・
ラーニングを支援する教室、エンジニアリング・デザイ
ン力を養成するデザイン工房等）を引き続き整備し、
全キャンパスに設置する。さらに、利活用事例等の教
育・学習成果をとりまとめ、学内外に広報するととも
に、正課・正課外での施設利用件数等を増加させる。

学内組織の改編の可能性を踏まえた修正

表現の修正

（中期計画）11 教員の教育力向上のため、学習教育セ
ンターにて、新任教員や中堅教員を対象とした階層別
研修や、アクティブ・ラーニングの実践方法等の教育方
法に関する研修、学内外の講師によるワークショップ
等、対象者や目的に応じた体系的なFD研修プログラム
を開発し、実施する。

11 教育職員の教育力向上のため、新任教育職員や
中堅教育職員を対象とした階層別研修や、アクティ
ブ・ラーニングの実践方法等の教育方法に関する研
修、学内外の講師によるワークショップ等、対象者や
目的に応じた体系的なFD研修プログラムを開発し、実
施する。

用語統一及び学内組織の改編の可能性を踏まえた修
正

（中期計画）10 第２期にJABEE（日本技術者教育認定
機構）認定を受けた全学部、全学科の教育プログラム
について、産学連携教育審議会等で得られた高度技
術者育成に関する要請等に基づき、教育高度化推進
機構にて検討し、「国際的技術者教育の水準」を満た
すため、教育実施体制や教育課程等の教育システム
を検討・改善し、各学科において、JABEE認定の更新を
順次実施する。

10 第２期にJABEE（日本技術者教育認定機構）認定
を受けた全学部、全学科の教育プログラムについて、
産学連携教育審議会等で得られた高度技術者育成
に関する要請等に基づき、教育高度化推進機構にて
「国際的技術者教育の水準」を満たすため、教育実施
体制や教育課程等の教育システムを検討・改善し、各
学科において、JABEE認定の更新を順次実施する。

表現（「検討」が重複していたもの）の修正

（中期計画）8 グローバル・コンピテンシー養成のため
の教育・学習環境として、第２期に整備を開始した
「LearningComplex：複合的学習環境」（アクティブ・ラー
ニングを支援する教室、エンジニアリング・デザイン力
を養成するデザイン工房等）を引き続き整備し、全キャ
ンパスに設置する。さらに、教育企画室及び学習教育
センターを中心に、利活用事例等の教育・学習成果を
とりまとめ、学内外に広報するとともに、正課・正課外で
の施設利用件数等を増加させる。

6 大学の資源を活用して、学生の生活支援を行うほ
かに、学生の課外活動への民間企業等からの支援を
拡充する。
　また、障がいのある学生等に対する効果的な支援を
実施する。

（中期目標）6 大学の資源を活用して、学生の生活支援
を行うほかに、学生の課外活動への民間企業等からの
支援を拡充する。
　また、障がいを持つ学生等に対する効果的な支援を
実施する。

（中期目標）4 国際的通用性のある技術者を育成する
教育の質を保証するため、教育システムの国際基準に
則った認定を更新し、産業界の要請等を取り入れると
ともに、ＦＤ（Faculty Development：教員が授業方法等
を改善するための組織的取組）活動による教育の継続
的な改善を実施する。

4 国際的通用性のある技術者を育成する教育の質を
保証するため、教育システムの国際基準に則った認
定を更新し、産業界の要請等を取り入れるとともに、Ｆ
Ｄ（Faculty Development：教育職員が授業方法等を改
善するための組織的取組）活動による教育の継続的
な改善を実施する。

用語統一のための修正
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（中期計画）17 障がいを持つ学生の修学支援や、心的
に就学が困難となった学生の早期発見、早期支援のた
めに、学生支援データベースの運用を開始し、支援事
例の蓄積・検証によって支援方策や支援体制等を改善
する。

表現の修正

（中期計画）16 正課教育で学んだ知識やスキルを活用
し、課外活動（正課外教育）を通してエンジニアリング・
デザイン能力を養成することを支援するため、平成18
年度に開始した学生創造学習支援プロジェクト事業に
対する財政支援を継続する。さらに、プロジェクトの成
果報告会に民間企業等からの外部評価員を加え、産
業界の視点からの評価と助言・指導を行う。

16 正課教育で学んだ知識やスキルを活用し、課外活
動（正課外教育）を通してエンジニアリング・デザイン
能力を養成することを支援するため、平成18年度に開
始した学生創造学習支援プロジェクト事業に対する財
政支援を継続する。さらに、プロジェクトの成果報告会
に民間企業等からの外部評価員を加え、産業界の視
点からの評価と助言・指導等を行う。

具体的取組例として「等」を追加したもの

17 障がいのある学生の修学支援や、心的に就学が
困難となった学生の早期発見、早期支援のために、
学生支援データベースの運用を開始し、支援事例の
蓄積・検証によって支援方策や支援体制等を改善す
る。

（中期計画）21 第２期までに設置した重点プロジェクト
研究センターの全国的な拠点活動の強化、産学共同
研究の新たな制度の導入等により、第２期に比べて、
知財共有に基づく連携活動数、民間機関等との共同研
究の件数等を増加させるとともに、産学官連携活動に
関与する教員の割合を50％以上とする。

21 第２期までに設置した重点プロジェクト研究セン
ターの全国的な拠点活動の強化、産学共同研究の新
たな制度の導入等により、第２期に比べて、知財共有
に基づく連携活動数、民間機関等との共同研究の件
数等を増加させるとともに、産学官連携活動に関与す
る教育職員の割合を50％以上とする。

用語統一のための修正

（中期計画）24 教員の約30％を企業等経験者、約20％
を海外学位取得者・外国出身者・海外教育研究経験者
とするとともに、新規採用の60％以上を40歳未満の若
手教員とする。
　また、新規採用する助教に対して、テニュアトラック制
を適用するとともに、若手教員の育成のため研修制度
を整備する。

24 教育職員の約30％を企業等経験者、約20％を海
外学位取得者・外国出身者・海外教育研究経験者と
するとともに、新規採用の60％以上を40歳未満の若
手教育職員とする。
　また、新規採用する助教に対して、テニュアトラック
制を適用するとともに、若手教育職員の育成のため
研修制度を整備する。

用語統一のための修正

（中期計画）25 第２期に設置した若手研究者フロンティ
ア研究アカデミーの実績を活かして、次世代の研究プ
ロジェクトを牽引する教員を育成する仕組みをつくる。

25 第２期に設置した若手研究者フロンティア研究アカ
デミーの実績を活かして、次世代の研究プロジェクトを
牽引する教育職員を育成する仕組みをつくる。

用語統一のための修正

28 研究の質の向上を目的として、研究に専念できる
時間の確保や、国際共同研究の機会を増加するため
の教育職員の海外派遣プログラム及びサバティカル
リーブ制度を導入する。

用語統一のための修正

（中期目標）9 特色ある研究活動の強化を行い、研究
の質の向上を行うために、教員配置計画の見直しや若
手教員の育成制度等の研究環境を整備する。

9 特色ある研究活動の強化を行い、研究の質の向上
を行うために、教育職員配置計画の見直しや若手教
育職員の育成制度等の研究環境を整備する。。

用語統一のための修正

（中期計画）28 研究の質の向上を目的として、研究に
専念できる時間の確保や、国際共同研究の機会を増
加するための教員の海外派遣プログラム及びサバティ
カルリーブ制度を導入する。
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（中期計画）41 IT等を活用し業務の効率化を行うととも
に、職員の役割や事務組織等を見直す。さらに、事務
職員及び技術職員が教員とともに参画して各々の役割
に応じた能力を発揮する運営組織等の教職協働体制
を整備する。

41 ICT等を活用し業務の効率化を行うとともに、職員
の役割や事務組織等を見直す。さらに、事務職員及
び技術職員が教育職員とともに参画して各々の役割
に応じた能力を発揮する運営組織等の教職協働体制
を整備する。

用語統一のための修正

（中期計画）40 第２期で策定したグローバル・コンピテ
ンシーの要素のうち、多文化受容や語学教育につい
て、入学から卒業までの体系的な教養教育を、全学視
点で担う組織である教養教育院（仮称）を設置するとと
もに、その運営体制を整備する。

40 第２期で策定したグローバル・コンピテンシーの要
素のうち、多文化受容や語学教育について、入学から
卒業までの体系的な教養教育を、全学視点で担う組
織である教養教育院を設置するとともに、その運営体
制を整備する。

素案提出時に調整中であった部分について調整が終
了したもの

（中期計画）35 学長のリーダーシップの下での迅速な
運営を実現するため、全学委員会を原則廃止する。新
たに学長が統括する学長室（仮称）及び理事、副学長、
学長特別補佐等が統括する機能別の企画室（仮称）を
整備し、それぞれの企画室が学長室と連携する体制を
構築する。

35 学長のリーダーシップの下での迅速な運営を実現
するため、全学委員会を原則廃止する。新たに学長
が統括する学長室（仮称）及び理事、副学長等が統括
する機能別の企画室（仮称）を整備し、それぞれの企
画室が学長室と連携する体制を構築する。

語句修正

（中期計画）30 地方自治体と定期的に協議する体制を
構築し、地域との協定等に基づく取組への貢献を拡充
するとともに、地方自治体等の審議会等への教職員の
参画を拡充する。

30 地方自治体と定期的に協議する体制を構築し、地
域との協定等に基づく取組への貢献を拡充するととも
に、地方自治体等の審議会等への職員の参画を拡充
する。

用語統一のための修正

（中期計画）52 事故防止のため、施設及び施設使用状
況の安全点検を定期的に実施するとともに、安全衛生
意識を向上させるため、教職員及び学生に対して安全
衛生教育・啓発活動を実施する。

52 事故防止のため、施設及び施設使用状況の安全
点検を定期的に実施するとともに、安全衛生意識を向
上させるため、職員及び学生に対して安全衛生教育・
啓発活動を実施する。

用語統一のための修正

（中期計画）43 ＵＲＡ（リサーチ・アドミニストレーター）等
による研究計画立案支援や企業との連携協定等によ
り、科研費、共同研究、受託研究等の外部資金の獲得
を増加させるなど、財務内容を改善する。
　また、教員一人当たりの共同研究及び受託研究の受
入額を第２期に比べて20％程度増加させる。

43 ＵＲＡ（リサーチ・アドミニストレーター）等による研
究計画立案支援や企業との連携協定等により、科研
費、共同研究、受託研究等の外部資金の獲得を増加
させるなど、財務内容を改善する。
　また、教育職員一人当たりの共同研究及び受託研
究の受入額を第２期に比べて20％程度増加させる。

用語統一のための修正

（中期計画）45部局予算を含む事業費全般に係る執行
について検証・見直しを行い、学内資源の効率的な再
配分を実現する。さらに、学内諸会議や研修等を通し
て業務の効率化・合理化に対する教職員の意識改革
を図りコスト管理を徹底する。

45部局予算を含む事業費全般に係る執行について検
証・見直しを行い、学内資源の効率的な再配分を実現
する。さらに、学内諸会議や研修等を通して業務の効
率化・合理化に対する職員の意識改革を図りコスト管
理を徹底する。

用語統一のための修正
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（中期計画）57 優秀で多様な人材を確保するため、女
性教員の採用をさらに促進し、第３期中に女性教員の
割合を８％程度に引き上げる。
　また、意思決定プロセスにおける男女共同参画を推
進するため、役員及び管理職に占める女性の割合を
14％程度に増加させる。

52 優秀で多様な人材を確保するため、女性教育職員
の採用をさらに促進し、第３期中に女性教育職員の割
合を８％程度に引き上げる。
　また、意思決定プロセスにおける男女共同参画を推
進するため、役員及び管理職に占める女性の割合を
14％程度に増加させる。

用語統一のための修正



（様式２－３）

（法人番号　75 ） （大学名）　佐賀大学

1

2

3

4

「国立大学法人等の中期目標及び中期計画の素案に対する所要の措置について」（平成27年12月1日付け２７文科高第８２０号文部科学大臣通
知）において更なる検討が求められた内容への対応以外の事情により、素案の記載内容を変更する場合は、以下に記入してください。

「所要の措置について」が求める内容に基づかない変更箇所

中期目標・中期計画の表記を統一するため反転授業，アクティブ・ラーニング，ネット授業等の手
法や教材作成，授業の実施などの支援機能等を強化
するため，ICTを活用した教育支援機能を整理統合す
る。

教育の質的転換を推進するために，アクティブ・ラーニ
ング教室並びに学生及び教員の自発的な学修，研修
を実施するラーニング・コモンズやティーチング・コモン
ズ施設を全学的に整備し，活用する。

学生の能動的な学びを生み出すために，全授業科目
に反転授業やアクティブ・ラーニングによる教育手法
等を導入・実施する。

変更後の記述

【中期計画010】
反転授業やアクティブ・ラーニング，ネット授業等の手
法や教材作成，授業の実施などの支援機能等を強化
するため，ICTを活用した教育支援機能を整理統合す
る。

【中期計画008】
教育の質的転換を推進するために，アクティブ・ラーニ
ング教室ならびに学生及び教員の自発的な学修，研修
を実施するラーニング・コモンズやティーチング・コモン
ズ施設を全学的に整備し，活用する。

【中期計画002】
学生の能動的な学びを生み出すために，全授業科目
に反転授業やアクティブ・ラーニングの教育手法等を導
入・実施する。

素案の記述

中期目標・中期計画の文言を正確に表記するため

備考

中期目標・中期計画の表記を統一するため

【中期計画003】
学生の主体的な学修を促進するために，学修成果の
可視化を進め，学生自らが自己の学修成果をラーニン
グ・ポートフォリオによって証明し，卒業認定を申請する
制度を全学部に創設し，運用する。

学生の主体的な学修を促進するために，学修成果の
可視化を進め，学生自らが自己の学修成果をラーニ
ング・ポートフォリオによって証明して卒業認定を申請
する制度を全学部に創設し，運用する。

中期目標・中期計画の文言を正確に表記するため
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佐賀の歴史・文化に関する研究資料や芸術・デ
ザイン分野を始めとする本学の研究成果を発信
するために，佐賀大学美術館，附属図書館等を
活用した成果発表イベントの開催数を第２期中
期目標期間の最終年度より10％増加させる。

中期目標・中期計画の表記を統一するため

【中期計画015】
ポートフォリオ学習支援統合システムに学生から
の要望を集約する機能を新たに付与し，学期毎
に全学的に要望を取りまとめ，これらに基づい
て，学生生活，課外活動，社会活動等に対し支援
を行う。

ポートフォリオ学習支援統合システムに学生から
の要望を集約する機能を新たに付与し，学期毎
に全学的に要望を取りまとめ，これに基づき，学
生生活，課外活動，社会活動等に対し支援を行
う。

中期目標・中期計画の文言を正確に表記するため

【中期計画017】
キャリアガイダンスを充実させるとともに，正課外
における就職活動支援策を強化して，第３期中期
目標期間の平均就職率を第２期中期目標期間よ
りも向上させる。

キャリアガイダンスを充実させるとともに，正課外
における就職活動支援策を強化し，第３期中期
目標期間の平均就職率を第２期中期目標期間
よりも向上させる。

中期目標・中期計画の表記を統一するため

【中期計画032】
学長をトップとした地域に根ざした教育研究拠点
推進体制を構築し，地域企業や自治体，他大学と
の教育・研究連携を強化して，地元就職率を平成
26年度比10％増加させるために，地域志向科目
の全学必修化やインターンシップの充実ならびに
公開講座及び社会人学び直しに関連する講座な
どの生涯学習拡充を含む地域志向型の教育改革
を実行する。

学長をトップとした地域に根ざした教育研究拠点
推進体制を構築し，地域企業や自治体，他大学
との教育・研究連携を強化して，地元就職率を平
成26年度比10％増加させるために，地域志向科
目の全学部必修化やインターンシップの充実並
びに公開講座及び社会人学び直しに関連する
講座などの生涯学習拡充を含む地域志向型の
教育改革を実行する。

中期目標・中期計画の表記を統一するため

【中期目標14】
教育研究の成果を積極的かつ効果的に地域社
会に還元する。特に，教員養成分野は，佐賀県教
育委員会等との連携により，義務教育諸学校に
関する地域の教員養成機能の中心的役割を担
う。

教育研究の成果を積極的かつ効果的に地域社
会に還元する。特に，教員養成分野は，佐賀県
教育委員会等との連携により，義務教育諸学校
における地域の教員養成機能の中心的役割を
担う。

中期目標・中期計画の文言を正確に表記するため

【中期計画023】
佐賀の歴史・文化に関する研究資料や芸術•デザ
イン分野を始めとする本学の研究成果を発信す
るために，佐賀大学美術館及び附属図書館等を
活用した成果発表イベントの開催数を第２期中期
目標期間の最終年度より10％増加させる。
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【中期計画034】
教員養成系学部の実践型教員養成への質的転
換を図り，小中学校等での指導経験のある教員
の割合を40％に引き上げるために，原則，新規の
教員応募条件に小・中学校等での教職経験を求
め，学校現場で指導経験のない教員には附属学
校等を活用した実践的指導力向上のための研修
を実施する。

教員養成系学部の実践型教員養成への質的転
換を図り，小中学校等での指導経験のある教員
の割合を40％に引き上げるために，原則，新規
採用の教員応募条件に小・中学校等での教職
経験を求め，学校現場で指導経験のない教員に
は附属学校等を活用した実践的指導力向上の
ための研修を実施する。

中期目標・中期計画の文言を正確に表記するため

【中期計画039】
第２期中期目標期間の平均より交換留学生の受
入れ人数を20％，短期留学生の受入れ人数を
30％増加させるために，佐賀大学独自の魅力あ
る受入れプログラムを構築するとともに，外国人
留学生のための経済支援，住環境整備や就職支
援などの受入れ環境を充実させる。

第２期中期目標期間の平均より交換留学生の受
入人数を20％，短期留学生の受入れ人数を
30％増加させるために，佐賀大学独自の魅力あ
る受入れプログラムを構築するとともに，外国人
留学生のための経済支援，住環境整備や就職
支援などの受入環境を充実させる。

中期目標・中期計画の表記を統一するため

【中期計画040】
海外留学派遣者数を30％増加し活発化させるた
めに，学内外の各種支援制度の利用を推進する
とともに，国際交流推進センターを中心としたサ
ポート体制を充実させる。

海外留学派遣者数を30％増加させ活発化させる
ために，学内外の各種支援制度の利用を推進
するとともに，国際交流推進センターを中心とし
たサポート体制を充実させる。

中期目標・中期計画文言を正確に表記するため

【中期計画035】
佐賀県における小学校教員の占有率を第３期中
期目標期間中に50％確保するために，現在，佐
賀県教育委員会と連携して実施している佐賀県
地域枠，高大連携プログラムの拡充を行うととも
に，教員就職支援を強化する。

教員養成系学部の卒業生の佐賀県における小
学校教員の占有率を第３期中期目標期間中に
50％確保するために，現在，佐賀県教育委員会
と連携して実施している佐賀県地域枠，高大連
携プログラムの拡充を行うとともに，教員就職支
援を強化する。

中期目標・中期計画の文言を正確に表記するため
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【中期計画051】
幼小・小中の接続型教育プログラム10科目の開
発のために，幼小中の連携的な学びの研究にも
とづいて実践的な授業研究を行い，多様な子供
たちを受け入れながら，地域が抱える教育課題解
決に向けた教育研究活動の実験・検証の場として
附属学校園を活用し，地域のモデル校として，そ
の成果を地域に還元する。

幼小・小中の接続型教育プログラム10科目の開
発のために，幼小中の連携的な学びの研究に
基づく実践的な授業研究を行い，多様な子供た
ちを受け入れながら，地域が抱える教育課題解
決に向けた教育研究活動の実験・検証の場とし
て附属学校園を活用し，地域のモデル校として，
その成果を地域に還元する。

中期目標・中期計画の表記を統一するため

【中期計画061】
大学の財政基盤を強化・改善するため研究マネ
ジメント人材（ＵＲＡ）の活用や病院再整備により
整備した手術室（５室増設），オンコロジーセン
ター（10ベッド増設）の効率的な運用などを講じる
ことにより，外部研究資金，寄附金及び附属病院
収入を含むその他の自己収入を増収させる。特
に，外部研究資金については，第２期中期目標期
間の最終年度より５％増加させるために，ＵＲＡな
どを活用し，戦略的な活動を行う。

大学の財政基盤を強化・改善するため，リサー
チ・アドミニストレーター（ＵＲＡ）の活用や病院再
整備により整備した手術室（５室増設），オンコロ
ジーセンター（10ベッド増設）の効率的な運用な
どを講じることにより，外部研究資金，寄附金及
び附属病院収入を含むその他の自己収入を増
収させる。特に，外部研究資金については，第２
期中期目標期間の最終年度より５％増加させる
ために，ＵＲＡなどを活用し，戦略的な活動を行
う。

中期目標・中期計画の表記を統一するため

【中期計画058】
教育学部の入学定員については，今後の18歳人
口の動向や佐賀県周辺地域の教員需要並びに
教員養成の成果を踏まえ，第３期中期目標期間
中に見直しを行う。

教育学部の入学定員については，今後の18歳
人口の動向及び佐賀県周辺地域の教員需要並
びに教員養成の成果を踏まえ，第３期中期目標
期間中に見直しを行う。

中期目標・中期計画の表記を統一するため

【中期目標26】
大学の運営状況を踏まえ，人件費を効果的に抑
制する。

大学の経営状況を踏まえ，人件費を効果的に抑
制する。

中期目標・中期計画の表記の統一及び文言を正確に
表記するため

【中期計画064】
大学経営の基盤となる保有資産である土地・建物
について定期的に利用状況調査を行い，資産を
一層有効活用する。

大学運営の基盤となる保有資産である土地・建
物について定期的に利用状況調査を行い，資産
を一層有効活用する。

中期目標・中期計画の文言を正確に表記するため
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【中期計画072】
情報セキュリティ上の脅威となる事象・事故への
対応，分析，予防等を行う専門チーム「佐賀大学
版CSIRT」を設置し，継続してその機能を強化す
る。また，情報の取り扱いに重点をおいた情報セ
キュリティ教育を，オンライン教材を活用して全教
職員に対し継続して実施する。

情報セキュリティ上の脅威となる事象・事故への
対応，分析，予防等を行う専門チーム「佐賀大学
版CSIRT」を設置し，継続してその機能を強化す
る。また，情報の取扱いに重点をおいた情報セ
キュリティ教育を，eラーニングを活用して全教職
員に対し継続して実施する。

中期目標・中期計画の表記を統一するため

【中期目標29】
IRをさらに進め，大学経営のPDCAサイクルを高
度化し，大学の機能を強化する。

IRを更に進め，大学経営のPDCAサイクルを高
度化し，大学の機能を強化する。

中期目標・中期計画の表記を統一するため

【中期計画069】
安全管理に深い理解のある人材を育成するた
め，研修・講習の実施及び関連資格取得等の安
全と環境に配慮した取り組みや教育を行い，衛生
管理者免許取得者を30％増加させ全学部に配置
する。

安全管理に深い理解のある人材を育成するた
め，研修・講習の実施，関連資格取得等の安全
と環境に配慮した取組や教育を行い，衛生管理
者免許取得者を30％増加させ全学部に配置す
る。

中期目標・中期計画の表記を統一するため

【中期計画071】
大学活動全般，学内規則を含めた法令遵守に関
する啓発活動等の取組及び研究活動における不
正行為や研究費の不正使用の防止のために，対
象者全員にe‐ラーニングを活用した研究倫理教
育などのコンプライアンス教育等を実施する。

大学活動全般，学内規則を含めた法令遵守に
関する啓発活動等の取組及び研究活動におけ
る不正行為や研究費の不正使用の防止のため
に，対象者全員にeラーニングを活用した研究倫
理教育などのコンプライアンス教育等を実施す
る。

中期目標・中期計画の表記を統一するため



（様式２－３）

（法人番号　76 ） （大学名）　長崎大学

1

2

3

学生への経済支援として，経済的に困窮する学生や学
業成績基準に限らず，新たな奨学金制度を多様な制度
として創設するため修正するものである。

キャリア教育，就職相談及び指導助言体制等を充実す
るため，当初平成28年度に設置することとしていたキャ
リア支援センターについては，地(知)の拠点大学による
地方創生推進事業(COC+)　が平成27年度に採択され
たことを受け，平成27年度に設置することとなった。ま
た，就職率については，経済情勢や社会情勢等の外部
要因が大きく影響するため，数値目標として掲げること
が困難であると判断し，修正するものである。

備考変更後の記述

（中期計画）【5-3】障害のある学生に平等かつ公平な
教育を受ける機会を提供するため，本学の「障害を理
由とする差別の解消の推進に関する対応要領及び留
意事項」で示した方針に基づき，相談・サポート体制等
の充実と修学支援備品の拡充に取り組む。

【5-3】障害のある学生に平等かつ公平な教育を受ける
機会を提供するため，「障害者の権利に関する条約」
の精神及び本学の「障害を理由とする差別の解消の
推進に関する規則」で示した方針に基づき，相談・サ
ポート体制等の充実と修学支援備品の拡充に取り組
む。

（中期計画）【5-2】キャリア教育，就職相談及び指導助
言体制等を充実するため，キャリア支援センターを平
成28年度に設置し，第2期中期目標・中期計画期間中
（当初５年間）平均92.1％の就職率を93%以上に向上さ
せる。また，学生の自主的社会活動支援組織である
「やってみゅーでスク」とともに新たに学生のインターン
シップ先の開拓等の支援に取り組む。

【5-2】平成27年度に設置したキャリア支援センターを
拠点として，キャリア教育，就職相談及び指導助言等
を充実させ，就職率を向上させる。また，学生の自主
的社会活動支援組織である「やってみゅーでスク」とと
もに新たに学生のインターンシップ先の開拓等の支援
に取り組む。

（中期計画）【5-1】経済的に困窮している学生や地域
創生の志を持つ学生等を対象とした学業成績基準上
位2分の1以上の条件を課さない，新たな奨学金制度
を創設するなど，経済支援の取組を実施する。また，
学生のキャンパスライフの質的向上を図るため，課外
活動・福利厚生の施設・設備の整備及び利便性や
サービスを向上させる。

【5-1】本学の戦略に基づき，地域創生の志を持つ学生
等を対象とした新たな奨学金制度を創設するなど，経
済支援の取組を実施する。また，学生のキャンパスラ
イフの質的向上を図るため，課外活動・福利厚生の施
設・設備の整備及び利便性やサービスを向上させる。

本学の姿勢をより明確に打ち出すために，「障害者の
権利に関する条約の精神」の記述を付け加える。また，
本学が定める「障害を理由とする差別の解消の推進に
関する対応要領及び留意事項」について，定められた
規則の名称に則り「障害を理由とする差別の解消の推
進に関する規則」に修正するものである。

「所要の措置について」が求める内容に基づかない変更箇所

「国立大学法人等の中期目標及び中期計画の素案に対する所要の措置について」（平成27年12月1日付け２７文科高第８２０号文部科学大臣通
知）において更なる検討が求められた内容への対応以外の事情により，素案の記載内容を変更する場合は，以下に記入してください。

素案の記述
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（中期計画）【14-1】学生の英語力の向上とともに海外
派遣の拡充を図るため，学術交流協定に基づく単位互
換の活用，外国語での授業数を平成25年度の実績値
である1.8％から2倍程度増加させるなどにより，多様な
学びの機会を提供する。特に，学部横断型プログラム
等の導入によって，日本人学生の留学経験者の割合
を平成25年度の実績値である学部2.9％，大学院3.8％
をそれぞれ2.5倍以上とする。

【14-1】学生の英語力の向上とともに海外派遣の拡充
を図るため，学術交流協定に基づく単位互換の活用，
外国語での授業数を平成25年度の実績値である1.8％
を倍増させるなど，多様な学びの機会を提供する。特
に，学部横断型プログラム等の導入によって，日本人
学生の留学経験者の割合を平成25年度の実績値であ
る学部2.9％，大学院3.8％をそれぞれ2.5倍以上とす
る。

文章の繋がりを分かりやすくするため修正するもので
ある。

（中期計画）【14-2】新設した多文化社会学部におい
て，卓越した英語運用能力と多文化社会をリードする
人文社会科学の資質を兼ね備えたグローバル人材を
斬新かつ特色ある入試・カリキュラム・学生指導を通じ
て先駆的に育成し，グローバルに事業を展開する国内
外の企業や国際機関等へ輩出及び大学院へ進学させ
る。

（中期計画）【11-1】被爆地長崎の大学として，「世界の
非核化及び北東アジアの包括的な安全保障と非核
化」の実現に向けた政策提言を行うとともに，地域密
着型シンクタンクとして社会の要請に応える情報発信
を行う。

【11-1】被爆地長崎の大学として，核兵器廃絶研究セ
ンター（RECNA）を中心に，「世界の非核化及び北東ア
ジアの包括的な安全保障と非核化」の実現に向けた政
策提言を行うとともに，地域密着型シンクタンクとして
社会の要請に応える情報発信を行う。

計画を実施する際に中心となる組織を明確にするため
修正するものである。

【7-2】新たな強み・特色となる研究分野を醸成するた
め，発展の期待できる研究課題や若手研究グループ
を公募により選定し，重点研究として学長裁量経費に
よる支援を行う。これらの研究課題を推進力として，IF
（impact factor：雑誌論文の引用状況を通じて利用状
況を推測する指標）付き論文誌への掲載論文数を760
／年（平成22～25年の平均）から860／年に，過去３年
間に発表した学術論文の年間被引用数を平成25年の
5,500（平成22～24年の論文を対象）から6,300に増加
させる。

（中期計画）【7-2】新たな強み・特色となる研究分野を
醸成するため，発展の期待できる研究課題や若手研
究グループを公募により選定し，重点研究として学長
裁量経費による支援を行う。これらの研究課題を推進
力として，IF（impact factor：雑誌論文の引用状況を通
じて利用状況を推測する指標）付き論文誌への掲載論
文数を760／年（平成22～25年の平均）から960／年
に，過去３年間に発表した学術論文の年間被引用数を
平成25年の5,500（平成22～24年の論文を対象）から
7,000に増加させる。

（中期計画）【11-7】関係機関と協働して子供の心の問
題に対する支援を行うため，医療，教育，行政のネット
ワークの中心となる「子どもの心の医療・教育セン
ター」を平成28年度に設置し，巡回支援等のアウトリー
チ活動と子どもの心のエキスパート（心理士等）の地域
人材育成を行う。

十分な予算措置がなされない場合には，心理士を育成
することを明確にできないため具体的な名称を削除す
るとともに，人材育成には支援体制の整備が必要不可
欠であるため記述を追加するものである。

【11-7】関係機関と協働して子供の心の問題に対する
支援を行うため，医療，教育，行政のネットワークの中
心となる「子どもの心の医療・教育センター」を平成28
年度に設置し，巡回支援等のアウトリーチ活動や研修
等を行うとともに支援体制を整備し，子どもの心のエキ
スパートの地域人材育成を行う。

【14-2】平成26年4月に新設した多文化社会学部にお
いて，卓越した英語運用能力と多文化社会をリードす
る人文社会科学の資質を兼ね備えたグローバル人材
を斬新かつ特色ある入試・カリキュラム・学生指導を通
じて先駆的に育成し，グローバルに事業を展開する国
内外の企業や国際機関等へ輩出及び大学院へ進学さ
せる。

多文化社会学部の設置年度を明確にするため修正す
るものである。

経費の削減に伴い，将来的には１割程の人員削減等
が見込まれるため，論文数の増加目標を下方修正する
ものである。
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（中期計画）【16-1】海外教育研究拠点と国際交流推
進室等を積極的に活用し，これらの機能強化を図りつ
つ，医療・環境・工学・水産海洋分野等に係る教育研
究を海外で実施するほか，国際機関や各省庁，民間
組織，福島県等と連携し国際貢献に資する取組を実
施する。

文章の繋がりを分かりやすくするため修正するもので
ある。

本学の附属学校にもとめられる地域教育界の核として
の役割を果たすためには，文部科学省の研究開発学
校等にみられる次代の先端的研究開発よりも地域に根
差した教育課題に対応する教育研究的側面が重視さ
れるため修正するものである。

MFICUの設置時期が未定であることから，具体的な新
生児受入数の増加率が示すことができないため修正す
るものである。
併せて字句の修正をするもの。

【18-2】高度急性期ないし急性期を担う特定機能病院
として，地域病院との役割分担を明確にし，医療政策
プラン及び教育政策プランを策定する。

がん診療拠点病院の充実は，特定機能病院の機能と
して当然なすべき事であり，年度計画などに策定するこ
ととし中期計画から削除するものである。

【18-1】地域で安心して分娩ができるように母体・胎児
集中治療管理室（MFICU)の設置に向けて長崎県との
協議により，受入体制の強化を図り，新生児受入を第
2期中期目標期間最終年度と比較して増加させる。

【16-1】海外教育研究拠点と国際交流推進室等を積極
的に活用し，これらの機能強化を図るとともに，医療・
環境・工学・水産海洋分野等に係る教育研究を海外で
実施するほか，国際機関や各省庁，民間組織，福島
県等と連携して，国際貢献に資する取組を実施する。

（中期計画）【18-1】地域で安心して分娩ができるように
母体・胎児集中治療管理室（MFICU)の設置に向けて
長崎県と協議により，受入体制の強化を図り，新生児
受入を第2期中期目標期間最終年度と比較して20％
増とする。

（中期計画）【18-2】高度急性期ないし急性期を担う特
定機能病院として，地域病院との役割分担を明確に
し，医療政策プラン及び教育政策プランを策定する。ま
た，がん診療連携拠点病院として，緩和ケアセンター
を充実させる。

（中期計画）【21-4】地域の教育課題等に対応した実践
的研究開発力を強化するため，教育委員会との連携
による課題把握を推進し，教育学部の教育実践研究
推進委員会との連携・協働による教育実践研究を組
織的に展開する。

【21-4】地域の教育課題等に対応した実践的教育研究
力を強化するため，教育委員会との連携による課題把
握を推進し，教育学部の教育実践研究推進委員会と
の連携・協働による教育実践研究を組織的に展開す
る。

（中期計画）【21-1】多様な子どもたちの受入れを行い
つつ，教育学部や教育委員会と連携して，子どもの課
題発見・解決力向上を目的とした主体的・協働的な学
習による先進モデル授業の研究開発や，インクルーシ
ブ教育推進を目的とした発達障害等の特別な支援を
要する児童生徒の教育研究を実施するとともに，複式
教育におけるICT活用や外国語活動など長崎県の教
育課題に対応する研究開発を実施する。

【21-1】多様な子どもたちの受入れを行いつつ，教育学
部や教育委員会と連携して，子どもの課題発見・解決
力向上を目的とした主体的・協働的な学習による先進
モデル授業の研究や，インクルーシブ教育推進を目的
とした発達障害等の特別な支援を要する児童生徒の
教育研究を実施するとともに，複式教育におけるICT
活用や外国語活動など長崎県の教育課題に対応する
教育研究を実施する。

本学の附属学校にもとめられる地域教育界の核として
の役割を果たすためには，文部科学省の研究開発学
校等にみられる次代の先端的研究開発よりも地域に根
差した教育課題に対応する教育研究的側面が重視さ
れるため修正するものである。

（中期計画）【21-3】教育委員会との連携により，幼稚
園・小学校・中学校の一貫教育研究をはじめとして，幼
児児童生徒の確かな成長に資する実験的・先導的な
教育実践研究に取り組むとともに，長崎県の教育課題
に対応した研究会の開催や地域の教員を受け入れて
の研修などを通して，その成果を地域に発信する。

【21-3】教育委員会との連携により，附属学校における
一貫教育研究をはじめとして，子どもの確かな成長に
資する先導的な教育実践研究に取り組むとともに，長
崎県の教育課題に対応した研究会の開催や地域の教
員を受け入れての研修などを通して，その成果を地域
に発信する。

本学部教員養成の中核である小学校・中学校の一貫
教育研究に力点を置き，地域教育界の核としての役割
を鮮明にするため修正するものである。
また併せて，附属学校での教育実践研究は，実験的な
先端研究よりも地域の核としての先導性を重視する必
要があるため修正するものである。
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（中期計画）【25-4】学部学生定員415名から90名削減
を行い，学士課程教育を抜本的に改革する経済学部
では，特にグローバルな視野とイノベーションにより我
が国社会をけん引する人材育成のため，「国際ビジネ
ス教育研究センター」及び「みらい創造センター」を核
に，国内外のビジネス系の大学や学部及び企業等と
連携して実践力育成を志向した教育プログラムを実施
する。

【25-4】経済学部では，平成26年度に学部学生定員を
削減したことに伴い行った教育コース再編等の改革を
引き続き展開する。さらに，グローバルな視野とイノ
ベーションにより我が国社会をけん引する人材育成の
ため，「国際ビジネス教育研究センター」及び「みらい
創造センター」を核に，国内外のビジネス系の大学や
学部及び企業等と連携して実践力育成を志向した教
育プログラムを実施する。

経済学部の教育コース再編等の改革を引き続き展開
するため修正を行うものである。

（中期計画）【24-2】教育研究，管理運営等の分野で優
れた見識を有する多様な人材を確保するとともに，優
秀な若手，外国人を積極的に採用し組織の活性化を
図るため，年俸制，クロス・アポイントメント（他大学・研
究機関等との混合給与）制度等，人事・給与システム
の弾力化に取り組む。特に年俸制については，適切な
業績評価体制を構築し，退職金にかかる運営費交付
金の積算対象となる教員について年俸制導入等に関
する計画に基づき，平成28年度中に適用者を207名ま
で拡充する。

【24-2】教育研究，管理運営等の分野で優れた見識を
有する多様な人材を確保するとともに，優秀な若手，
外国人を積極的に採用し組織の活性化を図るため，
年俸制，クロス・アポイントメント（他大学・研究機関等
との混合給与）制度等，人事・給与システムの弾力化
に取り組む。特に年俸制については，適切な業績評価
体制を構築し，退職金にかかる運営費交付金の積算
対象となる教員について年俸制導入等に関する計画
に基づき，拡充する。

退職金にかかる運営費交付金の積算対象となる教員
への年俸制適用者を平成28年度中に207名とすること
を目標として明記しているところであるが，年俸制は働
き方の基本となる新たな形態であることから，一定の者
を強制的に移行させることはふさわしくないとの学内意
見も踏まえ，級号俸制とは違い業績の処遇への反映が
分かりやすい魅力ある制度を構築し，あくまで本人の
希望により移行する年俸制としている。また，この年俸
制の運用には所要の財政措置を伴うこととなるが，平
成28年度以降の運営費交付金については，非常に厳
しい状況になることが予想され，財政措置を継続できる
か不透明な状況である。このため年俸制適用者につい
ては，「平成28年度中に適用者を207名まで」を削除し，
年俸制移行希望者の状況及び財政状況を踏まえなが
ら拡充することに修正するものである。

（中期計画）【23-2】経営戦略の強化を図るため，IR室
において，データ収集体制を整備するとともに，分析手
法を開発するなど，平成30年度までにIR機能を確立す
る。

【23-2】経営戦略の強化を図るため，IR室において，
データ収集体制を整備するとともに，分析手法を開発
するなど，平成31年度までにIR機能を確立する。

十分な予算措置がなされない場合には，達成時期が
遅れることが想定されるため修正するものである。

（中期計画）【25-1】長崎県における教員養成の拠点と
して小学校教員の占有率55％を確保する。また，質の
高い教員を養成するため，アクティブ・ラーニング等の
手法による授業実践力の育成や学校現場で指導経験
のある大学教員の30％確保，小中免許取得の必修化
検討，教職への動機づけ支援など実践型教員養成を
実現する改革を行うとともに，平成29年度までに学生
規模の見直しによる組織等再編の計画を策定する。

【25-1】長崎県における教員養成の拠点として小学校
教員の占有率55％を確保する。また，質の高い教員を
養成するため，アクティブ・ラーニング等の手法による
授業実践力の育成や学校現場で指導経験のある大学
教員の30％確保，複数免許取得の必修化検討，教職
への動機づけ支援など実践型教員養成を実現する改
革を行うとともに，平成29年度までに学生規模の見直
しによる組織等再編の計画を策定する。

免許取得の必修化検討では，文部科学省との情報交
換により「小中」の必修化に拘らず地域の実態等に応じ
た弾力的な「複数」免許の必修化が望ましいと判断した
ため修正するものである。
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（中期目標）別表２

　（共同利用・共同研究拠点）
　熱帯医学研究所（認定申請中）
　原爆後障害医療研究所（認定申請中）
　（教育関係共同利用拠点）
　水産学部附属練習船長崎丸
　環東シナ海環境資源　研究センター

　（共同利用・共同研究拠点）
　熱帯医学研究所
　原爆後障害医療研究所
　（教育関係共同利用拠点）
　水産学部附属練習船長崎丸
　水産・環境科学総合研究科附属環東シナ海環境
　資源研究センター

熱帯医学研究所及び原爆後障害医療研究所が共同利
用・共同研究拠点に認定されることに伴い，（認定申請
中）の記載を削除するものである。
また，教育関係共同利用拠点を正式な名称に修正する
ものである。

（中期計画）【28-2】研究力，申請支援を強化し，科研
費採択件数を0.6件/人に増加させるとともに，大型研
究費（総額5,000万円以上）においても獲得件数を増加
させる。

【28-2】研究力，申請支援を強化し，科研費採択件数
を0.55件/人に増加させるとともに，大型研究費（総額
5,000万円以上）においても獲得件数を増加させる。

経費の削減に伴い，将来的には大学としての研究成果
発信力の低下が見込まれる。よって，科研費の採択率
も下がることが見込まれるため，科研費採択件数の増
加目標を下方修正するものである。

（中期計画）【33-1】日本古写真の世界拠点を形成する
ため，本学が保有する日本古写真とフランス・ギメ東洋
美術館等が保有する日本古写真を総合的に検索可能
とするデータベースを構築する。また，本学で生産され
た学術研究成果を国内外へ積極的に情報発信し，リ
ポジトリランキング日本10位以内を維持する。

日本古写真のデータベース構築においては，日本古写
真の電子データの入手を並行して行うこととしている。
この電子データの入手にあたっては，財政状況を踏ま
えた範囲で行わざるを得ず，「フランス・ギメ東洋美術
館」からの電子データ入手が困難となる可能性もあるこ
とから，対象とする機関を限定しない表現に修正するも
のである。

【33-1】日本古写真の世界拠点を形成するため，日本
古写真を総合的に検索可能とするデータベースを構築
する。また，本学で生産された学術研究成果を国内外
へ積極的に情報発信し，リポジトリランキング日本10
位以内を維持する。

（中期計画）【25-6】熱帯医学・感染症，放射線医療科
学など卓越した研究分野を有する本学の強み，特色を
踏まえ，熱帯医学研究所，原爆後障害医療研究所（共
同研究拠点認定申請中）の全国共同利用・共同研究
拠点における研究を学内資源の戦略的配分等により
推進するとともに，附属練習船及び環東シナ海環境資
源研究センターの教育関係共同利用拠点を有効活用
して，国内外の大学との単位互換による海洋教育実習
プログラムを開発する。

熱帯医学研究所及び原爆後障害医療研究所が共同利
用・共同研究拠点に認定されることに伴い，（共同研究
拠点認定申請中）の記載を削除するものである。

【25-6】熱帯医学・感染症，放射線医療科学など卓越し
た研究分野を有する本学の強み，特色を踏まえ，熱帯
医学研究所，原爆後障害医療研究所の全国共同利
用・共同研究拠点における研究を学内資源の戦略的
配分等により推進するとともに，附属練習船及び環東
シナ海環境資源研究センターの教育関係共同利用拠
点を有効活用して，国内外の大学との単位互換による
海洋教育実習プログラムを開発する。
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（中期計画）別表

医学部　　1,121人
　　　　　　（うち医師養成に係る分野669人）

医歯薬学総合研究科　542人
　　　　　　うち修士課程　　　 60人
　　　　　　　　（災害・被ばく医療科学共同専攻20人
　　　　　　　　　設置申請中）
　　　　　　　　博士課程　　　380人
　　　　　　　　（先進予防医学共同専攻40人
　　　　　　　　　設置申請中）
　　　　　　　　博士前期課程　 72人
　　　　　　　　博士後期課程　 30人

医学部　　1,129人
　　　　　　（うち医師養成に係る分野677人）

医歯薬学総合研究科　542人
　　　　　　うち修士課程　　　 60人
　　　　　　　　博士課程　　　380人
　　　　　　　　博士前期課程　 72人
　　　　　　　　博士後期課程　 30人

医学部の収容定員を増加する計画について，文部科
学省大学設置・学校法人審議会において審議が行わ
れた結果，認可されたため修正するものである。
また，医歯薬学総合研究科の災害・被ばく医療科学共
同専攻及び先進予防医学共同専攻の設置が認められ
たことに伴い（設置申請中）の語句を削除するもの。
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77 熊本大学

1

2

3

4

素案の記述

（理由）
誤植

（中期目標：前文）
　教育面では、スーパーグローバル大学(SGU)として、

「国立大学法人等の中期目標及び中期計画の素案に対する所要の措置について」（平成27年12月1日付け２７文科高第８２０号文部科学大臣通
知）において更なる検討が求められた内容への対応以外の事情により、素案の記載内容を変更する場合は、以下に記入してください。

「所要の措置について」が求める内容に基づかない変更箇所

（理由）
商標の登録があるため。

（理由）
誤植

（中期目標：前文）
次世代の熊本大学・・・・

（中期目標：前文）
 自然科学領域における先進マグネシウム合金・・・・

変更後の記述 備考

（中期目標：前文）
　教育面では、スーパーグローバル大学として、

（中期目標：前文）
次世代の本学・・・・

（中期目標：前文）
 自然科学領域における先進マグネシウム科学・・・・

（中期目標：前文）
　また、社会人教育に関しては、地域からの要請に対
応し、本学の教育研究の成果を活用して、社会人再教
育プログラムを地域社会へ提供する。

（中期目標：前文）
　また、社会人教育に関しては、地域からの要請に対
応し、熊本大学の教育研究の成果を活用して、社会
人再教育プログラムを地域社会へ提供する。

（理由）
誤植
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（中期計画：計画番号１）
　・・・クォーター制の導入に合わせて教育の質の向上
を図るため、アクティブラーニングを取り入れた授業を
拡大するとともに、LMS（Learning Management
System）の活用の促進を行い、平成29年度までに、専
任教員における活用率を90％にする。

（中期計画：計画番号５）
　・・・また、平成29年度に熊本の歴史、文化、産業、
医療、環境について広く学修できる授業科目「肥後熊
本学」を学生の必修科目として開講するとともに、内
容を充実させ、和文・英文のテキストを作成し、社会人
開放科目及び短期留学生教育プログラム教材として
使用する。

（中期計画：計画番号１）
　・・・クォーター制の導入に合わせて教育の質の向上
を図るため、アクティブラーニングを取り入れた授業を
拡大するとともに、LMS（Learning Management
System）の活用の促進を行い、平成30年度までに、専
任教員における活用率を90％にする。

（理由）
　予算を伴うシステム改修の時期と運用開始時期を具体的に
再考慮したことによる見直し。

（理由）
誤字、脱字

（中期目標：前文）
　医学・医療分野では、県内唯一の医育機関及び特定
機能病院として、

（中期目標：前文）
　医学・医療分野では、県内唯一の医育機関及び特
定機能病院を有する大学として、

（理由）
脱字

（中期計画：計画番号５）
　・・・また、平成29年度に熊本の歴史、文化、産業、医
療、環境について広く学習できる授業科目「肥後熊本
学」を学生の必修科目として開講するとともに、内容を
充実させ、和文・英文のテキストを作成し、社会人開放
科目として、短期留学生教育プログラム教材として使
用する。

（中期計画：計画番号11）
②教育内容や教育方法の改善のため、PDCAサイクル
(↪Plan→Do→Check→Action↰)の活性化に資するFD
（Faculty　Development）活動を毎年全学展開する。そ
の活動を通じて平成31年度までに効果的な短期集中
学習のあり方を全学教員に提案しクォーター制を定着
させる。

（中期計画：計画番号11）
②教育内容や教育方法の改善のため、PDCAサイク
ル(↪Plan→Do→Check→Action↰)の活性化に資する
FD（Faculty　Development）活動を毎年全学展開す
る。その活動を通じて平成31年度までに効果的な短
期集中学修のあり方を全学教員に提案しクォーター
制を定着させる。【計画番号11】

（理由）
誤字、脱字

（中期計画：計画番号10）
①各部局のカリキュラムポリシーを踏まえた質の高い
共通教育を提供するため、大学教育機能開発総合研
究センターの機能を見直し、平成29年度までに大学院
教養教育を含む全学共通教育に対する教学ガバナン
ス機能の高い新しいセンターへと再編する。

（中期計画：計画番号10）
①各学部・研究科・教育部のカリキュラムポリシーを
踏まえた質の高い共通教育を提供するため、大学教
育機能開発総合研究センターの機能を見直し、平成
28年度までに大学院教養教育を含む全学共通教育に
対する教学ガバナンス機能の高い新しいセンター（大
学教育統括管理運営センター（仮称））へと再編する。

（理由）
・具体的に記載した。
・計画番号19との整合性を図るため、平成29年度を平成28年
度に変更した。
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（中期計画：計画番号14）
①学生の学修を多面的に支援するため、平成28年度
に附属図書館の再整備と修学支援強化ための指針の
策定を行う。また指針に沿った取組を平成29年度より
実施する。特に異文化理解や外国人とのコミュニケー
ションの機会を提供するため、平成28年度に学内にイ
ンターナショナル広場を設置し、日本人学生と留学生
が日常的に交流できる場所を提供する。

（中期計画：計画番号14）
　①学生の学修を多面的に支援するため、平成28年
度に附属図書館の再整備と修学支援強化のための
指針を策定する。また指針に沿った取組を平成29年
度から実施する。特に異文化理解や外国人とのコミュ
ニケーションの機会を提供するため、平成28年度に学
内にインターナショナル広場を設置し、日本人学生と
留学生が日常的に交流できる場所を提供する。

（理由）
誤字、脱字

（中期目標：３）
１）学生主体の学習支援や生活支援のための相談・助
言等の体制、経済支援、キャリア支援を拡充するととも
に、学生の課外活動及び自主的活動の支援を促進す
る。また、グローバル化に対応した学生支援を行う。

（中期目標：３）
1）学生主体の学修支援や生活支援のための相談・助
言等の体制、経済支援、キャリア支援を拡充するとと
もに、学生の課外活動及び自主的活動の支援を促進
する。また、グローバル化に対応した学生支援を行
う。

（理由）
誤字

（中期計画：計画番号15）
②優秀な留学生の確保や日本人学生の留学を促すた
め、平成29年度までに経済的事由によらないインセン
ティブ的な奨学金等の制度を拡充するとともに、留学生
のための授業料免除・入学料免除の予算枠を10％拡
大する（対平成25年度比）。

（中期計画：計画番号15）
②経済的事由により修学等が困難な学生に対する支
援に加え、優秀な留学生の確保や日本人学生の留学
を促すため、平成29年度までに経済的事由によらな
いインセンティブ的な奨学金等の制度を拡充するとと
もに、留学生のための授業料免除・入学料免除の予
算枠を10％拡大する（対平成26年度比）。

（理由）
経済的事由により修学等が困難な学生に対する支援も実施
することを明確にするため。

（中期計画：計画番号13）
④教学IRを導入・強化し、教育管理機能を有する新組
織（大学教育管理運営センター）を中心に「学習支援」
「教育支援」「教学評価」に活用する体制を平成29年度
までに整える。各科目の成績評価方式であるGPA
（Grade Point Average）の実質的な活用や履修登録で
きる単位の上限を設ける制度であるCAP制の導入、厳
格な成績評価など、教育の質保証に関する明確な方
針を定めるとともに、教育の現状の調査分析を行い、
PDCAサイクル(↪Plan→Do→Check→Action↰)を通じ
て、大学教育の質を向上させる。

（中期計画：計画番号13）
④教学IR（Institutional　Research）を導入・強化し、教
育管理機能を有する新組織（大学教育統括管理運営
センター（仮称））を中心に「学修支援」「教育支援」「教
学評価」を実施する体制を平成28年度までに整える。
各科目の成績評価方式であるGPA（Grade Point
Average）の実質的な活用や履修登録できる単位の上
限を設ける制度であるCAP制の導入、厳格な成績評
価など、教育の質保証に関する明確な方針を定める
とともに、教育の現状の調査分析を行い、PDCAサイ
クル(↪Plan→Do→Check→Action↰)を通じて、大学教
育の質を向上させる。

（理由）
・具体的に記載した。
・学内での検討が進んだことによる変更。
・誤字
・計画番号19との整合性を図るため、平成29年度を平成28年
度に変更した。
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（中期計画：計画番号17）
④学生の職業観の涵養及び我が国の産業構造に対す
る理解を深めるため、現行のキャリア科目の内容を整
理しキャリア教育を充実させる。キャリア支援ユニットと
も連携してキャリア支援体制を強化し、採用試験対策と
個別指導等により就職率を上げる取組を行う。また、グ
ローバル時代に対応するため、平成30年度までに国内
外のインターンシップ参加者数を30％増やす（対平成
25年度比）。

（中期計画：計画番号17）
④学生の職業観の涵養及び我が国の産業構造に対
する理解を深めるため、現行のキャリア科目の内容を
整理しキャリア教育を充実させる。全学でのキャリア
支援体制を強化し、採用試験対策と個別指導等によ
り就職率を上げる取組を行う。また、社会のグローバ
ル化に対応するため、平成30年度までに国内外のイ
ンターンシップ参加者数を30％増やす（対平成25年度
比）。

（理由）
全学の体制であることを明確にした。また、曖昧な表現である
「グローバル時代」をより分かり易い文言に変更した。

（中期計画：計画番号16）
③学生交流により本学のグローバル化を推進するた
め、平成30年度までに学生寄宿舎・国際交流会館の利
用環境の整備を行い、日本人学生と留学生との混住型
施設にする。【計画番号16】

（中期計画：計画番号16）
③本学のグローバル化に伴う学生交流推進のため、
平成30年度までに学生寄宿舎・国際交流会館の利用
環境の整備を行い、日本人学生と留学生との混住型
施設にする。

（理由）
目的を明確にするため。

（中期計画：なし）
なし

（中期計画：計画番号18）
⑤学生の社会性を高めるため、平成30年度までに学
生自主企画支援事業「きらめきユースプロジェクト」の
申請団体数を20％拡大するとともに、事業内容やそ
の学内における相乗効果を毎年検証し、本事業を充
実する。
　また、学生が主体的に取り組む社会貢献・サークル
活動等に関する情報を提供するとともに、活動を活性
化させるための支援を継続して行う。
　さらに、学生生活全般に関する満足度を高めるた
め、課外活動等への支援や障がい学生への修学支
援について、支援内容の検証を行うとともに、さらなる
支援強化のための指針や具体策について平成28年
度に策定し、平成29年度より実施する。

（理由）
中期目標３にある「学生の課外活動及び自主的活動の支援を
促進する」に対応する計画を追加したため。

（中期計画：計画番号18）
①多様な人材を確保する入学者選抜方法を導入する
ため、平成28年度に入試戦略センター（仮称）を設置
し、平成31年度までに多元的な評価方法の組み合わ
せによる入学者選抜方法、分析方法、評価方法を開発
する。

（中期計画：計画番号19）
①多様な人材を確保する入学者選抜方法を導入する
ため、平成28年度に大学教育統括管理運営センター
入試戦略室（仮称）を設置し、平成31年度までに多元
的な評価方法の組み合わせによる入学者選抜方法、
分析方法、評価方法を開発する。

（理由）
学内での検討が進んだことによる変更。



18

19

20

（中期計画：計画番号20）
①本学が必要とする自立性が高く学習意欲旺盛な知
力・胆力ある人材を獲得するため、高大連携推進事業
を県内の高等学校を中心に幅広く展開し、入試広報を
充実させ、第３期中期目標期間に熊本県内の高校から
の入学率を30～35％まで引き上げる。

（中期計画：計画番号21）
①本学が必要とする自立性が高く学習意欲旺盛な知
力・胆力ある人材を獲得するため、学長・学部長と高
校関係者が双方向で意見を交換する協議会を開催す
るなど、高大連携推進事業を県内の高等学校を中心
に幅広く展開する。さらに、入試広報を充実させること
により、第３期中期目標期間に熊本県内の高校から
の入学率を30～35％まで引き上げる。

（理由）
文部科学省からの指摘を踏まえ、具体的に記載した。

（中期計画：計画番号21）
①生命科学において、基礎医学、臨床医学、発生医
学、エイズ学、生命資源研究、創薬科学、生命薬科学
分野等における研究の実績を活かし、質の高い先端研
究を組織的・機動的に展開し、国際的な研究能力を有
する人材を育成するため、平成25年に設置した国際先
端研究拠点「幹細胞を用いた臓器再建と次世代医療・
創薬を目指す研究教育拠点」及び「エイズ制圧を目指
した治療予防開発国際研究教育拠点」を充実するとと
もに、部局横断的または特化された研究として重点的
に推進する研究として選定した拠点形成研究を主軸と
して、グロ－バルな共同研究ネットワークの拡充・発展
を通して国内外の共同研究を先導する。
　さらに、生命科学系の部局の研究を横断的に統括す
るために平成27年度に設置した国際先端医学研究機
構を中心として、本学の将来を担う新たな生命系研究
領域における卓越した国際共同研究拠点を確立する。
国際先端研究拠点、拠点形成研究においては、国際
共同研究の成果である国際共著論文数に加え、論文
数・相対被引用インパクト・TOP10%論文数が前期比１
を上回るようにする。

（中期計画：計画番号22）
①生命科学では、基礎医学、臨床医学、発生医学、エ
イズ学、生命資源研究、創薬科学、生命薬科学分野
等における研究を推進するとともに、これまでの実績
を基盤とした融合的研究を行う。このため、ａ）国際先
端研究拠点「幹細胞を用いた臓器再建と次世代医療・
創薬を目指す研究教育拠点」において、臓器再建及
び将来の医療・創薬などを目指した基礎研究、ｂ）「エ
イズ制圧を目指した治療予防開発国際研究教育拠
点」において、新たな治療法の確立、ワクチンの開発
などを目指した重点研究を行う。併せて、これらの拠
点形成研究を通じて国際的な研究能力を有する人材
を育成する。また、グロ－バルな共同研究ネットワー
クを拡充・発展させ、国内外の共同研究を先導する。
　さらに、生命科学系の部局の研究を横断的に統括
するために平成27年度に設置した国際先端医学研究
機構を中心として、本学の将来を担う新たな生命系研
究領域における卓越した国際共同研究拠点を確立す
る。これらの研究拠点において、国際共同研究の成果
である国際共著論文数に加え、論文数・相対被引用
インパクト・TOP10%論文数が前期比１を上回るように
する。

（理由）
文部科学省からの指摘を踏まえ、具体的に記載した。

（中期計画：計画番号22）
②自然科学において、質の高い先端研究を組織的・機
動的に展開し、国際的な研究能力を有する人材を育成
するため、平成25年に設置した国際先端研究拠点「パ
ルスパワー科学の深化と応用」を充実するとともに、世
界をリードするマグネシウム合金等、自然科学領域の
国際的な教育研究機能を活かすため、部局横断的ま
たは特化された研究として重点的に推進する研究を拠
点形成研究に選定し、グロ－バルな共同研究ネット
ワークの拡充・発展を通して国内外の共同研究を先導
する。・・・

（中期計画：計画番号23）
②自然科学では、国際先端研究拠点「パルスパワー
科学の深化と応用」において、異分野融合型の新しい
研究領域の創出などの成果をあげるとともに、世界を
リードするマグネシウム合金等、自然科学領域の国際
的な教育研究機能を活かすため、部局を横断する拠
点形成研究を重点的に推進する。併せて、これらの拠
点形成研究を通じて国際的な研究能力を有する人材
を育成する。また、グロ－バルな共同研究ネットワー
クを拡充・発展させ、国内外の共同研究を先導す
る。・・・

（理由）
文部科学省からの指摘を踏まえ、具体的に記載した。
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（中期計画：計画番号23）
③人文社会科学において、卓越した総合性と国際性を
有する人材を育成するため、部局横断的または特化さ
れた研究として重点的に推進する研究を拠点形成研究
に選定し、グロ－バルな共同研究ネットワークの拡充・
発展を通して国内外の共同研究を先導する。永青文庫
研究センターや教授システム学等の人文社会科学の
特質を活かした多様な研究の質的向上を目指し、拠点
形成研究においては、論文（著書等を含む）数・国際共
著論文（著書等を含む）数・研究成果に基づく受賞数
（学会賞等）が前期比１を上回るようにする。

（中期計画：計画番号24）
③人文社会科学では、部局を横断する拠点形成研究
を重点推進し、このことを通じて卓越した総合性と国
際性を有する人材を育成する。また、グロ－バルな共
同研究ネットワークを拡充・発展させ、国内外の共同
研究を先導する。永青文庫研究センターや教授シス
テム学等の人文社会科学の特質を活かした多様な研
究の質的向上を目指し、拠点形成研究においては、
論文（著書等を含む）数・国際共著論文（著書等を含
む）数・研究成果に基づく受賞数（学会賞等）が前期比
１を上回るようにする。

（理由）
上記2計画と書きぶりを合わせた。

（中期目標：目標８）
２）大学の枠を超えた国際的な共同利用・共同研究拠
点の機能強化を図り、本学の特性と研究環境基盤を確
立する。【目標８】

（中期目標：目標８）
２）大学の枠を超えた国際的な共同利用・共同研究拠
点の機能強化を図り、熊本大学の特性と研究環境基
盤を確立する。【目標８】

（理由）
誤植

（中期計画：計画番号27）
　・・・研究支援業務を行う研究コーディネーター（URA：
University Research Administrator）の業務内容を明確
にするため、スキル標準の整備、教育研修プログラム
の整備、評価システムを平成28年度に構築する。

（中期計画：計画番号28）
　・・・研究支援業務を行う研究コーディネーター
（URA：University Research Administrator）の業務内
容を明確にするため、平成28年度に、スキル標準の
整備、教育研修プログラムの整備、併せて評価システ
ムを構築する。

（理由）
他の計画と書きぶりを合わせた。

（中期計画：計画番号56）
①教育研究等の活動を活発に展開するため、年俸制
やクロスアポイントメント制度を促進し、平成31年度ま
でに年俸制適用教職員数を250人まで拡大するととも
に、顕著な教育活動や研究活動を行っている教員の表
彰の実施など教員のモチベーションの向上に繋がる施
策を拡充し、優れた教員を確保する。

（中期計画：計画番号59）
①教育研究等の活動を活発に展開するため、年俸制
やクロスアポイントメント制度を促進し、平成31年度ま
でに年俸制適用教職員数を承継職員（教員）について
は現員の15%まで拡大するとともに、顕著な教育活動
や研究活動を行っている教員の表彰の実施など教員
のモチベーションの向上に繋がる施策を拡充し、優れ
た教員を確保する。

（理由）
平成27年9月15日付け事務連絡の記の３の「承継職員である
教員への取組みの明示」に従い、明確にするよう修正した。
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（中期目標：目標28）
１）熊本大学の現況について、情報公開を適切に実施
するとともに、情報発信機能を一層強化し、国内外へ
の情報発信を効果的かつ積極的に行うことによって、
熊本大学の認知度及び社会的評価を向上させる。

（理由）
誤植

（中期計画：計画番号57）
②教員の教育研究等の活動の支援を強化するため、
特定の専門分野において高度な知見や技能を有する
専門職（研究コーディネーター（URA）、ICTの管理運用
技術者等）のキャリアパス等を平成29年度までに整備
し、イノベーション推進及びグローバル推進等の企画立
案等に活用する。

（中期計画：計画番号60）
②教員の教育研究等の活動の支援を強化するため、
特定の専門分野において高度な知見や技能を有する
専門職（研究コーディネーター（URA）、ICT
（information and Communication Technology）の管理
運用技術者等）のキャリアパス等を平成29年度までに
整備し、イノベーション推進及びグローバル推進等の
企画立案等に活用する。

（理由）
他の計画と書きぶりを合わせた。

（中期計画：計画番号60）
③国際感覚と実践的課題解決力を有する人材を養成
するため、ミッションの再定義や社会的ニーズ等を踏ま
え、学士課程教育の機能強化に向けた組織の整備を
行う。
教育学部においては、18歳人口の減少等を踏まえ、新
課程（地域共生社会課程・生涯スポーツ福祉課程）の
学生募集を平成29年度に停止し、第３期中期目標期間
に廃止する。
また、熊本県全体の教育的諸課題の解決や教員の資
質向上に貢献できる本学発の初等中等教育研究支援
システムを構築する。
なお、社会のニーズやグローバル化に対応した人材を
養成するため、平成29年度までに人文社会科学系及
び自然科学系学部の学部定員を見直し、再編統合す
る。

（中期計画：計画番号63）
③国際感覚と実践的課題解決力を有する人材を養成
するため、ミッションの再定義や社会的ニーズ等を踏
まえ、学士課程教育の機能強化に向けた組織の整備
を行う。
教育学部においては、18歳人口の減少等を踏まえ、
新課程（地域共生社会課程・生涯スポーツ福祉課程）
の学生募集を平成29年度に停止し、第３期中期目標
期間に廃止する。
また、熊本県全体の教育的諸課題の解決や教員の資
質向上に貢献できる本学発の初等中等教育研究支
援システムを構築する。
なお、社会のニーズやグローバル化に対応した人材
を養成するため、平成31年度までに人文社会科学系
及び自然科学系学部の学部定員を見直し、再編統合
する。

（理由）
当初、グローバル化に対応した人材養成プログラム「グローバ
ルリーダーコース」の創設を意図して「平成29年度」としていた
ものであるが、さらに学士課程教育の機能強化に向けては、
人文社会科学系及び自然科学系学部の改組を行う必要があ
るため、その実現時期を見据え、「平成31年度」に修正するも
の。

（中期目標：目標27）
１）本学の現況について、情報公開を適切に実施すると
ともに、情報発信機能を一層強化し、国内外への情報
発信を効果的かつ積極的に行うことによって、本学の
認知度及び社会的評価を向上させる。
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（中期計画：計画番号71）
③国内外への情報発信力を組織的に高めるため、平
成28年度までに全ての構成員が本学のイメージや特
質を共有・発信できるような体制を構築する。また、社
会的・国際的評価の向上、構成員の意識向上のため
の取組を全学的に連携のとれた広報体制で実践する。
さらに、構成員の情報公開や情報発信に対する意識の
向上度を定期的に評価するモニタリングの仕組みを構
築し、実践する。

（中期計画：計画番号74）
③国内外への情報発信力を組織的に高めるため、平
成28年度までに学生広報スタッフを活用するなど全て
の構成員が本学のイメージや特質を共有・発信できる
体制を構築する。また、社会的・国際的評価の向上、
構成員の意識向上のための取組を全学的に連携のと
れた広報体制で実践する。さらに、構成員の情報公開
や情報発信に対する意識の向上度を定期的に評価す
るモニタリングの仕組みを構築し、実践する。

（理由）
具体例を記載した。



（様式２－３）

（法人番号　78 ） （大学名）　大分大学

1

2

3

4

（中期計画）
【15】　アドミッション・ポリシーに基づき、能力・意欲・適正を多
面的に評価する入学者選抜方法を確立して、平成３０年度に
公表し、この方法による入学者選抜を平成３２年度から実施
する。

【15】　アドミッション・ポリシーに基づき、能力・意欲・適性を多
面的に評価する入学者選抜方法を確立して、平成３０年度に
公表し、この方法による入学者選抜を平成３２年度から実施
する。

記述の修正

記述の修正

備考

記述の修正（実施学部の追記）

【11】　学生の多様性を踏まえ、キャリア形成に資するセミ
ナー等の開催や、低学年からのインターンシップ等の積極的
な導入を進めるとともに、学生が主体的に進路選択・決定が
行えるよう、企業や事業所、官公庁と連携したセミナーを充実
させ、参加企業数を第３期中期目標期間中に第２期中期目
標期間末に比べて２０％以上増加させる。

【10】　改組後の教育学部において、教師としての実践的指
導力の育成・強化を図るため、学校現場で指導経験のある
大学教員を第３期中期目標期間末には２０％を確保する。ま
た、指導経験のない大学教員に対しては、内地留学としての
初等中等学校への派遣、公立学校や附属学校等における授
業の実施、学校の教科書を用いた模擬授業を行うＦＤなどの
研修を実施する。

【6】　新たに設置する教職大学院において、教職大学院にお
ける研究者教員と実務家教員が協働して行う、学校現場と大
学との往還を通して具体化する課題解決型の教育、教員とし
ての地域課題解決能力を向上させる教育、フィールドワー
ク、ロールプレイ、事例研究、アクションリサーチなどの実践
的方法を取り入れた互いに学び合う教育により教職への意
識と実践的指導力を向上させ、その修了者（現職教員を除く）
の教員就職率８５％を確保する。

変更後の記述

「国立大学法人等の中期目標及び中期計画の素案に対する所要の措置について」（平成27年12月1日付け２７文科高第８２０号文部科学大臣通
知）において更なる検討が求められた内容への対応以外の事情により、素案の記載内容を変更する場合は、以下に記入してください。

「所要の措置について」が求める内容に基づかない変更箇所

記述の修正
（中期計画）
【11】　学生の多様性を踏まえ、キャリア形成に資するセミ
ナー等の開催や、低学年からのインターンシップ等の積極的
な導入を進めるとともに、学生が主体的に進路選択・決定が
行えるよう、企業や事業所、官公庁と連携したセミナーを充実
させ、参加企業数を第３期中期目標期間中に第２期中期目
標期間末に比べて現状から２０％以上増加させる。

（中期計画）
【10】　教師としての実践的指導力の育成・強化を図るため、
学校現場で指導経験のある大学教員を第３期中期目標期間
末には２０％を確保する。また、指導経験のない大学教員に
対しては、内地留学としての初等中等学校への派遣、公立学
校や附属学校等における授業の実施、学校の教科書を用い
た模擬授業を行うＦＤなどの研修を実施する。

（中期計画）
【6】　新たに設置する教職大学院において、教職大学院にお
ける研究者教員と実務家教員が協働して行う、学校現場と大
学との往還を通して具体化する課題解決型の教育、教員とし
ての地域課題解決能力を向上させる教育、フィールドワー
ク、ロールプレイ、事例研究、アクションリサーチなどの実践
的方法を取り入れた互いに学び合う教育により教職への意
識と実践的指導力を向上させ、その修了者（現職教員を除く）
の教員就職率は８５％を確保する。

素案の記述

1
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（中期計画）
【77】　学生生活の安全・安心の観点に立ったハンドブックの
作成やコンプライアンスに係る授業の充実など、学生の危機
意識を高める支援システムを確立するための取組みを実施
する。

【77】　学生生活の安全・安心の観点に立ったハンドブックの
作成やコンプライアンスに係る授業の充実など、学生の危機
管理意識を高める支援システムを確立するための取組みを
実施する。

記述の修正

（中期計画）
【32】　アジア諸国を始めとする途上国への貢献のため、国の
指定した地域活性化総合特別区域としての東九州メディカル
バレー構想により、医療分野での人材育成支援、開発協力
などを行う。

【32】　アジア諸国を始めとする途上国への貢献のため、国の
指定した地域活性化総合特別区域としての東九州メディカル
バレー構想等により、医療分野での人材育成支援、開発協
力などを行う。

記述の修正

【46】　大分県教育委員会等と連携の下、大分県の教育課程
研究協議会での課題（各教科の授業改善・学びに向かう力
等）を共有し、その課題解決のため学部のリソース等を活用
して実践研究を行い、公開研究会等の開催等を通じて、その
成果を地域に還元し、また学部のカリキュラム等に反映させ
る。

記述の修正
（中期計画）
【46】　大分県教育委員会等と連携の下、大分県の教育課程
研究協議会での課題（各教科の授業改善・学びに向かう力
等）を共有し、その課題解決のため学部のリソース等を活用
して実践研究を行い、公開研究会等の開催等を通じて、その
成果を地域に還元し、また学部のカリキュラム等に反映す
る。
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（様式２－３）

（法人番号　７９ ） （大学名）　宮崎大学

1

2

3

（中期目標／中期計画） ※記述の前に中期目標もしくは中
期計画のいずれかを明記してください。

※変更箇所に下線を付してください。 ※変更の理由等を記入してください。

「所要の措置について」が求める内容に基づかない変更箇所

「国立大学法人等の中期目標及び中期計画の素案に対する所要の措置について」（平成27年12月1日付け２７文科高第８２０号文部科学大臣通
知）において更なる検討が求められた内容への対応以外の事情により、素案の記載内容を変更する場合は、以下に記入してください。

素案の記述 変更後の記述 備考

（中期計画）地域をフィールドとして培った確かな課題
解決力と実践的な語学力を武器に、グローバルな視野
で主体的に活躍できる人材を育成するため、基礎教育
（教養教育）と専門教育との有機的連携教育課程を、
平成29年度までに完成させる。

地域をフィールドとして培った確かな課題解決力と実
践的な語学力を備え、グローバルな視野で主体的に
活躍できる人材を育成するため、基礎教育（教養教
育）と専門教育が有機的に連携する教育課程を、平
成29年度までに完成させる。

計画の内容に誤解が生じないように、より正確な表現
に修正した。

（中期計画）地方創生という社会的要請に応えるために
設置する「地域資源創成学部」での文理融合教育、実
践重視教育カリキュラム、及びそれを保証するための
教育の質保証システムを平成31年度までに完成させ、
その成果を全学に波及させる。

地方創生という社会的要請に応えるために設置する
「地域資源創成学部」での異分野融合教育、実践教
育カリキュラム、及びそれを保証するための教育の質
保証システムを平成31年度までに完成させ、その成
果を全学に波及させる。

計画の内容に誤解が生じないように、より正確な表現
に修正した。一般に使われる「文理融合教育」でなく、
「異分野融合教育」とするほうが、本学の教育の特長を
表現できるため修正した。

（中期計画）基礎教育カリキュラムの語学教育を検証・
改善するとともに、専門分野毎の英語（ESP）教育カリ
キュラムを完成させる。さらに、プレゼンテーション能力
向上や留学生と英語で会話する機会の提供など、学生
の語学力を高める多様な課外語学教育プログラムを充
実する。

（次の計画と統合） 素案の３と４の２つの計画について、英語教育に関する
内容が類似していたため、再検討し、1つの計画に統合
してわかりやすく整理した。
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（中期計画）大学院課程における、専門分野の枠を越
えた統合的かつ体系的な教育としての異分野融合教
育を農学工学総合研究科及び医学獣医学総合研究科
を軸に推進し、第３期中期目標期間の後半には、教育
の質の保証及び向上を担う全学委員会において、その
教育成果を検証し、教育プログラムのさらなる改善を行
う。

農学工学総合研究科及び医学獣医学総合研究科を
軸に、専門分野の枠を越えた統合的かつ体系的な教
育プログラムである異分野融合教育を推進し、第３期
中期目標期間の後半には、教育の質の保証及び向
上を担う全学委員会において、その学習成果を検証
し、教育プログラムのさらなる改善を行う。

計画の内容に誤解が生じないように、語順を並べ替え
てより正確な表現に修正した。

（中期計画）「グローバルデザイナー」の育成を視野に
入れた、専門課程とつながる英語教育カリキュラムを
平成31年度までに整備する。また、外部試験等の利用
も含めた、その達成度評価の方法について学部のニー
ズに応じた検討を行う。

「グローバルデザイナー」の育成を視野に入れた、基
礎教育から専門教育を繋ぐ、専門分野毎の英語(ESP)
教育カリキュラムを平成31年度までに整備し、外部試
験等の利用も含めた、その達成度評価の方法につい
て学部のニーズに応じた検討を行う。また、プレゼン
テーション能力向上や留学生と英語で会話する機会
の提供など、学生の語学力を高める多様な課外語学
教育プログラムを充実する。

（中期計画）世界で活躍できる人材「グローバルデザイ
ナー」としての資質を深化させるために、外国及び地域
をフィールドとした高度な課題解決能力育成と、専門の
研究分野で十分通用する語学力育成のための大学院
教育プログラムを発展させる。また、日本人大学院生
の海外経験や外国人留学生との交流プログラムを増
加させる。

グローバル化社会で活躍できる人材「グローバルデザ
イナー」としての資質を深化させるために、外国及び
地域をフィールドとした高度な課題解決能力育成と、
専門の研究分野で十分通用する語学力育成のため
の大学院教育プログラムを発展させる。また、日本人
大学院生の海外経験や外国人留学生との交流プログ
ラムを増加させる。

「世界で」を「グローバル化社会で」と変更することで、
育成人材がよりわかり易くなる表現に修正した。

（中期計画）ディプロマ・ポリシーに掲げる人材を養成・
輩出するため、大学院教育における教育課程の体系
化、厳格な成績評価、学習成果の可視化等の教学マ
ネジメントシステムをさらに充実させるとともに、フィー
ルド教育、プロジェクト型学修（PBL） 、ICT活用等を大
幅に取り入れた学習指導方法を徹底させる。

ディプロマ・ポリシーに掲げる資質・能力を備えた人材
を養成・輩出するため、大学院教育における教育課程
の体系化、厳格な成績評価、学習成果の可視化等の
教学マネジメントシステムを充実するとともに、フィー
ルド教育、プロジェクト型学修（PBL） 、ICT活用等を大
幅に取り入れる。

具体的な説明を追加した。計画の内容に誤解が生じな
いように、より正確な表現に修正した。

（中期計画）学習支援機能を強化し学生の能動的学修
を推進するために、ラーニングコモンズ（アクティブラー
ニングサポートルーム、グループ学習室）、ICT環境等
を整備・充実し、学習環境の改善を引き続き計画的に
実施する。

学習支援機能を強化し学生の能動的学修を推進する
ために、ラーニングコモンズ（アクティブラーニングサ
ポートルーム、グループ学習室）、ICT環境等を整備・
充実し、学習環境の改善を計画的に実施する。

素案の「引き続き」は第２期中期目標期間に「引き続
き」の意味であったが、一般の人にはわかりにくく、削
除することで、より正確な表現に修正した。
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（中期計画）厳格で透明性の高い成績評価を一層推進
するために、第２期中期目標期間に整備した学習管理
システムを活用した学修達成度評価方法を開発し、履
修指導等の充実に活かす。

厳格で透明性の高い成績評価を一層推進するため
に、第２期中期目標期間に整備した履修管理システ
ムを活用した学修達成度評価方法を開発し、履修指
導等の充実に活かす。

計画の内容に誤解が生じないように、より正確な表現
に修正した。

（中期計画）学修到達度の測定方法を整備するため、
各授業科目におけるルーブリックを導入するとともに、
学生による「学習カルテ：アンケート」や卒業後の学生
及び就職先からの意見を取り入れた、新たな自己点検
評価の仕組みを平成30年度までに整備する。

学修到達度の測定方法を整備するため、ルーブリック
評価に適した科目には、その評価を導入し、学生によ
る「学習カルテ：アンケート」や卒業後の学生及び就職
先からの意見を取り入れた、新たな自己点検評価の
仕組みを平成30年度までに整備する。

計画の内容に誤解が生じないように、より正確な表現
に修正した。

（中期計画）全学及び教育課程ごとのPDCAサイクル
（Plan→Do→Check→Act）による教育改善体制をさら
に強化するとともに、教員の教育能力を高めるため、教
員の教育活動表彰制度を充実する等で、一層FD
（Faculty Development：教員の授業内容・方法を改善
する組織的な取組）活動を活発化する。

全学及び教育課程ごとのPDCAサイクル（Plan→Do→
Check→Act）による教育改善体制を強化するととも
に、教員の教育力を高めるため、教員の教育活動表
彰制度を充実する等で、一層FD（Faculty
Development：教員の授業内容・方法を改善する組織
的な取組）活動を活発化する。

正確な表現に修正した。素案の「さらに強化」は第２期
中期目標期間と比較しての意味であったが、一般の人
にはわかりにくく、削除することで、より正確な表現に修
正した。

（中期計画）教員養成分野では、宮崎県教育委員会と
の連携協議会や外部評価等を継続的に行うことによ
る、小学校英語、理数教育、特別支援教育の強化等、
宮崎県のニーズに合った授業科目の新設・充実をはじ
め、教職に対する意識の涵養を図るための授業科目
の新設などのカリキュラム改革を行うとともに、宮崎県
の教員を志望する学生を受け入れるための入試改革、
小学校教員の養成を強化したコースの再編等を行うこ
とにより、宮崎県における小学校教員養成の占有率を
第３期中期目標期間中に50％を確保する。さらに、教
職大学院において、研究者教員と実務家教員との協働
により実践的指導力を高めることによって、修了者（現
職教員を除く）の教員就職率を第３期中期目標期間中
に90％を確保する。

教員養成分野では、宮崎県教育委員会との連携協議
会や外部評価等を継続的に行うことによる小学校英
語、理数教育、特別支援教育の強化等の宮崎県の
ニーズに合った授業科目の新設・充実及び教職に対
する意識の涵養を図るための授業科目の新設などの
カリキュラム改革を行うとともに、宮崎県の教員を志望
する学生を受け入れるための入試改革、小学校教員
の養成を強化したコースの再編等を行うことにより、
宮崎県における小学校教員養成の占有率を第３期中
期目標期間中に50％を確保する。さらに、教職大学院
において、研究者教員と実務家教員との協働により実
践的指導力を高めることによって、修了者（現職教員
を除く）の教員就職率を第３期中期目標期間中に90％
を確保する。

計画の内容に誤解が生じないように、より正確な表現
に修正した。また、具体的な説明として「理数教育」を追
加した。
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（中期計画）警察等からの講師派遣による交通安全、
薬物及びサイバー犯罪等に関する講習を実施するな
ど、学生の生活安全教育を充実・強化する。また、経済
的支援が必要な学生に対する大学独自としての奨学
金制度の拡充、専任教員を配置した障がい学生支援
室による障がい学生への入学から卒業まで一貫した組
織的な修学支援の実施など、学生生活に関する支援
体制を充実する。

警察等からの派遣講師による交通安全、薬物及びサ
イバー犯罪等に関する講習を実施するなど、学生の
生活安全教育を充実・強化する。また、経済的支援が
必要な学生に対する大学独自の奨学金制度の拡充、
専任教員を配置した障がい学生支援室による障がい
学生への入学から卒業まで一貫した組織的な修学支
援の実施など、学生生活に関する支援体制を充実す
る。

正確な表現に修正した。

（中期計画）志願者・入学者の追跡調査及びIR
（Institutional Research）分析の結果を活用しつつ、外
部試験の活用や「確かな学力」を総合的に評価可能な
選抜方法を平成30年度までに検討し、第３期目標期間
中に改善する。

志願者・入学者の追跡調査及びIR（Institutional
Research）分析の結果を活用しつつ、外部試験の活
用や「確かな学力」を総合的に評価可能な選抜方法を
平成30年度までに検討し、第３期中期目標期間中に
導入する。

「外部試験の活用や「確かな学力」を総合的に評価可
能な選抜方法」は第３期に新たに導入を計画するもの
であり、計画の内容に誤解が生じないように、より正確
な表現に修正した。

（中期計画）産業動物防疫リサーチセンターは、宮崎県
が日本でも有数の畜産県に立地しているという特色を
踏まえ、産学官と連携してセンターを次世代・近未来型
の防疫戦略を創出するシンクタンクとして機能させ、ア
ジアを中心とする海外の大学や研究機関との連携を強
化し、研究者コミュニティとともに、畜産フィールドと直結
した実践かつグローバル化時代に対応した防疫戦略
構想の構築や産業動物防疫に関する世界水準の共同
利用・共同研究体制を構築し、平成30年までに、国際
研究・人材育成拠点を形成する。

産業動物防疫リサーチセンターは、宮崎県が日本でも
有数の畜産県に立地しているという特色を踏まえ、産
学官と連携してセンターを次世代・近未来型の防疫戦
略を創出するシンクタンクとして機能させ、アジアを中
心とする海外の大学や研究機関との連携を強化し、
研究者コミュニティとともに、畜産フィールドと直結した
実践的かつグローバル化時代に対応した防疫戦略構
想の構築や産業動物防疫に関する世界水準の共同
利用・共同研究体制を構築し、平成30年度までに、国
際研究・人材育成拠点を形成する。

計画の内容に誤解が生じないように、より正確な表現
に修正した。

（中期計画）本学の研究戦略に沿った重点領域の基
礎・応用研究及び異分野融合研究等を推進するため、
研究環境（共同研究スペース・設備、共有機器等）を充
実させるとともに、平成30年度を目標に、研究経費、研
究スペース等を効果的に配分するシステムを構築し、
特色ある研究の展開力を強化する。

本学の研究戦略に沿った重点領域の基礎・応用研究
及び異分野融合研究等を推進するため、研究環境
（共同研究スペース・設備、共有機器等）を充実すると
ともに、平成30年度を目標に、研究経費、研究スペー
ス等を効果的に配分するシステムを構築し、特色ある
研究の展開力を強化する。

計画の内容に誤解が生じないように、より正確な表現
に修正した。

（中期計画）留学生の受け入れや派遣を推進するた
め、第３期中期目標期間中にクォーター制を導入する。

留学生の受け入れや本学学生の海外派遣を推進す
るため、第３期中期目標期間中にクォーター制を導入
する。

計画の内容に誤解が生じないように、より正確な表現
に修正した。
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（中期計画）JICA（国際協力機構）等との国際機関の連
携により、ミャンマー国政府機関との協働による現地に
おける技術者教育や安全な水供給などを通じて地下水
高濃度ヒ素汚染対策を実施する。
また、海外の研究機関等との国際防疫コンソーシアム
を構築し、高病原性鳥インフルエンザや口蹄疫などの
産業動物由来の人獣共通感染症及び動物感染症防疫
に取り組む。
さらに、地域の産業等の国際化に寄与するため、各国
からの研究者・技術者を受け入れて地域での技術研修
を実施するとともに、宮崎県等と連携して宮崎の企業
等と各国とを結ぶコーディネートの役割を果たす。

JICA（国際協力機構）等の国際機関との連携による
途上国への専門人材育成や技術協力での貢献活動
として、ミャンマー国政府機関との協働による現地に
おける技術者教育や地下水高濃度ヒ素汚染対策等を
実施する。
また、海外の研究機関等との国際防疫コンソーシアム
を構築し、高病原性鳥インフルエンザや口蹄疫などの
産業動物由来の人獣共通感染症及び動物感染症防
疫に取り組む。
さらに、地域の産業等の国際化に寄与するため、各国
からの研究者・技術者を受け入れて地域での技術研
修を実施するとともに、宮崎県等と連携して宮崎の企
業等と各国とを結ぶコーディネートの役割を果たす。

素案では「ミャンマー国」に限った活動と受け取られる
可能性もあり、計画の内容に誤解が生じないように、
「途上国への専門人材育成や技術協力での貢献活動」
である説明を加え、活動の具体例であることがわかる
ように、正確な表現に修正した。

（中期計画）第３期中期目標期間中に、各学士課程（免
許取得を目的とする学科課程は除く）専門科目の50%、
大学院修士課程（教育学研究科は除く）の授業科目の
70%、大学院博士課程では100%の授業に英語を使用し
た授業を導入する。

第３期中期目標期間中に、学士課程（免許取得を目
的とする学科課程は除く）の専門科目の50%、大学院
修士課程（教育学研究科は除く）の授業科目の70%、
大学院博士課程では100%の授業科目に英語を使用し
た授業を導入する。

正確な表現に修正した。

（中期計画）アジアを中心とした海外交流協定校及び地
域企業等との協働により、各国で活用できる遠隔日本
語教育教材を開発し、海外オフィスや協定校における
日本語教育を実施するなど、日本語教育支援を充実
し、アジア日本語教育連携体制を確立する。

アジアを中心とした海外交流協定校及び地域企業等
との協働により、各国で活用できる遠隔日本語教育教
材を開発し、海外オフィスや協定校における日本語教
育を実施するなど、日本語教育支援を充実する。

素案の「アジア日本語教育連携体制」とは、その前で述
べている「アジアを中心とした海外交流協定校及び地
域企業等との協働により」教材開発や日本語教育を実
施する体制のことで、重複してわかりにくいので、「アジ
ア日本語教育連携体制」の語句は削除した。

（中期計画）平成29年度までに田野病院の管理体制を
整備し、さらに、附属病院の前方（入院前）連携、後方
（退院後）連携を強化し、地域医療連携を推進する。

平成29年度までに田野病院の管理体制を整備し、附
属病院と田野病院の連携を推進する。さらに、附属病
院の前方（入院前）連携、後方（退院後）連携を強化
し、地域医療連携を推進する。

計画の内容に誤解が生じないように、より正確な表現
に修正した。
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（中期計画）附属学校園での学生・院生の教育実習内
容を充実させることにより、その実践的指導力を育成
する。また、学部・研究科教員のうち、学校現場での指
導経験を有していない教員や新人教員を中心に、10講
座以上の授業や10名以上の現場参観を毎年実施する
ことにより、学校現場で指導経験のある教員の割合を
現在の約20％から第３期中期目標期間中に30％に増
やし、実践型教員養成機能への質的転換を図る。

（中期計画）附属学校園での学生・院生の教育実習内
容を充実させることにより、その実践的指導力を育成
する。また、学部・研究科教員のうち、学校現場での
指導経験を有していない教員や新人教員を中心に、
10講座以上の授業や10名以上の現場参観を毎年実
施する。さらに、学校現場で指導経験のある教員の割
合を現在の約20％から第３期中期目標期間中に30％
に増やし、実践型教員養成機能への質的転換を図
る。

素案では「10講座以上の授業や10名以上の現場参観
を毎年実施することにより、」が「学校現場で指導経験
のある教員の割合を現在の約20％から・・増やし、」の
手段であるような誤解が生じないように、文を二つに分
けて、正確な表現に修正した。

（中期計画）医学部ならびに附属病院の地域における
教育の拠点として設置したコミュニティ・メディカルセン
ターを中心に、平成28年度に総合医育成のための卒
前・卒後研修・専門医の一貫教育プログラムの開発を
行い、平成29年度から実施し、平成31年度に見直しを
行う。これらの総合医教育には、本学が指定管理者と
して管理運営を行う「宮崎市立田野病院」及び「介護老
人保健施設さざんか苑」を活用する。

医学部ならびに附属病院の地域における教育の拠点
として設置したコミュニティ・メディカルセンターを中心
に、平成28年度に総合医育成のための卒前・卒後研
修・専門医の一貫教育プログラムの開発を行い、平成
29年度から実施し、平成31年度に見直しを行う。これ
らの総合医教育には、本学が指定管理者として管理
運営を行う「宮崎市立田野病院」及び「介護老人保健
施設さざんか苑」を活用する。また、病院と地域生活と
をつなぎ、健康維持・増進に貢献する看護職育成のた
めの卒前・卒後教育も併せて行う。また、病院と地域
生活とをつなぎ、健康維持・増進に貢献する看護職育
成のための卒前・卒後教育も併せて行う。

素案では看護学科での計画がなかったので、「看護職
育成のための卒前・卒後教育」を計画に追加した。

（中期計画）毎年経営目標を策定、検証するとともに、
平成29年度までに病院管理会計システム（HOMAS2）
と宮大病院データウェアハウスを活用し臨床指標等の
データに基づくPDCAサイクルを回す経営分析体制を
構築し、病院経営の基盤の改善、強化する。

毎年経営目標を策定、検証するとともに、平成29年度
までに病院管理会計システム（HOMAS2）と宮大病院
データウェアハウスを活用し臨床指標等のデータに基
づくPDCAサイクルを回す経営分析体制を構築し、病
院経営の基盤を改善、強化する。

語句の使い方を正確な表現に修正した。
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（様式２－３）

（法人番号　８０ ） （大学名）　鹿児島大学

1

2

3

4

5

【B21】平成28年度入学者選抜から導入する国際バカロレア
入試を拡充するとともに平成29年度入学者選抜に外部英語
試験を導入する。平成33年度までに国際バカロレア入学者
をおおむね10名とするとともに全学部の一般入試・推薦入
試Ⅱ（全募集人員のおおむね95％）に外部英語試験を導入
するなど、グローバル人材育成と多様な人材確保に対応し
た入学者選抜に取り組む。

文章が長く理解しにくい内容となっていたため、修正した。

※変更の理由等を記入してください。

答申等を踏まえた明確な目標であることを表現するため、具
体的な内容を追加した。

（中期計画）【B21】平成28年度入学者選抜から導入する国際
バカロレア入試を拡充するとともに平成29年度入学者選抜に
外部英語試験を導入し、評価に基づき拡充することとし、平
成33年度までに国際バカロレア入学者をおおむね10名とす
るとともに全学部の一般入試・推薦入試Ⅱ（全募集人員のお
おむね95％）に外部英語試験を導入するなど、グローバル人
材育成と多様な人材確保に対応した入学者選抜に取り組
む。

備考

【B 3】平成27年度創設の「熱帯水産学国際連携プログラ
ム」を確実に実施し、平成29年度中にプログラム共通規則
において定めた評価基準に基づいて評価・検証を行い、以
降の連携大学を増やす等、拡大・充実を図る。

２年間のプログラムであり、評価は修了後の平成29年度とし
たいため。

（中期計画）【B13】教育関係共同利用拠点に認定されている
２拠点について、附属練習船においては教育部（教育士官）
を設け、また、高隈演習林については事業実施のための教
職員を配置するなど体制を整備・強化し、質の高い教育を提
供するとともに、教育関係共同利用ネットワークの構築・調整
等を通じて利用の効率化を進める。

【B13】教育関係共同利用拠点に認定されている２拠点につ
いて、附属練習船においては平成27年度に設置した教育部
（教育士官）を活用し、また、高隈演習林については事業実
施のための教職員を配置するなど体制を整備・強化し、質
の高い教育を提供するとともに、教育関係共同利用ネット
ワークの構築・調整等を通じて利用の効率化を進める。

教育部が前倒しで設置されたため記述を変更したい。

※変更箇所に下線を付してください。

【A 7】中央教育審議会「高大接続答申」（平成26年12月22
日）で指摘されている学力の３要素（①知識・技能、②思考
力・判断力・表現力、③主体性・多様性・協働性）等を踏まえ
て、現在のアドミッション・ポリシーをさらに明確化し、能力・
意欲・適性を多面的・総合的に評価する入学者選抜を実施
する。

変更後の記述

「国立大学法人等の中期目標及び中期計画の素案に対する所要の措置について」（平成27年12月1日付け２７文科高第８２０号文部科学大臣通
知）において更なる検討が求められた内容への対応以外の事情により、素案の記載内容を変更する場合は、以下に記入してください。

「所要の措置について」が求める内容に基づかない変更箇所

【B36】病院再開発整備により病院機能を強化するとともに、
県の地域医療構想（ビジョン）及び医療計画等を踏まえ、県
内唯一の特定機能病院として高度医療を提供する。また、
地域医療機関と連携し、県内各地域の住民が標準的なが
んの専門治療を受けられる体制を整備し、医療における格
差を是正するなど、県全体の医療の質の向上を図る。

（中期計画）【B 3】平成27年度創設の「熱帯水産学国際連携
プログラム」を確実に実施し、平成28年度中にプログラム共
通規則において定めた評価基準に基づいて評価・検証を行
い、以降の連携大学を増やす等、拡大・充実を図る。

（中期計画）【B37】県の地域医療構想（ビジョン）及び医療計
画等を踏まえ、県内唯一の特定機能病院として高度医療を
提供する。また、地域医療機関と連携し、県内各地域の住民
が標準的ながんの専門治療を受けられる体制を整備し、医
療における格差を是正するなど、県全体の医療の質の向上
を図る。

（中期目標／中期計画） ※記述の前に中期目標もしくは中期
計画のいずれかを明記してください。

（中期目標）【A 7】アドミッション・ポリシーに基づき能力・意
欲・適性を多面的・総合的に評価する入学者選抜を実施す
る。

素案の記述

現在も「病院再開発整備」が継続中（平成35年度まで）であ
り、その記述が漏れていたため追加した。
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（中期計画）【B68】教育関係共同利用拠点に認定されている
２拠点について、附属練習船においては教育部（教育士官）
を設け、また、高隈演習林については事業実施のための教
職員を配置するなど体制を整備・強化し、質の高い教育を提
供するとともに、教育関係共同利用ネットワークの構築・調整
等を通じて利用の効率化を進める。［再掲］

【B68】教育関係共同利用拠点に認定されている２拠点につ
いて、附属練習船においては平成27年度に設置した教育部
（教育士官）を活用し、また、高隈演習林については事業実
施のための教職員を配置するなど体制を整備・強化し、質
の高い教育を提供するとともに、教育関係共同利用ネット
ワークの構築・調整等を通じて利用の効率化を進める。［再
掲］

教育部が前倒しで設置されたため記述を変更したい。
（本計画はNo.３【B13】の再掲）

（中期計画）【B59】法文学部については、文系総合学部とし
ての強みと特色を活かすために学科横断的科目の充実を図
るとともに、文理融合の教育も取り入れた地域連携とグロー
バル化に対応した専門教育カリキュラムへと見直し、人文社
会系学部を再編する。また、人文社会科学研究科について
は、海外現地入試の拡大、英語による授業の整備、外国人
留学生及び社会人を対象としたプログラムの整備、５年一貫
コースの導入を図り、現在の博士前期課程の４専攻を再編成
する。

【B59】法文学部については、地域ニーズや地域課題の把握
に努め文系総合学部としての強みと特色を活かすために学
科横断的科目の充実を図るとともに、理系の要素も取り入
れた地域連携とグローバル化に対応した専門教育カリキュ
ラムへと見直し、人文社会系学部へ再編する。また、人文社
会科学研究科については、海外現地入試の拡大充実、英
語による授業の整備、外国人留学生及び社会人を対象とし
たプログラムの整備、５年一貫コースの導入を図り、現在の
博士前期課程の４専攻を再編成する。

改組についての検討過程において生じた変更を反映させると
ともに、具体的な記述を追加した。

耐震化や未改修建物の改善等には国の支援が必要である
ため、財政上の観点から追加した。

（中期計画）【B67】土地及び建物等の使用状況を定期的に点
検し、活用を促進する。また、資金管理計画に基づき、有価
証券・預貯金等による安全性に配慮した資金運用を行い、収
益は学生支援等の財源に充てる。

（中期計画）【B71】30年後の長期的な視点に立ち機動的に対
応するため、教育研究活動の基盤となる施設整備計画を定
めた「キャンパスマスタープラン2015」に基づき、機能的で質
の高いキャンパス空間を創出するとともに、教育研究施設の
７棟の耐震化の完了、築30年以上の未改修建物105,000㎡
の20％(21,000㎡)の老朽施設の改善等を推進する。

資産の運用管理の改善に関する計画であり、資金運用によ
る収益の使途については、限定せず学長のリーダーシップの
下、広く使用できるようにするため削除した。

【B71】30年後の長期的な視点に立ち機動的に対応するた
め、教育研究活動の基盤となる施設整備計画を定めた
「キャンパスマスタープラン2015」に基づき、機能的で質の
高いキャンパス空間を創出するとともに、国の財政措置の
状況を踏まえ、教育研究施設７棟の耐震化、及び築30年以
上の未改修建物の改善等を推進する。

【B67】土地及び建物等の使用状況を定期的に点検し、活用
を促進する。また、資金管理計画に基づき、有価証券・預貯
金等による安全性に配慮した資金運用を行う。



（様式２－３）

（法人番号　８１） （大学名）　鹿屋体育大学

1

2

3

4

「所要の措置について」が求める内容に基づかない変更箇所

「国立大学法人等の中期目標及び中期計画の素案に対する所要の措置について」（平成27年12月1日付け２７文科高第８２０号文部科学大臣通
知）において更なる検討が求められた内容への対応以外の事情により、素案の記載内容を変更する場合は、以下に記入してください。

素案の記述 変更後の記述 備考

【中期目標20】大学のグローバル化を推進するため、
国際交流・協力を推進する。

【中期目標20】国際交流や連携事業を通して大学のグ
ローバル化を推進し、グローバルに活躍できる人材の
養成を行う。

グローバル化を推進するための手段を記載した。



（様式２－３）

（法人番号　８２ ） （大学名）　琉球大学

1

2

3

4

中期計画56．総人件費を抑制するため、平成27年度に
策定した人件費の長期的な管理計画（人件費管理計
画）に沿って人件費を適正に管理するとともに、随時、
人件費管理計画の見直しを行う。

中期計画57．総人件費を抑制するため、平成28年度
に策定する人件費の長期的な管理計画（人件費管理
計画）に沿って人件費を適正に管理するとともに、随
時、人件費管理計画の見直しを行う。

平成２６年９月に設置された「教職員の人件費削減に
関する検討委員会」において、人件費の長期的な管理
計画（人件費管理計画）について策定中であるが、全
学的な教職員の削減枠について各部局の理解を得る
にはもう少し時間を要することから、各部局との議論を
尽くし、平成２８年度中に策定することとしているため。

中期計画65．情報セキュリティポリシーに関する規定等
を見直すと共に学内の情報基盤整備・管理及び総合情
報処理センターで取得したISMS（情報セキュリティマネ
ジメントシステム）の教育水準でセキュリティ教育を充
実する。また、学内の全教職員・学生の利用者端末等
に対し、検疫システムの機能を利用し、効果的なユー
ザ教育・啓発を行い、セキュリティ意識の改革を促す。

中期計画66．情報セキュリティポリシーに関する規定
等を見直すとともに学内の情報基盤整備・管理及び
総合情報処理センターで取得したISMS（情報セキュリ
ティマネジメントシステム）の教育水準でセキュリティ
教育を充実する。また、学内で端末等を利用する全教
職員・学生に対し、検疫システムの機能を利用し、効
果的なユーザ教育・啓発を行い、セキュリティ意識の
改革を促す。

「検疫システムの機能を利用し、効果的なユーザ教育・
啓発を行い、セキュリティ意識の改革を促す。」部分に
おける対象を利用者端末ではなく、全教職員・学生と分
かるように正しく記載するため、変更するもの。

「所要の措置について」が求める内容に基づかない変更箇所

「国立大学法人等の中期目標及び中期計画の素案に対する所要の措置について」（平成27年12月1日付け２７文科高第８２０号文部科学大臣通
知）において更なる検討が求められた内容への対応以外の事情により、素案の記載内容を変更する場合は、以下に記入してください。

素案の記述 変更後の記述 備考

中期計画26．教育研究の成果を踏まえ、サテライトキャ
ンパスを活用した学習コミュニティづくりを強化し、多様
な学習ニーズや学び直しの学習機会の充実を図り、地
域社会を支える人材の質の向上に繋がる取組を行う。

中期計画27．教育研究の成果を踏まえ、サテライトキャンパ
スを活用した学習コミュニティづくりを強化し、多様な学習
ニーズに基づく学習機会や学び直しの学習機会の充実を図
り、地域社会を支える人材の質の向上に繋がる取組を行
う。

「多様な学習ニーズを把握」し、それを踏まえたうえで、「学習
機会の拡大と内容の充実」及び「学び直しの機会の拡大と内
容の充実」を図るという内容が明確にわかる表現に修正す
る。

中期計画13．国際的な視野から専門的な知識・能力を
涵養するため、国内外の協定大学との学生交流及び
ダブル・ディグリー等による教育連携を拡大する。

中期計画13．国際的な視野から専門的な知識・能力
を涵養するため、国内外の協定大学等との学生交流
及び国際的教育プログラムによる教育連携を拡大す
る。

より幅広い教育連携による活動を志向する観点から変
更する。
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【中期計画】
１－２　アジア・太平洋地域のリーダー育成に向けた独
自の教育モデルの展開を図るため、有力大学等とのコ
ンソーシアムを形成し、国際的な連携教育を推進する。
この取組に当たり、
・第３期中期目標期間（以下「第３期」という。）末まで
に、コンソーシアムにおける共通教材30点以上の整備
を図る。

【中期計画】
１－２　アジア・太平洋地域のリーダー育成に向けた独
自のアジア型公共政策教育モデルの展開を図るため、
有力大学等とのコンソーシアムを形成し、国際的な連携
教育を推進する。

運営費交付金による予算を、研修事業規模の拡大（中
期計画5-1）に必要な実施体制の整備に優先的に配分
する必要性から、共通教材の開発が困難となったた
め。
また、中期計画を具体的な記述とするために教育モデ
ルの中身を追記した。

【中期計画】
２－２　国内プログラムについて、各プログラムを通じた
教育課程の構造化・共通化を進めるとともに、コース制
を導入するなど、組織・カリキュラムの再編・強化を図
る。また、国際プログラムについては、新たな基幹プロ
グラムの展開等を通じ、プログラム間の有機的連携の
促進・統合を進める。
　この取組を通じて、
・第３期末までの間に、第２期中期目標期間（以下「第２
期」という。）末における修士・国内プログラムの開講授
業科目の20％以上を整理廃止する。
・第３期中における授業科目の組替え新設について、
15%以上の組替率を達成する。

【中期計画】
２－２　国内プログラムについて、各プログラムを通じた
教育課程の構造化・共通化を進めるとともに、コース制
を導入するなど、組織・カリキュラムの再編・強化を図
る。また、国際プログラムについては、新たな基幹プロ
グラムの展開等を通じ、プログラム間の有機的連携の
促進・統合を進める。
　この取組を通じて、
・第３期末までの間に、第２期中期目標期間（以下「第２
期」という。）末における修士・国内プログラムの開講授
業科目の20％以上を整理廃止する。

運営費交付金による予算の確保が困難となり、当初計
画していた新規科目の開講が実現不可能となったた
め。

「所要の措置について」が求める内容に基づかない変更箇所

素案の記述 備考

「国立大学法人等の中期目標及び中期計画の素案に対する所要の措置について」（平成27年12月1日付け２７文科高第８２０号文部科学大臣通
知）において更なる検討が求められた内容への対応以外の事情により、素案の記載内容を変更する場合は、以下に記入してください。

変更後の記述
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【中期計画】
２－３　国内プログラムにおける英語による科目の導
入・拡大を図るとともに、国際プログラムへの日本人学
生受入を促進し、国内・国際のプログラム区分のシー
ムレス化を進める。
この取組を通じて、
・第３期中に、修士課程の外国語で修了できるプログラ
ムに在籍する日本人学生の数を第２期末の２倍以上に
増やす。
・第３期中に、日本人学生の英語による授業科目の履
修科目数を、学生１人当たり年間２科目以上に引き上
げる。
・第３期中に、日本語で開講される科目のシラバスに参
考文献としてあげられている英語文献の数を、200点以
上にまで増やす。
・第３期中に、日本人学生による英語アブストラクト付き
のポリシーペーパーの執筆総数を、年間40本以上にま
で増やす。

【中期計画】
２－３　国内プログラムにおける英語による科目の導
入・拡大を図るとともに、国際プログラムへの日本人学
生受入を促進し、国内・国際のプログラム区分のシーム
レス化を進める。
この取組を通じて、
・第３期中に、修士課程の外国語で修了できるプログラ
ムに在籍する日本人学生の数を第２期末の1.5倍以上
に増やす。
・第３期中に、日本人学生の英語による授業科目の履
修科目数を、学生１人当たり年間２科目以上に引き上げ
る。
・第３期中に、日本語で開講される科目のシラバスに参
考文献としてあげられている英語文献の数を、200点以
上にまで増やす。

ヤング・リーダーズ・プログラムの発展的展開（中期計
画17-2）に必要な運営費交付金による予算を十分に確
保することができず、日本人学生受入について、当初
の学生募集活動等の予定どおりの実施が困難となった
ため。
また、日本人学生による英語アブストラクト付きのポリ
シーペーパー作成の指導体制に必要な運営費交付金
による予算を確保できないため。

【中期計画】
12－４　アジア・太平洋地域を中心として欧州・アフリカ
に至る世界の中での本学のプレゼンスを高めていく観
点から、外国人若手研究者の受入や、著名な外国人研
究者の招聘など、国際的な学術交流の強化のための取
組を戦略的に進める。

【中期計画】
12－４　アジア・太平洋地域を中心として欧州・アフリカ
に至る世界の中での本学のプレゼンスを高めていく観
点から、外国人若手研究者の受入や、著名な外国人
研究者の招聘など、国際的な学術交流の強化のため
の取組を戦略的に進める。
この取組を通じて、
・第３期中に、外国籍である又は外国で学位を取得した
ポストドクトラルフェロー等（日本学術振興会特別研究
員(PD)を含む。）の年間受入数を、第２期終期から２倍
以上に増やす。

【中期計画】
５－３　本学の研究活動の成果を活用した研修プログ
ラムや教材等の開発を進める。
この取組に当たり、
　・第３期中に開発した教育コンテンツ100点以上を学
内オープンリソースとして公開する。

運営費交付金による予算の確保が困難となり、当初計
画していた研修事業の充実が実現不可能となったた
め。

運営費交付金による予算の確保が困難となり、当初計
画していた政策研究に関する情報資料の集積拠点
（アーカイブセンター）におけるポストドクトラルフェロー
の採用が実現不可能となったため。

【中期計画】
５－３　多様な教員陣を確保し、研究成果を反映させた
研修プログラム等を開発・実施する。
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【中期計画】
１３－１　学長主導の教員採用を支える枠組み等を整
備するとともに、年俸制、ジョイント・アポイントメント制
度など各種人事制度を活用して、国際的な人材獲得競
争における競争力を強化し、多様な国籍、幅広い年
齢、様々な経歴を持つ教員を受け入れて、研究の多様
性を確保する。
この取組を通じて、
・第３期中に、本務教員に占める年俸制教員の割合を
30%以上に引き上げる。
・第３期中に計６名以上のジョイント・アポイントメント等
教員（海外からの招聘教員を含む。）を任用する。

【中期計画】
１３－１　学長主導の教員採用を支える枠組み等を整備
するとともに、年俸制、ジョイント・アポイントメント制度な
ど各種人事制度を活用して、国際的な人材獲得競争に
おける競争力を強化し、多様な国籍、幅広い年齢、様々
な経歴を持つ教員を受け入れて、研究の多様性を確保
する。
この取組を通じて、
・第３期中に、本務教員に占める年俸制教員の割合を
20%以上に引き上げる。
・第３期中に計６名以上のジョイント・アポイントメント等
教員（海外からの招聘教員を含む。）を任用する。

運営費交付金による予算の確保が困難となり、当初の
計画どおり年俸制教員の採用を行うことが困難となっ
たため。

【中期目標】
14　政策研究に必須の情報資料を総合的・体系的に収
集・公開するなど、研究者が、より水準の高い研究を遂
行しやすい環境の整備を図る。

運営費交付金による予算の確保が困難となり、当初計
画していたアーカイブセンターの設置が実現不可能と
なったため。

【中期計画】
14－１　文献、データ、各種ケース等の研究資料の蓄
積・整理を進め、目録を公開するなど研究環境の一層
の整備を進める。

【中期目標】
14　政策研究に必須の情報資料を収集・公開するなど、
研究者が、より水準の高い研究を遂行しやすい環境の
整備を図る。

運営費交付金による予算の確保が困難となり、当初計
画していたアーカイブセンターの設置が実現不可能と
なったため。

【中期計画】
13－２　客員教員、客員研究員、ポストドクトラルフェ
ロー制度等の活用により、国内外からの多様な人材の
受入を強化する。
この取組を通じて、
・第３期中に、外国籍である又は外国で学位を取得した
ポストドクトラルフェロー等（日本学術振興会特別研究
員(PD)を含む。）の年間受入数を、第２期終期から２倍
以上に増やす。【再掲、Ⅰ２（１）12ー４】

【中期計画】
13－２　客員教員、客員研究員、ポストドクトラルフェ
ロー制度等の活用により、国内外からの多様な人材の
受入を強化する。

12ー４の変更に伴い、本中期計画に再掲されていた
KPIを削除する必要があるため。

【中期計画】
14－１　文献、データ、各種ケース等の研究資料の蓄
積を強化・充実させることで、研究環境の一層の整備を
進める。
特に、行政文書など政策研究に必須の情報資料の集
積拠点を構築し、第３期末までに10万点以上の情報資
料の収録・公開を行う。
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【中期計画】
17－２　国内外からの将来のリーダーを集めて高度な
教育機会を提供することにより、我が国と諸外国との間
のハイレベルな人的・知的ネットワーク構築に寄与す
る。

ヤング・リーダーズ・プログラムの発展的展開（中期計
画17-2）に必要な運営費交付金による予算を十分に確
保することができず、同プログラムへの日本人学生受
入や修了生就業状況の調査を、当初の計画どおり行う
ことが困難となったため。

【中期計画】
17－１　政策に関する専門知識及び技術に加え、高度
な政策構想力と行政運営能力を有する地方自治体職
員を育成し、地域の課題解決を担う人材を輩出する。
特に、教育長等の教育政策プロフェッショナルの育成
については、教育・研修プログラム等の充実を図り、
・第３期において、計100名以上の自治体・関係機関職
員等に教育政策に関する高度な教育機会を提供する。
・第３期において、教育政策等に関し、首長、教育長、
実務者、研究者等が参加する研究協議を計10回以上
開催する。
・教育長養成、教育政策研究等の分野における関係機
関との連携を推進するため、第３期を通じ、連携組織に
よる委員会等を計12回以上開催するとともに、関係機
関との連携・協働によるケーススタディ教材、資料等を
計15点以上開発する。

【中期計画】
17－１　政策に関する専門知識及び技術に加え、高度
な政策構想力と行政運営能力を有する地方自治体職員
を育成し、地域の課題解決を担う人材を輩出する。
特に、教育長等の教育政策プロフェッショナルの育成に
ついては、教育・研修プログラム等の充実を図る。

教育長等の教育政策プロフェッショナルの育成に必要
な運営費交付金による予算を十分に確保することがで
きず、協議会・委員会の開催、及びケーススタディ教材
等の開発を、当初の計画どおり行うことが困難となった
ため。

【中期計画】
１７－４　大学として、教員の社会貢献活動を、個人の
業績として評価すること等により、教員の社会貢献を促
進する。
この取組を通じて、
・第３期中に、本務教員1人当たりの年間の新聞及び
ニュースサイトへの掲載数1.5回以上を、国の審議会・
有識者懇談会又は地方公共団体委員会における年間
活動数0.8回以上を達成する。

【中期計画】
１７－４　大学として、教員の社会貢献活動を、個人の業
績として評価すること等により、教員の社会貢献を促進
する。
この取組を通じて、
・第３期中に、本務教員1人当たりの年間の新聞及び
ニュースサイトへの掲載数1.5回以上を、国の審議会・有
識者懇談会等又は地方公共団体委員会等における年
間活動数0.8回以上を達成する。

国又は地方公共団体における有識者会議の名称が多
様であるため、達成指標の表現を正確なものに改め
た。

【中期計画】
17－２　国内外からの将来のリーダーを集めて高度な
教育機会を提供することにより、我が国と諸外国との間
のハイレベルな人的・知的ネットワーク構築に寄与す
る。
この取組に当たり、
・第３期を通じ、ヤング・リーダーズ・プログラムにおい
て６人以上の日本人学生を受け入れる。
・第３期中に、ヤング・リーダーズ・プログラムの修了生
のうち、帰国後３年以内に本国の就業先において上位
の職位に昇任した者の割合を35％以上にする。
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【中期計画】
21　学長主導の教員採用を支える枠組み等を整備する
とともに、年俸制、ジョイント・アポイントメント制度など
各種人事制度を活用して、国際的な人材獲得競争にお
ける競争力を強化し、多様な国籍、幅広い年齢、様々
な経歴を持つ教員を受け入れて、研究の多様性を確保
する。
この取組を通じて、
・第３期中に、本務教員に占める年俸制教員の割合を
30%以上に引き上げる。
・第３期中に計６名以上のジョイント・アポイントメント等
教員（海外からの招聘教員を含む。）を任用する。

【中期計画】
21　学長主導の教員採用を支える枠組み等を整備する
とともに、年俸制、ジョイント・アポイントメント制度など各
種人事制度を活用して、国際的な人材獲得競争におけ
る競争力を強化し、多様な国籍、幅広い年齢、様々な経
歴を持つ教員を受け入れて、研究の多様性を確保す
る。
この取組を通じて、
・第３期中に、本務教員に占める年俸制教員の割合を
20%以上に引き上げる。
・第３期中に計６名以上のジョイント・アポイントメント等
教員（海外からの招聘教員を含む。）を任用する。

13ー１の変更に伴い、本中期計画に再掲されていた
KPIを修正する必要があるため。

【中期計画】
１９　　　国内プログラムにおける英語による科目の導
入・拡大を図るとともに、国際プログラムへの日本人学
生受入を促進し、国内・国際のプログラム区分のシー
ムレス化を進める。
この取組を通じて、
・第３期中に、修士課程の外国語で修了できるプログラ
ムに在籍する日本人学生の数を第２期末の２倍以上に
増やす。
・第３期中に、日本人学生の英語による授業科目の履
修科目数を、学生１人当たり年間２科目以上に引き上
げる。
・第３期中に、日本語で開講される科目のシラバスに参
考文献としてあげられている英語文献の数を、200点以
上にまで増やす。
・第３期中に、日本人学生による英語アブストラクト付き
のポリシーペーパーの執筆総数を、年間40本以上にま
で増やす。【再掲、Ⅰ１（１）２－３】

【中期計画】
１９　　　国内プログラムにおける英語による科目の導
入・拡大を図るとともに、国際プログラムへの日本人学
生受入を促進し、国内・国際のプログラム区分のシーム
レス化を進める。
この取組を通じて、
・第３期中に、修士課程の外国語で修了できるプログラ
ムに在籍する日本人学生の数を第２期末の1.5倍以上
に増やす。
・第３期中に、日本人学生の英語による授業科目の履
修科目数を、学生１人当たり年間２科目以上に引き上げ
る。
・第３期中に、日本語で開講される科目のシラバスに参
考文献としてあげられている英語文献の数を、200点以
上にまで増やす。
【再掲、Ⅰ１（１）２－３】

２ー３の変更に伴い、本中期計画に再掲されていたKPI
を修正する必要があるため。

【中期計画】
１８　　　アジア・太平洋地域のリーダー育成に向けた独
自の教育モデルの展開を図るため、有力大学等とのコ
ンソーシアムを形成し、国際的な連携教育を推進する。
この取組に当たり、
・第３期中期目標期間（以下「第３期」という。）末まで
に、コンソーシアムにおける共通教材30点以上の整備
を図る。【再掲、Ⅰ１(１)１－２】

【中期計画】
１８　　　アジア・太平洋地域のリーダー育成に向けた独
自のアジア型公共政策教育モデルの展開を図るため、
有力大学等とのコンソーシアムを形成し、国際的な連携
教育を推進する。【再掲、Ⅰ１(１)１－２】

１ー２の変更に伴い、本中期計画に再掲されていたKPI
を削除する必要があるため。
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【中期計画】
２２　国内プログラムにおける英語による科目の導入・
拡大を図るとともに、国際プログラムへの日本人学生
受入を促進し、国内・国際のプログラム区分のシームレ
ス化を進める。
この取組を通じて、
・第３期中に、修士課程の外国語で修了できるプログラ
ムに在籍する日本人学生の数を第２期末の２倍以上に
増やす。
・第３期中に、日本人学生の英語による授業科目の履
修科目数を、学生１人当たり年間２科目以上に引き上
げる。
・第３期中に、日本語で開講される科目のシラバスに参
考文献としてあげられている英語文献の数を、200点以
上にまで増やす。
・第３期中に、日本人学生による英語アブストラクト付き
のポリシーペーパーの執筆総数を、年間40本以上にま
で増やす。【再掲、Ⅰ１（１）２－３】

【中期計画】
２２　国内プログラムにおける英語による科目の導入・
拡大を図るとともに、国際プログラムへの日本人学生受
入を促進し、国内・国際のプログラム区分のシームレス
化を進める。
この取組を通じて、
・第３期中に、修士課程の外国語で修了できるプログラ
ムに在籍する日本人学生の数を第２期末の1.5倍以上
に増やす。
・第３期中に、日本人学生の英語による授業科目の履
修科目数を、学生１人当たり年間２科目以上に引き上げ
る。
・第３期中に、日本語で開講される科目のシラバスに参
考文献としてあげられている英語文献の数を、200点以
上にまで増やす。
【再掲、Ⅰ１（１）２－３】

２ー３の変更に伴い、本中期計画に再掲されていたKPI
を修正する必要があるため。

【中期計画】
２２　国内プログラムについて、各プログラムを通じた教
育課程の構造化・共通化を進めるとともに、コース制を
導入するなど、組織・カリキュラムの再編・強化を図る。
また、国際プログラムについては、新たな基幹プログラ
ムの展開等を通じ、プログラム間の有機的連携の促
進・統合を進める。
この取組を通じて、
・第３期末までの間に、第２期中期目標期間（以下「第２
期」という。）末における修士・国内プログラムの開講授
業科目の20％以上を整理廃止する。
・第３期中における授業科目の組替え新設について、
15%以上の組替率を達成する。
【再掲、Ⅰ１（１）２－２】

【中期計画】
２２　国内プログラムについて、各プログラムを通じた教
育課程の構造化・共通化を進めるとともに、コース制を
導入するなど、組織・カリキュラムの再編・強化を図る。
また、国際プログラムについては、新たな基幹プログラ
ムの展開等を通じ、プログラム間の有機的連携の促進・
統合を進める。
この取組を通じて、
・第３期末までの間に、第２期中期目標期間（以下「第２
期」という。）末における修士・国内プログラムの開講授
業科目の20％以上を整理廃止する。
【再掲、Ⅰ１（１）２－２】

２ー２の変更に伴い、本中期計画に再掲されていたKPI
を削除する必要があるため。

【中期計画】
36－３　研究活動の不正行為及び公的研究費の不正
使用について、国のガイドライン等を踏まえつつ、その
防止などのための適切な措置を講ずる。
この取組を通じて、
・平成30年度以降、本学に３年以上在籍している本務
教員（休職中の者等を除く。）について、研究倫理・研
究費コンプライアンス教育の受講率を常に100%にす
る。

【中期計画】
36－３　研究活動の不正行為及び公的研究費の不正使
用等について、国のガイドライン等を踏まえつつ、その
防止などのための適切な措置を講ずる。
この取組を通じて、
・平成30年度以降、本学に３年以上在籍している本務教
員（休職中の者等を除く。）について、研究倫理・研究費
コンプライアンス教育の受講率を常に100%にする。

研究倫理・研究費コンプライアンス教育において、寄附
金の機関経理についても周知する予定であるが、その
ことをより明確にするため。
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（法人番号　８４ ） （大学名）　総合研究大学院大学
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（中期計画）
②　コースワークの適切な配置等の教育課程の体系的
整備や、学位取得に至るまでのロードマップの整備を、
各専攻の専門領域の特性に応じて実施し、明示する。

（中期計画）
②　各専攻の専門領域の特性に応じて、コースワーク
の適切な位置付け等の教育課程の体系的整備や、学
位取得に至るまでのロードマップの整備を、特に５年
一貫博士課程において実施し、明示する。
（整理番号2）

分かり易くするため字句の修正を行うこととした。

（中期計画）
⑨　研究者倫理や研究マネジメント教育を含む「科学と
社会」教育を、先導科学研究科の教育研究の蓄積を活
かして、全学横断的に整備する。

（中期計画）
⑨　先導科学研究科の教育研究の蓄積を活かして、
研究者に倫理が求められる背景である、研究活動の
性質や社会との関連の歴史を含め、広く「科学と社
会」教育を、全学横断的に整備する。
（整理番号9）

「科学と社会」教育の実施内容について、分かり易くす
るため具体的に記述することとした。

（中期目標前文） （中期目標前文）　文末に以下の記述を追加。
　なお、本学の教育研究は、国立大学法人法及び法
人間協定に基づき、機構等法人間との緊密な連係及
び協力の下に行われる。

本学の特性である法人法別表備考２　「総合研究大学
院大学は、大学共同利用機関法人及び国立研究開発
法人宇宙航空研究開発機構との緊密な連係及び協力
の下に教育研究を行うものとする。」について、第１・２
期同様、中期目標・中期計画に記載する必要があるた
め。

（中期計画前文）

記述なし

（中期計画前文）
　総合研究大学院大学（以下「本学」という。）は、機構
等法人（大学共同利用機関法人及び国立研究開発法
人宇宙航空研究開発機構をいう。以下同じ。)が各地
に設置する大学の共同利用の研究所その他の機関
（以下「基盤機関」という。）との緊密な連係及び協力
の下に、機構等法人と締結した連係協力に関する協
定により教育研究を実施する。

本学の特性である法人法別表備考２　「総合研究大学
院大学は、大学共同利用機関法人及び国立研究開発
法人宇宙航空研究開発機構との緊密な連係及び協力
の下に教育研究を行うものとする。」について、第１・２
期同様、中期目標・中期計画に記載する必要があるた
め。

「所要の措置について」が求める内容に基づかない変更箇所

「国立大学法人等の中期目標及び中期計画の素案に対する所要の措置について」（平成27年12月1日付け２７文科高第８２０号文部科学大臣通
知）において更なる検討が求められた内容への対応以外の事情により、素案の記載内容を変更する場合は、以下に記入してください。

素案の記述 変更後の記述 備考
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（中期計画）（１）研究水準及び研究の成果等に関する
目標を達成するための措置
　大学共同利用機関等を基盤とする研究科・専攻にお
いては、基盤機関での先端的研究及び国際共同研究
の積極的な展開を通して、また、先導科学研究科にお
いては、「学融合推進センター」との緊密な連携の下、
「生物進化学」と「科学と社会」の先端的研究及び国際
共同研究の積極的な展開を通して、期初に比べ期末に
おいて国際共編著率・相対被引用インパクトを高める。

（中期計画）
　大学共同利用機関等を基盤とする研究科・専攻にお
いては、基盤機関での各研究分野をリードする先端的
研究及び国際共同研究の積極的な展開を通して、ま
た、先導科学研究科においては、「学融合推進セン
ター」との緊密な連携の下、「生物進化学」と「科学と
社会」の先端的研究及び国際共同研究の積極的な展
開を通して、期初に比べ期末において国際共編著率・
相対被引用インパクトを高める。
（整理番号25）

分かり易くするため字句の修正を行うこととした。

（中期計画）
　学生の授業評価等の適切な方法により学生からの評
価を把握し、FD（ファカルティ・ディベロップメント）に適
切に反映させる。

（中期計画）
　学生の授業評価等により学生の意見を把握して、
FD（ファカルティ・ディベロップメント）に反映させる。
（整理番号16）

分かり易くするため字句の修正を行うこととした。

（中期計画）
　大学機関別認証評価や国立大学法人評価を活用し、
全学的に教育研究の基本的、長期的検討を行う体制
を整備して、教育研究の改善を行うとともに、全学や部
局毎に行われるFDに、これらの評価結果を適切に反映
させる。

（中期計画）
　大学機関別認証評価や国立大学法人評価を活用
し、本学に相応しい教育研究を検討する体制を整備し
改善策を講じるとともに、全学や専攻毎に行われるFD
に反映させる。
（整理番号17）

分かり易くするため字句の修正を行うこととした。

（中期計画）
　研究科・専攻の枠にとらわれない個々の学生の学位
研究に即した教育を実施するために、ウェブシラバスや
教員データベースの整備による教育・研究の可視化
（大学Webからの閲覧性の向上を含む）、ICT（情報通
信技術）を利活用した教育を実施するとともに、履修モ
デルや授業科目の見直しを行う。

（中期計画）
　研究科・専攻の枠にとらわれない個々の学生の学位
研究に即した教育を実施するために、ウェブシラバス
や教育研究情報データベースの整備による教育・研
究の可視化（大学Webからの閲覧性の向上を含む）、
ICT（情報通信技術）を活用した教育を実施するととも
に、履修の指針や授業科目の見直しを行う。
（整理番号14）

誤記修正及び素案提出後の検討の進展を踏まえた修
正を行うこととした。

（中期計画）
　各専攻の専門領域の特性に応じ、発表、質疑応答、
議論、論文作成等研究者として必要な英語教育を充実
する。

（中期計画）
　研究成果の国際学会での発表、質疑応答、討論を
行う能力の向上を目指して、各専攻の専門領域の特
性に応じて、必要とされる英語教育を行う。特に、論文
執筆に必要な英作文能力の向上を主眼とした英語教
育を実施する。
（整理番号15）

英語教育について、分かり易くするため具体的に記述
することとした。
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（中期計画）
　基盤機関と連係して、日本人学生の英語教育と、外
国人留学生の日本語教育の支援を行う。

（中期計画）
　基盤機関と連係して、英語教育のカリキュラム化を
全学的に実施するとともに、外国人留学生の日本語
教育の支援を行う。
（整理番号39）

分かり易くするため字句の修正を行うこととした。

（中期計画）
１　組織運営の改善に関する目標を達成するための措
置
　大学のビジョンに基づき、学長の補佐機能、全学事業
コーディネートなど、全学的な観点からの人員配置を行
うとともに、学長裁量経費を９％以上確保し、学長の
リーダーシップによる資源再配分と各種全学事業支援
を行う。

（中期計画）
１　組織運営の改善に関する目標を達成するための
措置
　大学のビジョンに基づき、学長の補佐機能、全学事
業コーディネートなど、全学的な観点からの人員配置
を行うとともに、学長裁量経費を国からの配分額以上
確保し、学長のリーダーシップによる資源再配分と各
種全学事業支援を行う。
（整理番号42）

「９％」の数値は、政府の予算編成により変動するた
め、政府の予算編成の状況に左右されない適切な表
現に修正をすることとした。

（中期計画）３　社会との連携や社会貢献及び地域を志
向した教育・研究に関する目標を達成するための措置
　全学的な広報体制を整備し、一般市民、若年者を対
象に、教育研究の成果に関するコミュニケーション活動
等、多様な媒体を用いた広報活動等を基盤機関と連係
して実施する。

（中期計画）３　社会との連携や社会貢献及び地域を
志向した教育・研究に関する目標を達成するための
措置
　全学的な広報体制を整備し、一般市民、若年者を対
象に、教育研究の成果に関するコミュニケーションを
行う活動等、多様な媒体を用いた広報活動を基盤機
関と連係して実施する。
（整理番号31）

分かり易くするため字句の修正を行うこととした。

（中期計画）
　単位互換、クロスアポイントメント制度の実施、クォー
ター制導入による海外インターンシップのカリキュラム
化を通して、国際的な共同教育プログラムを構築し、海
外の大学との間のダブル・ディグリー制度を確立するた
めの準備を行う。

（中期計画）
　海外の大学との間のダブル・ディグリー制度を視野
に入れた国際的な共同教育プログラムを構築するた
め、単位互換、海外インターンシップの実施の組織
化・制度化、クロスアポイントメント制度の整備を行う。
（整理番号36）

分かり易くするため文章の構造を変更することとした。

（中期計画）
専攻の教員が、大学院生とともに専攻の分野を超えた
新しい共同研究を企画・運営する場を「学融合推進セ
ンター」に置き、先導科学研究科教員がそのコーディ
ネーターとなって、異分野連繋的研究を推進し、新しい
教育プログラムの創成にもつなげる。

（中期計画）
　異分野連繋的研究は、機構等法人と連係しつつ、
「学融合推進センター」において、先導科学研究科教
員がコーディネーターとなって、専攻の教員とともに専
攻の分野を超えた新しい共同研究を企画・実施する。
本研究においては、新しい教育プログラムの構築を目
指すため、学生の参画の制度化を実施する。
（整理番号27）

分かり易くするため字句の修正を行うこととした。また、
「機構等法人との連係」については、素案提出後の検
討の進展を踏まえた修正を行うこととした。
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（中期計画）
リスク管理体制の検証を行うとともに、事象対処できる
ように平常時からの定期的な訓練等を実施する。

（中期計画）
　リスク管理体制の検証を行うとともに、リスク事象に
速やかに対処できるように平常時からの定期的な訓
練等を実施する。
（整理番号73）

分かり易くするため字句の修正を行うこととした。


